
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章 資    料 



 



１．手数料の改正経過等 

（１）一般廃棄物処理手数料（ごみ関係） 

根拠条例：船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例 

区   分 事業活動に伴って生じた廃棄物処理手数料 

昭和 47 年 4 月 1 日～ 

昭和 51 年 3 月 31 日 
1 キログラム       1 円 

昭和 51 年 4 月 1 日～ 

昭和 52 年 3 月 31 日 
1 キログラム       2 円 

区   分 
事業活動に伴って生じた廃棄物処理手数料 

月の搬入量 8千キログラム未満 月の搬入量 8千キログラム以上 

昭和 52 年 4 月 1 日～ 

昭和 57 年 3 月 31 日 
1 キログラム       2 円 1 キログラム       6 円 

昭和 57 年 4 月 1 日～ 

昭和 61 年 3 月 31 日 
1 キログラム       3 円 1 キログラム       9 円 

昭和 61 年 4 月 1 日～ 

平成 04 年 3 月 31 日 
1 キログラム       4 円 1 キログラム      12 円 

平成 04 年 4 月 1 日～ 

平成 08 年 4 月 30 日 
1 キログラム       6 円 1 キログラム      14 円 

区   分 事業活動に伴って生じた一般廃棄物処理手数料 

平成 08 年 5 月 1 日～ 

平成 22 年 3 月 31 日 
1 キログラム      17 円 

平成 22 年 4 月 1 日～ 

現   在 
1 キログラム      20 円 

※平成 4年 4月 1日以降は上記の手数料に消費税相当額（10 円未満切捨）を加算 
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（２）一般廃棄物処理手数料（し尿関係） 

根拠条例：船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例 

区   分 

定額制 従量制 

回数料金 人頭割料金 回数料金 従量料金 

3 人以下の世帯 4 人以上の世帯 世帯人数   

昭和52年4月

～ 

昭和61年3月 

1 回目 130 円 

2 回目以降 

1 回につき 260 円 

1～2回目 130 円 

3 回目以降 

1 回につき 260 円 

世帯人員 

（2才以上） 

1 人につき 165 円 

月 2 回まで 

1 回につ

き 130 円 

3 回目以降 

1 回につき

260 円 

10Ｌにつ

き 45 円 

昭和61年4月

～ 

1 回目 155 円 

2 回目以降 

1 回につき 310 円 

1～2回目 155 円 

3 回目以降 

1 回につき 310 円 

世帯人員 

（2才以上） 

1 人につき 200 円 

月 2 回まで 

1 回につ

き 155 円 

3 回目以降 

1 回につき

310 円 

10Ｌにつ

き 54 円 

※平成 4年 4月 1日以降は上記の手数料に消費税相当額（10 円未満切捨）を加算 
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（３）永代使用料 

昭和 39 年 03 月 30日 特 別 区    8,000 円／㎡ 

   第 一 区    6,000 円／㎡ 

第 二 区    4,000 円／㎡ 

第 三 区    2,500 円／㎡ 

昭和 45 年 04 月 30日改正 ＜馬込霊園＞ 

特 別 区     40,000 円／㎡ 

第 一 区    30,000 円／㎡ 

第 二 区    21,000 円／㎡ 

第 三 区    14,000 円／㎡ 

＜習志野霊園＞ 

11,000 円／㎡ 

昭和 54 年 12 月 25日改正 ＜馬込霊園＞ 

・普通墓地 

第 一 種    75,000 円／㎡ 

第 二 種    65,000 円／㎡ 

第 三 種    55,000 円／㎡ 

第 四 種    50,000 円／㎡ 

・芝生墓地  

    50,000 円／㎡ 

＜習志野霊園＞ 

50,000 円／㎡ 

平成 07 年 09 月 29日改正 270,000 円／㎡ 
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（４）霊園管理料 

昭和 39 年 06 月 02日            100 円／㎡／年 

昭和 51 年 03 月 31日改正 200 円／㎡／年 

昭和 61 年 03 月 31日改正 

 

市内居住者      600 円／㎡／年 

市外居住者      900 円／㎡／年 

平成 03 年 12 月 26日改正 管理料に消費税相当額（10 円未満切捨）を加算 

            （平成 4年 4月 1日から） 

平成 07 年 09 月 29日改正 市内居住者      900 円／㎡／年 

市外居住者     1,350 円／㎡／年 

上記管理料に消費税相当額（10 円未満切捨）を加算 

平成 24 年 06 月 28日改正 市内居住者      945 円／㎡／年 

市外居住者     1,417 円／㎡／年 

※管理料（1㎡当り）を消費税相当額を含む表示に改正 

平成 26 年 03 月 28日改正 市内居住者      972 円／㎡／年 

市外居住者     1,458 円／㎡／年 

平成 31 年 3 月 29 日改正 

（令和元年 10月 1日施行） 

市内居住者      990 円／㎡／年 

市外居住者     1,485 円／㎡／年 

令和元年 12 月 25 日改正 

（令和 3年 4月 1日施行） 

市内居住者     1,220 円／㎡／年 

市外居住者     1,830 円／㎡／年 

 

（５）霊堂使用料 

平成 05 年 03 月 31日 

 

 

市内居住者     4,000 円／箇所／年 

市外居住者     6,000 円／箇所／年 

上記使用料に消費税相当額（10 円未満切捨）を加算 

平成 24 年 06 月 28日改正 市内居住者     4,200 円／箇所／年 

市外居住者     6,300 円／箇所／年 

※使用料を消費税相当額を含む表示に改正 

平成 26 年 03 月 28日改正 市内居住者     4,320 円／箇所／年 

市外居住者     6,480 円／箇所／年 

平成 31 年 3 月 29 日改正 

（令和元年 10月 1日施行） 

市内居住者    4,400 円／箇所／年 

市外居住者    6,600 円／箇所／年 

令和元年 12 月 25 日改正 

（令和 3年 4月 1日施行） 

市内居住者    5,180 円／箇所／年 

市外居住者    7,770 円／箇所／年 
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○船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例 

平成20年３月31日 

条例第14号 

改正 平成21年３月31日条例第12号 

平成23年３月31日条例第８号 

平成24年12月28日条例第72号 

平成26年３月28日条例第１号 

平成30年３月30日条例第28号 

平成31年３月29日条例第１号 

平成31年３月29日条例第14号 

船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例 

船橋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成５年船橋市条例第６号）の全部を改正する。 

目次 

第1章 総則（第１条―第７条） 

第2章 廃棄物の減量及び資源化（第８条―第11条） 

第3章 廃棄物の適正処理（第12条―第24条） 

第4章 事業用の建築物等における廃棄物の減量、資源化及び適正処理（第25条―第30条） 

第5章 市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等（第31条―第35条） 

第6章 市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格（第36条） 

第7章 廃棄物減量等推進審議会等（第37条・第38条） 

第8章 手数料等（第39条―第41条） 

第9章 雑則（第42条―第44条） 

附則 

第1章 総則 

（目的） 

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等による廃棄物の減量、資源化

及び適正な処理を図るために必要な事項を定めることにより、循環型社会の構築、生活環境の保全及

び公衆衛生の向上を図り、もって良好な都市環境の形成に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、循環型社会形成推進基本法（平成

12年法律第110号）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」とい

う。）の例による。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物及び規則で定める有価物をいう。 

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。 

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

(4) 資源化 再使用、再生利用及び熱回収をいう。 

（市の責務） 

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等による廃棄

物の減量及び資源化を推進するとともに、適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

２ 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る

等その能率的な運営に努めなければならない。 

３ 市は、一般廃棄物の減量及び資源化に関する市民の自主的な活動を促進するよう努めなければなら

ない。 

４ 市は、廃棄物の減量、資源化及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努め

なければならない。 

（市民の責務） 

第4条 市民は、一般廃棄物の発生を抑制し、その分別排出を徹底するとともに、再生品の使用及び不

用品の活用を図ること等により、自ら一般廃棄物の減量及び資源化（熱回収を除く。）に努めなけれ

ばならない。 
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２ 市民は、一般廃棄物の減量、資源化及び適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。 

（事業者の責務） 

第5条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 

２ 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等による廃棄物の減量及び資源

化に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合に

おいて、適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。 

３ 事業者は、一般廃棄物の減量、資源化及び適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければなら

ない。 

（相互協力） 

第6条 市、市民及び事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等による廃棄物の減

量、資源化及び適正な処理に関し、相互に協力し、及び連携しなければならない。 

２ 市は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等による廃棄物の減量、資源化及び適正な

処理に関する施策を実施するに当たっては、必要に応じて、他の地方公共団体、関係機関等に協力を

求め、又はこれらのものと連携を図るものとする。 

（計画の告示） 

第7条 市長は、法第６条第１項の一般廃棄物の処理に関する計画を定めたときは、告示するものとす

る。 

２ 市長は、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成７年法律第112号）第

８条第１項の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を定めたときは、告示するものとする。 

３ 前２項の規定により告示した計画を変更したときは、その都度告示するものとする。 

第2章 廃棄物の減量及び資源化 

（市が行う廃棄物の減量及び資源化） 

第8条 市は、資源化をすることができる物（以下「資源物」という。）の分別収集及び一般廃棄物処

理施設における資源物の回収を積極的に行うこと等により、一般廃棄物の減量及び資源化に努めなけ

ればならない。 

２ 市は、廃棄物の発生を抑制し、物品の調達に際して再生品を使用すること等により、自ら廃棄物の

減量及び資源化に努めなければならない。 

（資源回収業者等への協力要請及び支援） 

第9条 市は、資源化を促進するため、資源回収等を業とする者に必要な協力を求めるとともに、その

者を支援するよう努めるものとする。 

（市民が行う廃棄物の減量及び資源化） 

第10条 市民は、資源物の分別を行うとともに、資源化を促進するための自主的な活動に参加し、協力

すること等により、一般廃棄物の減量及び資源化に努めなければならない。 

２ 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、一般廃棄物の減

量及び資源化並びに生活環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めるとともに、商品の購入等に

際しては、これを持ち運ぶための手提袋を持参すること等により、レジ袋（店舗、事業所等において、

商品を持ち運ぶために、無償又は有償で譲渡されるプラスチック製の手提袋をいう。以下同じ。）の

使用の抑制に努めなければならない。 

（事業者が行う廃棄物の減量及び資源化） 

第11条 事業者は、資源物の分別の徹底を図ること等により、事業系廃棄物の減量及び資源化に努めな

ければならない。 

２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確

保等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるとともに、再生資源（資源の有効な利用の促進に関

する法律（平成３年法律第48号）第２条第４項に規定する再生資源をいう。）、再生部品（同条第５

項に規定する再生部品をいう。）及び再生品を利用するように努めなければならない。 

３ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、包装、容器等の過剰な使用を抑制するとともに、再

び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等を回収するための方策を

講ずること等により、当該包装、容器等に係る廃棄物の減量及び資源化に努めなければならない。 

４ 事業者は、レジ袋の使用の抑制に努めなければならない。 

第3章 廃棄物の適正処理 

（家庭系廃棄物の定期収集） 
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第12条 土地又は建築物の占有者（占有者がいない場合には、管理者とする。以下「占有者等」という。）

は、市が行う家庭系廃棄物の定期収集を受けようとするときは、家庭系廃棄物を収集する場所（以下

「ごみ収集ステーション」という。）に当該家庭系廃棄物を排出しなければならない。ただし、占有

者等が家庭系廃棄物をごみ収集ステーションに排出することが困難であると市長が認めるときは、こ

の限りでない。 

２ 占有者等は、家庭系廃棄物の排出に当たっては、当該家庭系廃棄物を分別するとともに、飛散し、

又は流出しないように規則で定める方法により収納し、かつ、指定された日時に排出する等適正にこ

れを行わなければならない。 

３ 占有者等は、第15条第１項に規定する規則で定める家庭系廃棄物については、ごみ収集ステーショ

ンに排出してはならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。 

（平30条例28・一部改正） 

（ごみ収集ステーション） 

第13条 ごみ収集ステーションを設置しようとするものは、あらかじめ市長に届け出るものとする。こ

の場合において、ごみ収集ステーションを設置するに当たっては、規則で定める基準を遵守するもの

とする。 

２ ごみ収集ステーションを使用する者は、相互に協力して、常に当該ごみ収集ステーションを清潔に

保つよう努めなければならない。 

（収集又は運搬の禁止等） 

第14条 市長又は市長が指定した者以外の者は、ごみ収集ステーションに排出された家庭系廃棄物を収

集し、又は運搬してはならない。 

２ 市長は、市長又は市長が指定した者以外の者が前項の規定に違反して、家庭系廃棄物を収集し、又

は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。 

３ 市長は、前項の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないときは、当該命令に従わない者

に意見を述べる機会を与えた上で、その事実を公表することができる。 

（申込みによる戸別収集） 

第15条 市長は、家庭系廃棄物のうち、ごみ収集ステーションでの収集に支障がある物で規則で定める

ものについては、占有者等からの申込みにより戸別に収集を行う。 

２ 占有者等は、前項に規定する家庭系廃棄物を排出しようとするときは、規則で定める方法により適

正にこれを行わなければならない。 

（動物の死体） 

第16条 占有者等は、当該土地又は建築物内の動物の死体を自ら処分することが困難なときは、速やか

に市長に申し込まなければならない。 

（事業系一般廃棄物の処理） 

第17条 事業者は、事業系一般廃棄物を自らの責任において生活環境の保全上支障が生じないうちに自

ら処分しなければならない。 

２ 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら処分することができないときは、市長が指定する場所に運搬し

なければならない。 

３ 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分することができないときは、一般廃棄物の収

集、運搬又は処分を業として行うことができる者に運搬させ、又は処分させなければならない。 

（一般廃棄物の自己処理の基準） 

第18条 占有者等又は事業者は、一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律施行令（昭和46年政令第300号。以下「政令」という。）第３条及び第４条の２に定める基準に準

じて処理しなければならない。 

（適正処理困難物の指定等） 

第19条 市長は、製品、容器等が一般廃棄物となった場合において、市におけるその適正な処理が困難

となる物を適正処理困難物として指定することができる。 

２ 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その回収等の措置を講ずるよ

う要請することができる。 

（排出禁止物） 

第20条 占有者等は、市が行う家庭系廃棄物の収集に際して、特別管理一般廃棄物に指定されている物

及び次に掲げる物で規則で定めるものを排出してはならない。 
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(1) 有害性物質を含む物 

(2) 危険性のある物 

(3) 著しく悪臭を発する物 

(4) 容積、重量又は長さが著しく大きい物 

(5) 資源化を促進することが必要と認められる物 

(6) 市で処理できない物 

(7) その他市の行う処理に著しい支障を及ぼすと認められる物 

２ 占有者等は、前項に規定する家庭系廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければ

ならない。 

（市が処理する産業廃棄物） 

第21条 法第11条第２項の規定により市が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物と併せて処理することが

できる固形状のもので、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内として規則で定めるものとする。 

（搬入の許可） 

第22条 市の設置した一般廃棄物処理施設に廃棄物を搬入しようとする者は、規則で定めるところによ

り市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けた者は、規則で定める受入基準に従わなければならない。 

３ 市長は、前項に規定する受入基準に従わない者に対し、第１項の許可を取り消し、又は当該廃棄物

の搬入を拒否することができる。 

（土地等の適正管理） 

第23条 土地若しくは建築物の所有者又は占有者等は、当該土地又は建築物にみだりに廃棄物が捨てら

れることのないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

２ 土地若しくは建築物の所有者又は占有者等は、当該土地又は建築物に一般廃棄物が捨てられたとき

は、当該一般廃棄物を撤去するよう努めるものとする。 

３ 土地若しくは建築物の所有者又は占有者等は、当該土地又は建築物を生活環境の保全上支障が生じ、

又は生ずるおそれがある状態にしてはならない。 

（土地等の適正管理に関する改善勧告） 

第24条 市長は、前条第３項の規定に違反していると認める者に対し、期限を定めて、必要な改善その

他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

第4章 事業用の建築物等における廃棄物の減量、資源化及び適正処理 

（事業用の建築物の所有者等における減量、資源化及び適正処理） 

第25条 事業用の建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量、資源化及び適正

な処理に努めなければならない。 

２ 事業用の建築物の占有者は、当該建築物から生じる事業系廃棄物の減量、資源化及び適正な処理に

関し、当該建築物の所有者に協力しなければならない。 

（事業系一般廃棄物等の保管場所の設置） 

第26条 事業用の建築物の所有者又は当該建築物を建築しようとする者（建築基準法（昭和25年法律第

201号）第６条第１項に規定する確認の申請又は同法第18条第２項に規定する計画の通知（以下「建

築確認申請等」という。）を要する者をいう。以下同じ。）は、当該建築物又はその敷地内に、事業

系一般廃棄物及び資源物の保管場所を設置するよう努めなければならない。 

２ 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの（以下「事業用大規模建築物」という。）を建築しよう

とする者は、当該事業用大規模建築物又はその敷地内に、規則で定める基準に従い、事業系一般廃棄

物及び資源物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物を建築

しようとする者は、当該保管場所について、あらかじめ規則で定めるところにより市長と協議しなけ

ればならない。 

（廃棄物管理責任者の選任） 

第27条 事業用大規模建築物の所有者又は当該事業用大規模建築物の所有者以外で当該事業用大規模

建築物の管理のすべてについて権限を有する者（以下「事業用大規模建築物の所有者等」という。）

は、当該事業用大規模建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量、資源化及び適正な処理に関す

る業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に

届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。 

（減量等計画書の作成） 
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第28条 事業用大規模建築物の所有者等は、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の減量、資

源化及び適正な処理に関する計画書を作成し、市長に提出しなければならない。 

（事業用大規模建築物に関する改善勧告） 

第29条 市長は、事業用大規模建築物を建築しようとする者が第26条第２項の規定に違反していると認

めるとき、又は事業用大規模建築物の所有者等が前２条の規定のいずれかに違反していると認めると

きは、当該事業用大規模建築物を建築しようとする者又は当該事業用大規模建築物の所有者等に対し、

期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

（共同住宅等の建築に当たっての協議） 

第30条 規則で定める共同住宅等を建築しようとする者又は建築基準法第42条第１項第５号に規定す

る道路の位置の指定を受けようとする者は、ごみ収集ステーションに関する事項について、あらかじ

め規則で定めるところにより市長と協議しなければならない。 

第5章 市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等 

（縦覧等の対象となる施設） 

第31条 法第９条の３第２項（同条第９項において準用する場合を含む。）の規定による同条第１項に

規定する調査（以下「生活環境影響調査」という。）の結果を記載した書類（以下「調査書」という。）

の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設（以下「施設」と

いう。）の種類は、次のとおりとする。 

(1) 政令第５条第１項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設 

(2) 政令第５条第２項に規定する一般廃棄物の最終処分場 

（平23条例８・一部改正） 

（縦覧の場所及び期間） 

第32条 市長は、前条各号に定める施設に係る生活環境影響調査をしたときは、調査書を公衆の縦覧に

供する旨を告示し、規則で定める場所において告示の日から起算して30日間、当該調査書を縦覧に供

するものとする。 

（意見書の提出） 

第33条 前条の規定により市長が調査書を縦覧に供したときは、当該施設の設置又は変更に関し利害関

係を有する者は、同条の公衆の縦覧に供する旨の告示の日から、同条に規定する縦覧期間満了の日の

翌日から起算して15日を経過する日までに生活環境の保全上の見地からの意見書を市長に提出する

ことができる。 

（環境影響評価との関係） 

第34条 施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法（平成９年法律第81号）又は千葉県環境影響評価

条例（平成10年千葉県条例第26号）に基づく環境影響評価（生活環境影響調査に相当する内容を有す

るものに限る。）に係る公告、縦覧等の手続を経たものは、前２条に規定する手続を経たものとみな

す。 

（他の市町村との協議） 

第35条 市長は、施設の設置に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄す

る市町村の長に調査書の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するも

のとする。 

(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。 

(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。 

(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に本市の区域に属しない地域が

含まれているとき。 

第6章 市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格 

（平24条例72・追加） 

第36条 法第21条第３項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 技術士法（昭和58年法律第25号）第２条第１項に規定する技術士（化学部門、上下水道部門又

は衛生工学部門に係る第２次試験に合格した者に限る。） 

(2) 技術士法第２条第１項に規定する技術士（前号に該当する者を除く。）であって、１年以上廃

棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

(3) ２年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 

(4) 学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学（短期大学を除く。次号において同じ。）の

－79－



 

理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、

２年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工

学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、３年以上廃棄物の処理に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者 

(6) 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）又は高等専門学

校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科

目を修めて卒業した（同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。）後、４年以上

廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(7) 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）又は高等専門学

校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科

目以外の科目を修めて卒業した（同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。）後、

５年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する

学科を修めて卒業した後、６年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目

又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、７年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従

事した経験を有する者 

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として規則で定める者 

（平24条例72・追加、平31条例14・一部改正） 

第7章 廃棄物減量等推進審議会等 

（平24条例72・旧第６章繰下） 

（廃棄物減量等推進審議会） 

第37条 一般廃棄物の減量、資源化及び適正な処理に関する事項その他市長が必要があると認める事項

について、市長の諮問に応じ調査審議するため、法第５条の７第１項の規定により船橋市廃棄物減量

等推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は、15人以内の委員をもって組織する。 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 識見を有する者 

(2) 事業者 

(3) 廃棄物処理業者 

(4) 民間団体の代表者 

(5) その他市長が必要があると認める者 

４ 委員の任期は２年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平24条例72・旧第36条繰下） 

（廃棄物減量等推進員） 

第38条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の減量、資源化及び適正な処理に熱意と識見を

有する者のうちから、法第５条の８第１項の規定により船橋市廃棄物減量等推進員を委嘱する。 

（平24条例72・旧第37条繰下） 

第8章 手数料等 

（平24条例72・旧第７章繰下） 

（廃棄物の処理手数料） 

第39条 市が行う廃棄物の処理に関し、占有者等又は事業者から徴収する手数料の額は、次に掲げると

ころにより算定した額（第２号から第５号までの手数料については、その額に100分の10を乗じて得

た額（10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）を加えた額）とする。 

(1) 動物の死体の処理 

ア 市が収集、運搬及び処分をするとき １体につき 2,200円 

イ 市長が指定する場所へ搬入をするとき １体につき 1,100円 

(2) し尿の収集 
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ア 世帯構成人員に応じた排出量であると認められる一般家庭（定額制） 

(ア) 回数割 ２歳以上の者が３人以下の世帯は月１回及び４人以上の世帯は月２回まで１回

につき 155円 

(イ) 超過回数割 ２歳以上の者が３人以下の世帯で月１回及び４人以上の世帯で月２回を超

えるとき１回につき 310円 

(ウ) 人頭割 ２歳以上の者１人１月につき 200円 

イ 店舗、事業所、学校、寮、アパート等で定額制を採用することが不適当なもの（従量制） 

(ア) 回数割 月２回まで１回につき 155円 

(イ) 超過回数割 月２回を超えるとき１回につき 310円 

(ウ) 処理量割 10リットルにつき 54円 

(3) 直接搬入の浄化槽汚泥の処理 180リットルにつき 45円 

(4) 事業活動に伴って生じた一般廃棄物（動物の死体、し尿及び浄化槽汚泥を除く。）又は第21条

の規定により指定された産業廃棄物を市長が指定する一般廃棄物処理施設へ搬入をするとき １

キログラムにつき 20円 

(5) 家庭から排出される粗大ごみ（おおむね20リットル以上の大きさの固形物及び金属の塊で規則

で定めるものをいう。）の処理 

ア 市が収集、運搬及び処分をするとき １キログラムにつき 34円を基準とし、品目別に1,400

円を超えない範囲で規則で定める額 

イ 市の一般廃棄物処理施設に搬入をする場合 

(ア) １回の搬入が15キログラム未満のとき 150円 

(イ) １回の搬入が15キログラム以上のとき （ア）の額に15キログラム以上の部分について

10キログラムにつき150円を加えた額 

（平21条例12・一部改正、平24条例72・旧第38条繰下、平26条例１・平31条例１・一部改正） 

（し尿の収集手数料の納期） 

第40条 し尿の収集に係る手数料の納期は、次のとおりとする。 

第１期（２月・３月分） ４月８日から５月末日まで 

第２期（４月・５月分） ６月８日から７月末日まで 

第３期（６月・７月分） ８月８日から９月末日まで 

第４期（８月・９月分） 10月８日から11月末日まで 

第５期（10月・11月分） 12月８日から翌年１月末日まで 

第６期（12月・翌年１月分） 翌年２月８日から３月末日まで 

２ 市長は、特別な事情がある場合において前項の納期により難いと認めるときは、同項の規定にかか

わらず、別に納期を定めることができる。 

（平24条例72・旧第39条繰下） 

（手数料の減免） 

第41条 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、手数料を減免することができる。 

（平24条例72・旧第40条繰下） 

第9章 雑則 

（平24条例72・旧第８章繰下） 

（報告の徴収） 

第42条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要があると認め

る者に対し、廃棄物の処理に関して必要な報告を求めることができる。 

（平24条例72・旧第41条繰下） 

（立入調査） 

第43条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、占有者等又は事業者その他必要

があると認める者の土地又は建築物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な調査をさせることができ

る。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（平24条例72・旧第42条繰下） 
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（委任） 

第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平24条例72・旧第43条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成20年７月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例（以下「新条例」という。）第26

条の規定はこの条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に建築確認申請等又は建築基準法第

６条の２第１項の確認済証の交付に係る申請（以下「指定確認検査機関への申請」という。）をする

者について適用し、新条例第30条の規定は施行日以後に建築確認申請等若しくは指定確認検査機関へ

の申請（施行日前の同法第42条第１項第５号に規定する道路の位置の指定に係る申請に係る施行日以

後の建築確認申請等又は指定確認検査機関への申請を除く。）をする者又は同号に規定する道路の位

置の指定に係る申請をする者について適用する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に改正前の船橋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（以下「旧条例」とい

う。）第６条第１項の規定により置かれている船橋市廃棄物減量等推進審議会は、施行日において新

条例第36条第１項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。 

４ この条例の施行の際現に旧条例第６条第３項の規定により委嘱されている船橋市廃棄物減量等推

進審議会の委員である者は、施行日において新条例第36条第３項の規定により審議会の委員として委

嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる者の任期は、同条第４

項の規定にかかわらず、施行日におけるその者の審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。 

５ この条例の施行の際現に行われている旧条例第16条の規定による届出（粗大ごみ又はし尿に係るも

のに限る。）は新条例第15条第１項の申込みと、旧条例第16条の規定による届出（動物の死体に係る

ものに限る。）は新条例第16条の規定による申込みとみなす。 

６ この条例の施行の際現に旧条例第17条第１項の規定により許可を受けている者は、施行日に新条例

第22条第１項の規定により許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものと

みなされる者に係る許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧条例第17条第１項の規定によ

る許可の有効期間の残存期間と同一の期間とし、同条第２項の規定により付された条件は、なおその

効力を有する。 

７ 施行日前の旧条例第19条の廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。 

８ 施行日前の旧条例第20条第１項のし尿の収集に係る手数料の納期については、なお従前の例による。 

９ この条例の施行の際現に旧条例第21条の規定により受けている手数料の減免の決定は、平成20年12

月31日までの間は、施行日において新条例第40条の規定により受けた手数料の減免の決定とみなす。 

10 この条例の施行の際現に受けている新条例第12条第１項の家庭系廃棄物の定期収集に相当するも

のに係る当該家庭系廃棄物の収集場所は、新条例第13条第１項の規定による届出を行ったごみ収集ス

テーションとみなす。 

附 則（平成21年３月31日条例第12号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成22年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に搬入された事業活動に伴って生じた廃棄物の処理に係る手数料については、な

お従前の例による。 

附 則（平成23年３月31日条例第８号） 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年12月28日条例第72号） 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年３月28日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 
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27 第34条の規定による改正後の船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例の規定は、施

行日以後のし尿の収集に係る手数料及び施行日以後に納付される粗大ごみに係る手数料について適

用し、施行日前のし尿の収集に係る手数料及び施行日前に納付された粗大ごみに係る手数料について

は、なお従前の例による。 

附 則（平成30年３月30日条例第28号） 

この条例は、平成30年10月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月29日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。 

（船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

30 第32条の規定による改正後の船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例の規定は、施

行日以後のし尿の収集に係る手数料及び施行日以後に納付される粗大ごみに係る手数料について適

用し、施行日前のし尿の収集に係る手数料及び施行日前に納付された粗大ごみに係る手数料について

は、なお従前の例による。 

附 則（平成31年３月29日条例第14号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年４月１日から施行する。 
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○船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例施行規則 

平成20年６月30日 

規則第73号 

改正 平成21年３月25日規則第７号 

平成23年１月25日規則第６号 

平成24年２月２日規則第４号 

平成24年９月25日規則第166号 

平成25年３月29日規則第28号 

平成25年９月３日規則第93号 

平成26年９月30日規則第102号 

平成27年３月31日規則第35号 

平成28年３月31日規則第71号 

平成30年９月28日規則第92号 

平成30年12月14日規則第112号 

平成31年３月29日規則第31号 

令和6年3月28日規則第21号 

 令和7年3月14日規則第11号 

船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例施行規則 

船橋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（昭和47年船橋市規則第23号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第1条 この規則は、船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例（平成20年船橋市条例第

14号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（有価物） 

第2条 条例第２条第２項第１号の規則で定める有価物は、新聞紙、雑誌、段ボール、古着、紙パック、

雑がみその他の市長が定める物とする。 

（平30規則92・一部改正） 

（定期収集に係る家庭系廃棄物の収納方法） 

第3条 条例第12条第２項の規則で定める方法は、別表第１の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲

げる方法とする。 

（ごみ収集ステーションの設置基準） 

第4条 条例第13条第１項の規則で定める基準は、次のとおりとする。ただし、道路状況等から市長が

やむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。 

(1) 市の収集業務及び周辺交通の支障とならない場所及び構造であること。 

(2) おおむね10世帯から20世帯までごとに１か所とすること。ただし、共同住宅等の敷地内に設置

する場合を除く。 

（収集又は運搬の禁止等） 

第5条 条例第14条第１項の市長が指定した者は、次のとおりとする。 

(1) 市と収集運搬に係る委託契約を締結している者 

(2) その他市長が必要があると認める者 

２ 条例第14条第２項の規定による命令は、収集運搬行為禁止命令書（第１号様式）により行うものと

する。 

３ 条例第14条第３項の規定による公表は、次に掲げる事項を市役所及び出張所の掲示場に掲示すると

ともに、市広報に掲載して行うものとする。 

(1) 違反した者の氏名及び住所（法人にあっては、名称、事務所の所在地及び代表者の氏名） 

(2) 違反の日時及び場所 

(3) 違反に供された車両の登録番号 

(4) 違反の内容 

(5) 禁止命令の内容 

(6) 条例第14条第３項の意見の内容 

(7) その他市長が必要があると認める事項 

（申込みによる戸別収集） 
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第6条 条例第15条第１項の規則で定めるものは、粗大ごみ及びし尿とする。 

（条例第15条第２項の規則で定める方法） 

第7条 粗大ごみを排出しようとする者は、別に定めるところにより市長に申し込み、当該粗大ごみの

排出に必要な番号(以下「受付番号」という。)の通知を受け、第26条第1項第2号の規定による船橋市

粗大ごみ処理券の交付を受けなければならない。ただし、同項に規定する市収集の粗大ごみ処理手数

料について同項第1号に規定する指定納付受託者への委託により納付する者又は第28条第1項の規定

により免除された者に対する粗大ごみ処理券の交付については、省略することができる。 

２ 粗大ごみを排出しようとする者は、当該粗大ごみに前項本文の船橋市粗大ごみ処理券を貼付して、

指定された日時及び場所に排出しなければならない。ただし、前項ただし書の規定により船橋市粗大

ごみ処理券の交付を省略された者は、排出する粗大ごみに受付番号を表示し、指定された日時及び場

所に排出しなければならない。 

３ 前項の場合において、粗大ごみを排出しようとする者が高齢者、障害者等であって、その排出しよ

うとする粗大ごみを同項の指定された場所に自ら排出することができず、かつ、当該高齢者、障害者

等の同居者又は協力者による排出が困難なときは、別に定める方法によるものとする。 

(平25規則28・令7規則11・一部改正) 

第8条 し尿の収集を受けようとする者は、別に定める方法により市長に申し込まなければならない。 

２ 前項の規定による申込みの内容を変更し、又はし尿の収集を中止しようとするときは、その旨を速

やかに市長に申し出なければならない。 

（適正処理困難物の指定） 

第9条 市長は、条例第19条第１項の規定により適正処理困難物を指定したときは、告示するものとす

る。 

（排出禁止物） 

第10条 条例第20条第１項の規則で定めるものは、別表第２に掲げるとおりとする。 

（搬入の許可） 

第11条 条例第22条第１項の規定により、廃棄物の搬入の許可を受けようとする者は、船橋市廃棄物搬

入許可申請書（第２号様式）により、市長に申請しなければならない。ただし、臨時的に搬入の許可

を受けようとする者は、別に定める方法によるものとする。 

２ 条例第22条第３項の規定による許可の取消しを受けた者は、当該取消しを受けた日から１年を超え

ない範囲で市長が定める期間内においては、許可の申請をすることができない。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めるときは

船橋市廃棄物搬入許可書（第３号様式）を当該申請をした者に交付する。 

４ 条例第22条第１項の許可を受けた者が、別に定める軽微な事項について変更をしようとするときは、

船橋市廃棄物搬入許可変更届（第４号様式）により、市長に届け出なければならない。 

（廃棄物の受入基準） 

第12条 条例第22条第２項の規則で定める受入基準は、次のとおりとする。 

(1) 本市の区域内で発生した廃棄物であること。ただし、災害その他の特別な理由があると市長が

認めるときは、この限りでない。 

(2) 特別管理一般廃棄物に指定されている物及び別表第２に掲げる物を除去してあること。 

(3) 廃棄物を適正に分別し、市長が指示する一般廃棄物処理施設へ搬入すること。 

(4) 廃棄物の性状に応じ、あらかじめ切断し、こん包する等必要な措置を講じていること。 

(5) その他市長の指示に従い搬入すること。 

（勧告書） 

第13条 条例第24条及び第29条の規定による勧告は、勧告書（第５号様式）により行うものとする。 

（事業用大規模建築物） 

第14条 条例第26条第２項の事業用の大規模建築物で規則で定めるものは、次のとおりとする。 

(1) 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第２条第２項に規定する大規模小売店舗 

(2) 前号に定めるもののほか、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積（建築基準法施行令（昭

和25年政令第338号）第２条第１項第４号に規定する延べ面積をいう。）が3,000平方メートル以上

の建築物 

ア 興行場、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場 

イ 店舗又は事務所 
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ウ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する学校以外の学校（研修所を含む。） 

エ ホテル又は旅館 

(3) その他市長が必要があると認めるもの 

（事業系一般廃棄物等の保管場所の設置基準） 

第15条 条例第26条第２項の規則で定める基準は、次のとおりとする。 

(1) 事業系一般廃棄物及び資源物（以下「事業系一般廃棄物等」という。）の種類及び排出量に応

じて、分別して保管できるようにすること。 

(2) 事業系一般廃棄物等が相互に混入しないようにすること。 

(3) 事業系一般廃棄物等が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭を発散しないようにす

ること。 

(4) 雨水及び事業系一般廃棄物から生ずる汚水等により、資源物が汚染されないようにすること。 

(5) ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。 

(6) 事業系一般廃棄物等の搬入、搬出等に支障のないようにすること。 

（事業系一般廃棄物等の保管場所設置協議書） 

第16条 条例第26条第２項の規定による協議をしようとする者は、事業系一般廃棄物等の保管場所設置

協議書（第６号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 案内図 

(2) 配置図 

(3) 平面図 

(4) 構造図 

(5) その他市長が必要があると認める書類 

（廃棄物管理責任者選任等届出書） 

第17条 条例第27条の規定による届出は、廃棄物管理責任者選任等届出書（第７号様式）により、選任

又は変更後速やかに行うものとする。 

（事業系一般廃棄物減量等計画書） 

第18条 条例第28条の規定による計画書の提出は、事業系一般廃棄物減量等計画書（第８号様式）によ

り、毎年６月末日までに行わなければならない。 

（共同住宅等の建築） 

第19条 条例第30条の規則で定める共同住宅等を建築しようとする者は、計画住戸が４以上の共同住宅

又は長屋を建築しようとする者とする。 

（ごみ収集ステーションに関する協議書） 

第20条 条例第30条の規定による協議をしようとする者は、ごみ収集ステーションに関する協議書（第

９号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 案内図 

(2) 配置図 

(3) 平面図 

(4) その他市長が必要があると認める書類 

２ 前項の協議によりごみ収集ステーションを設置するに当たっては、別に定める基準を遵守するもの

とする。 

（縦覧の告示） 

第21条 条例第32条の規定による告示は、次の事項について行うものとする。 

(1) 施設の名称 

(2) 施設の設置の場所 

(3) 施設の種類 

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類 

(5) 施設の処理能力（一般廃棄物の最終処分場である場合にあっては、一般廃棄物の埋立処分の用

に供される場所の面積及び埋立容量） 

(6) 縦覧に供する場所、期間及び時間 

(7) 意見書の提出先及び提出期限 

(8) その他市長が必要があると定める事項 

（縦覧の場所） 
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第22条 条例第32条の規則で定める場所は、次のとおりとする。 

(1) 船橋市環境部資源循環課 

(2) 生活環境影響調査を実施した地域内で、市長が指定する場所 

(3) その他市長が必要があると定める場所 

（平27規則35・一部改正） 

（技術管理者の資格） 

第23条 条例第36条第11号の規則で定める者は、一般財団法人日本環境衛生センターが行う廃棄物処理

施設技術管理者講習その他これに類するものとして市長が認めるものを修了した者とする。 

（平25規則28・追加） 

（し尿収集手数料の算定基準） 

第24条 し尿収集手数料の算定の基礎となる世帯構成員は、月の初日現在において当該世帯に同居する

２歳以上の者とする。 

（平25規則28・旧第23条繰下） 

（粗大ごみの種別及び処理の額） 

第25条 条例第39条第５号の規則で定めるもの及び同号アの規則で定める額は、別表第３のとおりとす

る。 

（平25規則28・旧第24条繰下・一部改正） 

（粗大ごみ処理手数料の徴収方法） 

第26条 条例第39条第5号アに規定する粗大ごみを市が収集、運搬及び処分するときの手数料(以下「市

収集の粗大ごみ処理手数料」という。)の徴収は、次に掲げるところにより行うものとする。 

(1) 市収集の粗大ごみ処理手数料は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定によ

り市収集の粗大ごみ処理手数料の徴収の事務の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」とい

う。)に納入し、又は同法第231条の2の3第1項の規定により指定された同項に規定する指定納付受

託者への委託により納付するものとする。 

(2) 指定公金事務取扱者は、市収集の粗大ごみ処理手数料を徴収したときは、船橋市粗大ごみ処理手

数料納入券・船橋市粗大ごみ処理手数料領収書・船橋市粗大ごみ処理券(第10号様式)のうち船橋市

粗大ごみ処理手数料領収書・船橋市粗大ごみ処理券の部分を市収集の粗大ごみ処理手数料を納入し

た者に交付するものとする。 

２ 条例第39条第5号イに規定する粗大ごみを市の一般廃棄物処理施設に搬入するときの手数料の徴収

は、搬入の都度行うものとする。 

(平21規則7・一部改正、平25規則28・旧第25条繰下・一部改正、令6規則21・令7規則11・一

部改正) 

（廃棄物処理手数料の徴収の特例） 

第27条 廃棄物処理手数料について事業者ごとの搬入量が判別できない場合においては、搬入者から徴

収することができる。 

（平25規則28・旧第26条繰下） 

（手数料の減免） 

第28条 市長は、条例第39条第１号、第２号又は第５号に掲げる手数料を納付すべき占有者等が生活保

護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住

帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）の規定に

よる支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部

を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第４条第１項に規定する支援給付及び中国残留邦人等

の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成25年法律

第106号）附則第２条第１項又は第２項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含

む。）を受けている者の属する世帯であるときは、当該手数料を免除する。 

２ 市長は、条例第39条第２号に掲げる手数料を納付すべき占有者等の属する世帯の構成員が次の各号

のいずれかに該当する者であるときは、当該占有者等が納付すべき手数料から当該該当する者に係る

手数料相当額を減額することができる。 

(1) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第12条第１項に規定する児童相談所若しくは知的障害者福

祉法（昭和35年法律第37号）第12条第１項に規定する知的障害者更生相談所が重度の知的障害と判

定した者又は千葉県療育手帳制度実施要綱（昭和62年千葉県要綱）に規定する療育手帳の交付を受
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けた者で、同要綱別表障害程度の基準に定める最重度若しくは重度の障害を有するもの 

(2) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身体障害者手帳の交付を

受けた者で、かつ、身体障害者福祉法施行規則（昭和25年厚生省令第15号）別表第５号身体障害者

障害程度等級表に定める１級又は２級に該当する障害を有するもの 

(3) 引き続き６月以上寝たきりの状態にある65歳以上の者 

３ 前２項に規定する者以外の者が条例第41条の規定により手数料の減免を受けようとするときは、廃

棄物処理手数料減免申請書（第11号様式）により市長に申請しなければならない。ただし、洪水、地

震、火災等の災害で、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。 

４ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その旨

を廃棄物処理手数料減免可否決定通知書（第12号様式）により、当該申請をした者に通知する。 

（平21規則７・一部改正、平25規則28・旧第27条繰下・一部改正、平26規則102・一部改正） 

（身分証明書） 

第29条 条例第43条第２項の証明書は、身分証明書（第13号様式）とする。 

（平25規則28・旧第28条繰下・一部改正） 

（環境指導員） 

第30条 市長は、廃棄物の減量、資源化及び適正な処理に関する指導を行わせるため、環境指導員を置

くことができる。 

２ 環境指導員は、市の職員であって、環境衛生業務に相当の経験を有する者又は適格と認められる者

の中から市長が任命する。 

３ 環境指導員は、船橋市環境指導員身分証明書（第14号様式）を携帯し、廃棄物の減量、資源化及び

適正な処理に関する指導を行おうとするときは、関係人にこれを提示しなければならない。 

（平25規則28・旧第29条繰下） 

（補則） 

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

（平25規則28・旧第30条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成20年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に行われている改正前の船橋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規

則（以下「旧規則」という。）第８条第１項に規定する許可申請は、この規則の施行の日（以下「施

行日」という。）において改正後の船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例施行規則

（以下「新規則」という。）第11条第１項に規定する許可申請とみなす。 

３ 平成20年４月１日から施行日までの間における旧規則第７条の規定により事業系一般廃棄物減量

化及び再資源化計画書を作成し、市長に提出しなければならないとされていた者に対する新規則第18

条の規定の適用については、同条中「毎年６月末日」とあるのは、「平成20年９月末日」とする。 

４ この規則の施行の際現に行われている旧規則第20条第３項に規定する減免申請は、施行日において

新規則第27条第３項に規定する減免申請とみなす。 

５ この規則の施行の際現に旧規則第29条の規定により環境指導員として任命されている者は、施行日

において新規則第29条の規定による環境指導員として任命されたものとみなす。 

６ 平成26年３月31日までの間における第28条第１項の規定の適用については、同項中「世帯」とある

のは、「世帯（同条第２号に掲げる手数料に係る場合にあっては、生活保護法による保護の基準（昭

和38年厚生省告示第158号）の一部を改正する告示（平成25年厚生労働省告示第174号）により、保護

又は支援給付を廃止された世帯を含む。）」とする。 

（平25規則93・追加） 

７ 平成31年３月31日までの間における第28条第１項の規定の適用については、同項中「世帯」とある

のは、「世帯（条例第39条第２号に掲げる手数料に係る場合にあっては、平成30年厚生労働省告示第

317号による生活保護法による保護の基準（昭和38年厚生省告示第158号）の一部改正により、保護又

は支援給付を廃止された世帯を含む。）」とする。 

（平30規則112・追加） 

附 則（平成21年３月25日規則第７号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成21年７月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

(1) 第25条第１項第２号並びに第27条第１項及び第２項の改正規定 公布の日 

(2) 別表第３の改正規定及び次項の規定 平成21年４月１日 

（経過措置） 

２ 前項第２号に掲げる規定の施行の際現に改正前の船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関す

る条例施行規則第７条第１項の規定による申込みを受けている粗大ごみに係る改正後の廃棄物の減

量、資源化及び適正処理に関する条例施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成23年１月25日規則第６号） 

この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年２月２日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例施行規則

第７条第１項の規定による申込みを受けている粗大ごみに係る改正後の廃棄物の減量、資源化及び適

正処理に関する条例施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成24年９月25日規則第166号） 

この規則は、平成24年10月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日規則第28号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に交付されている第１条の規定による改正前の船橋市廃棄物の減量、資源化

及び適正処理に関する条例施行規則（以下「改正前の規則」という。）第13号様式の規定による身分

証明書は、第１条の規定による改正後の船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例施行

規則（以下「改正後の規則」という。）第13号様式の規定による身分証明書の交付を新たに受けるま

での間においては、同様式の規定による身分証明書とみなす。 

３ この規則の施行の際現に交付されている改正前の規則第14号様式の規定による船橋市環境指導員

身分証明書は、改正後の規則第14号様式の規定による船橋市環境指導員身分証明書の交付を新たに受

けるまでの間においては、同様式の規定による船橋市環境指導員身分証明書とみなす。 

附 則（平成25年９月３日規則第93号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する

条例施行規則の規定は、平成25年８月１日から適用する。 

附 則（平成26年９月30日規則第102号） 

この規則は、平成26年10月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月31日規則第35号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日規則第71号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年９月28日規則第92号） 

この規則は、平成30年10月１日から施行する。 

附 則（平成30年12月14日規則第112号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する

条例施行規則の規定は、平成30年10月１日から適用する。 

附 則（平成31年３月29日規則第31号） 

(施行期日) 

１ この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表第3趣味・スポーツ・レジャー用品の項

の改正規定は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 
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２ この規則(別表第3趣味・スポーツ・レジャー用品の項の改正規定を除く。)による改正後の船橋市

廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例施行規則の規定は、平成31年10月1日以後に納付さ

れる粗大ごみに係る手数料について適用し、同日前に納付された粗大ごみに係る手数料については、

なお従前の例による。 

附 則(令和6年3月28日規則第21号) 

(施行期日) 

１ この規則は、令和6年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

２ 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定によりなお

従前の例によることとされる同令第1条の規定による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16

号)第158条第1項の規定により改正前の第26条第1項に規定する市収集の粗大ごみ処理手数料の徴収

に関する事務を行わせる場合における同項に規定する市収集の粗大ごみ処理手数料の徴収について

は、なお従前の例による。 

附 則(令和7年3月14日規則第11号) 

(施行期日) 

１ この規則は、令和7年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

別表第1 

（平23規則６・平24規則166・平30規則92・一部改正） 

区分 摘要 収納の方法 

可燃ごみ 
厨 芥
ちゆうかい

類、紙くず、木くず、繊維

くず、ゴムくず及びプラスチック

類等で焼却処理に適するもの（資

源ごみ又は有価物に該当するもの

を除く。） 

市長が収納に適すると認めた袋に

収納する。 

不燃ごみ 陶磁器類、ガラスくず、乾電池及

び小型家電製品類等 

市長が収納に適すると認めた袋に

収納する。 

資源ごみ ビン 飲食料用及び化粧品用のガラス製

の瓶 

市がごみ収集ステーションに配布

する収納袋に収納する。 

カン・金属類 スチール缶、アルミ缶、金属容器

及び小型金属製品等 

市がごみ収集ステーションに配布

する収納袋に収納する。 

ペットボトル 飲料、しょうゆその他容器包装廃

棄物の分別収集に関する省令（平

成7年厚生省令第61号）第2条の表7

の項に規定する環境大臣が定める

商品を充填するためのポリエチレ

ンテレフタレート製の容器 

市がごみ収集ステーションに配布

する収納袋に収納する。 

有価物 第2条の規定により市長が定める

物 

別に定める方法による。 

備考 条例第12条第１項ただし書に該当する場合における資源ごみの収納の方法については、この表

の規定にかかわらず、市長が適当と認める方法によることができる。 

別表第2 

（平21規則７・平24規則４・一部改正） 

区分 品目 

1 有害性物質を含む物 農薬 殺虫剤 有毒性のある薬品の容器 強酸性の物質 強アルカリ

性の物質 

2 危険性のある物 揮発油（ガソリン、塗料等） 灯油 ガスボンベ 火薬類 バッテリ

ー 廃油類 

3 著しく悪臭を発する物 汚物 汚泥 
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4 容積、重量又は長さが著しく

大きい物 

ピアノ 電子オルガン オルガン 耐火金庫 解体していない建物設

備（浴槽、便器、太陽熱温水器等） 強化プラスチック製スポーツ用

品（サーフボード、トレーニングマシン等） 強化プラスチック製用

品（バンパー、カウル、エアロパーツ等） 

5 資源化を促進することが必要

と認められる物 

特定家庭用機器再商品化法（平成10年法律第97号）第2条第5項に規定

する特定家庭用機器廃棄物 廃パーソナルコンピュータ（資源の有効

な利用の促進に関する法律施行令（平成3年政令第327号）別表第6の1

の項上欄に定めるパーソナルコンピュータが一般廃棄物となったもの

をいう。） 廃二輪自動車 廃原動機付自転車 廃消火器 廃FRP船 

廃インクカートリッジ（印刷機の部品又は附属品で一般廃棄物となっ

たものに限る。） 

6 市で処理できない物 コンクリート製品（ブロック、ガラ等） レンガ 瓦 タイル 土 砂

石 大型木材 廃タイヤ 廃スプリングマットレス 

7 その他市の行う処理に著しい支障を及ぼすと認められる物 

別表第3 

（平21規則７・平24規則４・平31規則31・一部改正） 

種目 品目 区分等 金額 

電気・ガス・

石油器具 

アンテナ   340円

映像・音響機器（単体の

もの。ラジカセ、ビデオ

デッキ、アンプ、チュー

ナー、CDプレーヤー等） 

  340円

加湿器   340円

ガスコンロ コンロが2口までのもの 340円

コンロが3口以上のもの 680円

換気扇   340円

瞬間湯沸器   340円

照明器具   340円

食器乾燥機   340円

ステレオ又はカラオケセ

ット 

卓上型のもの 340円

床置き型のもの 680円

ストーブ（ファンヒータ

ーを含む。） 

通常型のもの 340円

FF型のもの 680円

扇風機   340円

調理機器（炊飯器、ホッ

トプレート、オーブン、

餅つき器等） 

  340円

電気こたつ 長辺が1m未満のもの 340円

電子レンジ   680円

ワードプロセッサー（本

体・キーボードを含む。）

  340円

布団乾燥機   340円

プリンター 卓上型のもの 340円

ホットカーペット 面積が3畳までのもの 340円

ミシン 卓上型のもの 340円

卓上型以外のもの 1,350円

家具・寝具・

建具 

衣装箱（カラーボックス、

茶箱等） 

プラスチック製のもの。2個まで 340円

プラスチック製以外のもの 340円

いす（いす、座いす、ベ

ンチ等） 

1人用のもの。2脚まで 340円

2人用以上のもの 340円
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電動式のもの 1,350円

カーテンレール 長さが2m以下のもの。5本まで 340円

ござ 3枚まで 340円

座布団（クッションを含

む。） 

5枚まで 340円

敷物（カーペット、じゅ

うたん等） 

面積が3畳までのもの 340円

収納家具（タンス、本棚、

鏡台、サイドボード、食

器棚、オーディオラック、

テレビ台等） 

長辺が1m未満のもの 340円

長辺が1m以上で短辺が1m未満のもの 680円

長辺が1m以上1.5m未満で短辺が1m以上のも

の 

1,010円

長辺が1.5m以上で短辺が1m以上のもの 1,350円

プラスチック製のもの 340円

すだれ 5枚まで 340円

洗面化粧台   1,350円

ソファー 1人用のもの 680円

2人用以上のもの 1,010円

建具 障子、網戸、ふすま等。2枚まで 340円

雨戸、サッシ等 340円

テーブル（机、ちゃぶ台、

ワゴン、家具調こたつ等）

長辺が1m未満のもの 340円

長辺が1m以上で短辺が1m未満のもの 680円

長辺が1m以上で短辺が1m以上のもの 1,010円

ドア（扉、門扉等） 金属製以外のもの 340円

金属製のもの 680円

布団 3枚まで 340円

ブラインド 長さが2m以下のもの。2本まで 340円

ベッド（スプリングマッ

トを除く。） 

ベビーベッド、簡易ベッド等 340円

シングルベッド 1,010円

ダブル・セミダブル・2段ベッド等 1,350円

趣味・スポー

ツ・レジャー

用品 

ギター   340円

クーラーボックス   340円

ゴルフクラブ（ゴルフバ

ッグを含む。） 

1セットまで 340円

スキーキャリア 1セット 340円

スキー板（ストックを含

む。） 

1セット 340円

ダンベル又は鉄アレイ※ 重量が15kg未満のもの 340円

テント 1セット 340円

ヘルメット   340円

その他 一輪車（運搬用）   680円

犬小屋 長辺が1m未満のもの 680円

長辺が1m以上のもの 1,010円

乳母車   340円

枝木又は丸太 長さが1.5m以下で直径20cm以下のもの 340円

脚立   340円

作業用具類（くわ、スコ

ップ、ほうき等） 

  340円

自転車 車輪が3輪までのもの（一輪車を含む。） 340円

電動補助機の付いたもの 680円
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水槽 長辺が1m未満のもの 340円

長辺が1m以上のもの 680円

スーツケース   340円

タイヤチェーン※ 金属製のもの 340円

チャイルドシート   340円

漬け物石※ 重量が15kg未満のもの 340円

トタン板又は波板 長辺が2m以下で短辺が1m以下のもの。3枚ま

で 

340円

パイプ又はポール 長さが2m以下のものを直径20cm以下に束ね

たもの 

340円

ベニヤ板 長辺が2m以下で短辺が1m以下のもの 340円

ベビーバス   340円

ヘルスメーター   340円

ホースリール（ホースを

含む。） 

  340円

ポリタンク 容量20リットル以上のもの 340円

ポンプ※ 重量が15kg未満のもの 340円

モーター※ 重量が15kg未満のもの 340円

物置 鉄製の0.5坪以下のものであって解体済のも

の 

1,350円

物干し竿 3本まで 340円

物干し台 石無しのもの 340円

石付きのもの 680円

上記に記載の

ない品目 

重量が15kg未満のもの   340円

重量が15kg以上25kg未満

のもの 

  680円

重量が25kg以上35kg未満

のもの 

  1,010円

重量が35kg以上のもの   1,350円

備考 

１ 上記の品目のうち、20リットル用不燃ごみ袋で排出が容易なものを除く。ただし、※印の品目

及びこれに類するものは、この限りでない。 

２ 上記の品目には、機能、形態等が類似した品物を含むものとする 
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○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 

平成15年３月13日 

規則第５号 

改正 平成15年11月28日規則第144号 

平成16年３月31日規則第40号 

平成17年３月28日規則第４号 

平成20年３月31日規則第21号 

平成20年６月30日規則第75号 

平成23年３月31日規則第27号 

平成24年７月６日規則第116号 

平成30年３月30日規則第13号 

令和元年12月13日規則第37号 

令和２年９月７日規則第102号 

令和5年11月29日規則第89号 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 

目次 

第1章 総則（第１条） 

第2章 一般廃棄物 

第1節 一般廃棄物処理業（第２条―第８条） 

第2節 一般廃棄物処理施設（第９条―第35条） 

第3章 産業廃棄物 

第1節 産業廃棄物の処理に関する報告の徴収（第36条―第39条） 

第2節 再生利用業（第40条―第46条） 

第3節 産業廃棄物処理施設（第47条―第48条の２） 

第4章 雑則（第49条―第54条） 

附則 

第1章 総則 

（趣旨） 

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）

の施行に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号。以下「政令」と

いう。）及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（平30規則13・一部改正） 

第2章 一般廃棄物 

（平20規則75・改称） 

第1節 一般廃棄物処理業 

（平20規則75・追加） 

（一般廃棄物処理業の許可申請） 

第2条 法第７条第１項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者又は同条第２項

の規定により許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可（許可の更新）申請書（第

１号様式）により市長に申請しなければならない。 

２ 法第７条第６項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者又は同条第７項の規定

により許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可（許可の更新）申請書（第２号様式）

により市長に申請しなければならない。 

（平20規則75・追加） 

（一般廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請） 

第3条 法第７条の２第１項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業の事業の範囲の

変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書（第３号様式）により

市長に申請しなければならない。 

（平20規則75・追加） 

（一般廃棄物処理業の許可申請に係る添付書類等） 

－94－



 

第4条 前２条の規定により申請する者（以下「申請者」という。）は、申請書に次に掲げる書類及び

図面を添付するものとする。 

(1) 事業計画の概要を記載した書類 

(2) 事業の用に供する施設（積替え又は保管の場所を含む。）の構造を明らかにする平面図、立面

図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図 

(3) 申請者が前号に掲げる施設の所有権を有すること（申請者が所有権を有しない場合には、当該

施設を使用する権原を有すること。）を証する書類 

(4) 一般廃棄物の処分（埋立処分を除く。）を業として行う場合には、当該処分後の一般廃棄物の

処理方法を記載した書類 

(5) 当該事業を行うに足りる知識及び技能を説明する書類 

(6) 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 

(7) 申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに役員の住民票

の写し（本籍又は国籍の記載のあるものに限る。以下同じ。）並びに法第７条第５項第４号イに該

当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類 

(8) 申請者が個人である場合には、その住民票の写し及び法第７条第５項第４号イに該当しないか

どうかを審査するために必要と認められる書類 

(9) 申請者が法第７条第５項第４号イからルまでに該当しない者であることを誓約する書面 

(10) 申請者が法人である場合には、直前３年（法第７条第２項又は第７項の規定により許可の更新

を申請する場合には、直前２年）の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動

計算書、個別注記表並びに法人税及び市民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類 

(11) 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前３年（法第７条第２項又は第７項

の規定により許可の更新を申請する場合には、直前２年）の所得税及び市民税の納付すべき額及び

納付済額を証する書類 

(12) その他市長が必要があると認める書類 

（平20規則75・追加、平23規則27・平24規則116・平30規則13・令元規則37・一部改正） 

（一般廃棄物処理業の許可証の交付等） 

第5条 市長は、法第７条第１項の許可又は法第７条の２第１項の許可をしたときは、一般廃棄物収集

運搬業許可証（第４号様式）を交付する。 

２ 市長は、法第７条第６項の許可又は法第７条の２第１項の許可をしたときは、一般廃棄物処分業許

可証（第５号様式）を交付する。 

（平20規則75・追加） 

（一般廃棄物処理業の廃止又は変更の届出） 

第6条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、法第７条の２第３項の規定により一般廃

棄物処理業の廃止又は変更の届出をするときは、一般廃棄物処理業廃止・変更届出書（第６号様式）

により行わなければならない。 

２ 前項に規定する届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 

(1) 省令第２条の６第１項第１号に掲げる事項の変更の場合には、個人にあってはその住民票の写

し及び法第７条第５項第４号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認められる書類、法

人にあってはその定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

(2) 省令第２条の６第１項第２号イからハまでに掲げる事項の変更の場合には、当該変更に係る者

がそれぞれ法第７条第５項第４号イからチまでに該当しない者であることを誓約する書面及び当

該変更に係る者の住民票の写し並びに同号イに該当しないかどうかを審査するために必要と認め

られる書類 

(3) 省令第２条の６第１項第３号に掲げる事項又は住所（事務所又は事業場の所在地である場合に

限る。）の変更の場合には、変更後の事務所又は事業場の案内図 

(4) 省令第２条の６第１項第４号に掲げる事項の変更の届出については、当該変更に係る施設に関

する第４条第２号及び第３号に規定する書類及び図面 

（平20規則75・追加、平30規則13・令元規則37・一部改正） 

（一般廃棄物処理業の帳簿） 

第7条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、法第７条第15項に規定する帳簿には、省

令第２条の５第１項の表に規定するもののほか、収集又は運搬に係る受入先ごとの量、受入料金、処
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分に係る受入料金等受託に係る事項を記載し、又は記録するものとする。 

（平20規則75・追加） 

（一般廃棄物処理業に係る実績の報告） 

第8条 一般廃棄物収集運搬業者は、前月の実績について、毎月10日までに一般廃棄物収集運搬実績報

告書（第７号様式）により市長に提出しなければならない。 

２ 一般廃棄物処分業者は、前月の実績について、毎月10日までに一般廃棄物処分業実績報告書（第８

号様式）により市長に提出しなければならない。 

（平20規則75・追加、平30規則13・一部改正） 

第2節 一般廃棄物処理施設 

（平20規則75・追加） 

（一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請） 

第9条 法第８条第２項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設設置許可申請書（第９号様式）とす

る。 

（平20規則75・旧第２条繰下・一部改正） 

（一般廃棄物処理施設の設置等の許可） 

第10条 市長は、法第８条第１項の規定により一般廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、又は法第

９条第１項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、一般廃棄物処理施設設置（変更）許可

証（第10号様式）を交付する。 

（平20規則75・旧第３条繰下・一部改正） 

（一般廃棄物処理施設の使用前の検査の申請） 

第11条 省令第４条の４第１項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設使用前検査申請書（第11号様

式）とする。 

（平20規則75・旧第４条繰下・一部改正） 

（一般廃棄物処理施設の使用前の検査） 

第12条 市長は、法第８条の２第５項（法第９条第２項において準用する場合を含む。）の規定により

法第８条第２項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認めたときは、廃棄物処理施

設使用前検査済証（第12号様式）を交付する。 

（平20規則75・旧第５条繰下・一部改正） 

（定期検査の申請） 

第13条 省令第４条の４の２に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設定期検査申請書（第13号様式）

とする。 

（平23規則27・追加） 

（定期検査結果の通知） 

第14条 市長は、法第８条の２の２第１項の検査を行ったときは、定期検査結果通知書（第14号様式）

を交付する。 

（平23規則27・追加） 

（特定一般廃棄物最終処分場の状況等の報告） 

第15条 省令第４条の17に規定する報告書は、特定一般廃棄物最終処分場状況等報告書（第15号様式）

とする。 

（平20規則75・旧第６条繰下・一部改正、平23規則27・旧第13条繰下・一部改正） 

（一般廃棄物処理施設の変更の許可の申請） 

第16条 省令第５条の３第１項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設変更許可申請書（第16号様式）

とする。 

（平20規則75・旧第７条繰下・一部改正、平23規則27・旧第14条繰下・一部改正） 

（一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出） 

第17条 省令第５条の４の２第１項及び第５条の９の２第１項に規定する届出書は、一般廃棄物処理施

設軽微変更等届出書（第17号様式）とする。 

（平20規則75・旧第８条繰下・一部改正、平23規則27・旧第15条繰下・一部改正） 

（一般廃棄物の最終処分場に係る埋立処分の終了の届出） 

第18条 省令第５条の５第１項及び第５条の10第１項に規定する届出書は、一般廃棄物最終処分場埋立

処分終了届出書（第18号様式）とする。 
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（平20規則75・旧第９条繰下・一部改正、平23規則27・旧第16条繰下・一部改正） 

（一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認の申請） 

第19条 省令第５条の５の２第１項及び第５条の10の２第１項に規定する申請書は、一般廃棄物最終処

分場廃止確認申請書（第19号様式）とする。 

（平20規則75・旧第10条繰下・一部改正、平23規則27・旧第17条繰下・一部改正） 

（一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認） 

第20条 市長は、法第９条第５項の規定により一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に

係る技術上の基準を定める省令（昭和52年総理府・厚生省令第１号）第１条第３項に規定する技術上

の基準に適合していることについて確認をしたときは、廃棄物最終処分場廃止確認証（第20号様式）

を交付する。 

（平20規則75・旧第11条繰下・一部改正、平23規則27・旧第18条繰下・一部改正） 

（熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設に係る認定の申請） 

第21条 省令第５条の５の５第１項に規定する申請書は、熱回収施設設置者認定申請書（第21号様式）

とする。 

（平23規則27・追加） 

（熱回収施設の認定証） 

第22条 市長は、法第９条の２の４第１項の認定をしたときは、熱回収施設設置者認定証（第22号様式）

を交付する。 

（平23規則27・追加） 

（認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出） 

第23条 政令第５条の５の規定による届出は、熱回収施設休廃止等届出書（第23号様式）により行うも

のとする。 

（平23規則27・追加） 

（認定熱回収施設の熱回収に関する報告） 

第24条 省令第５条の５の11の規定による報告は、熱回収報告書（第24号様式）により行うものとする。 

（平23規則27・追加） 

（市の設置に係る一般廃棄物処理施設の設置の届出） 

第25条 法第９条の３第１項の規定による届出は、一般廃棄物処理施設設置届出書（第25号様式）によ

り行うものとする。 

（平20規則75・旧第12条繰下・一部改正、平23規則27・旧第19条繰下・一部改正） 

（市の設置に係る一般廃棄物処理施設の確認の通知） 

第26条 法第９条の３第４項ただし書（同条第９項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定

による通知は、一般廃棄物処理施設確認通知書（第26号様式）により行うものとする。 

（平20規則75・旧第13条繰下・一部改正、平23規則27・旧第20条繰下・一部改正） 

（市の設置に係る一般廃棄物処理施設の工事完了の報告） 

第27条 法第９条の３第１項又は第８項の規定により一般廃棄物処理施設の設置又は変更の届出をし

た者は、一般廃棄物処理施設に係る工事が完了したときは、速やかに、一般廃棄物処理施設設置（変

更）工事完了報告書（第27号様式）により市長に報告しなければならない。 

（平20規則75・旧第14条繰下・一部改正、平23規則27・旧第21条繰下・一部改正） 

（市の設置に係る一般廃棄物の最終処分場の廃止の確認） 

第28条 第20条の規定は、市の設置に係る一般廃棄物の最終処分場について準用する。この場合におい

て、同条中「法第９条第５項」とあるのは「法第９条の３第11項において読み替えて準用する法第９

条第５項」と読み替えるものとする。 

（平20規則75・旧第15条繰下・一部改正、平23規則27・旧第22条繰下・一部改正） 

（市の設置に係る一般廃棄物処理施設の変更の届出） 

第29条 省令第５条の８第１項に規定する届出書は、一般廃棄物処理施設変更届出書（第28号様式）と

する。 

（平20規則75・旧第17条繰下・一部改正、平23規則27・旧第24条繰下・一部改正、令元規則

37・旧第30条繰上） 

（一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請） 

第30条 省令第５条の11第１項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設譲受け・借受け許可申請書（第
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29号様式）とする。 

２ 前項に規定する申請書には、一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けることを証する書類を

添付するものとする。 

（平20規則75・旧第18条繰下・一部改正、平23規則27・旧第25条繰下・一部改正、令元規則

37・旧第31条繰上） 

（一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可） 

第31条 市長は、法第９条の５第１項の規定により一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けを許可した

ときは、廃棄物処理施設譲受け・借受け許可証（第30号様式）を交付する。 

（平20規則75・旧第19条繰下・一部改正、平23規則27・旧第26条繰下・一部改正、令元規則

37・旧第32条繰上） 

（合併又は分割の認可の申請） 

第32条 省令第５条の12第１項に規定する申請書は、一般廃棄物処理施設合併・分割認可申請書（第31

号様式）とする。 

（平20規則75・旧第20条繰下・一部改正、平23規則27・旧第27条繰下・一部改正、令元規則

37・旧第33条繰上・一部改正） 

（合併又は分割の認可） 

第33条 市長は、法第９条の６第１項の規定により許可施設設置者である法人の合併又は分割を認可し

たときは、合併・分割認可証（第32号様式）を交付する。 

（平20規則75・旧第21条繰下・一部改正、平23規則27・旧第28条繰下・一部改正、令元規則

37・旧第34条繰上） 

（相続の届出） 

第34条 省令第６条第１項に規定する届出書は、相続届出書（第33号様式）とする。 

（平20規則75・旧第22条繰下・一部改正、平23規則27・旧第29条繰下・一部改正、令元規則

37・旧第35条繰上） 

（一般廃棄物処理施設の維持管理状況の報告） 

第35条 一般廃棄物処理施設の設置者又は管理者（法第９条の３第１項の規定による届出に係る一般廃

棄物処理施設の管理者をいう。）は、当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況を毎日記録し、毎年

１月から３月までの分を４月10日までに、４月から６月までの分を７月10日までに、７月から９月ま

での分を10月10日までに、10月から12月までの分を翌年の１月10日までに、一般廃棄物処理施設維持

管理報告書（第33号様式の２）又はこれに代わる書類として市長が認める書類により市長に報告しな

ければならない。 

（令元規則37・追加） 

第3章 産業廃棄物 

第1節 産業廃棄物の処理に関する報告の徴収 

（多量排出事業者の産業廃棄物処理計画及び実施の状況の報告） 

第36条 法第12条第９項に規定する産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画は、別に定めるとこ

ろにより作成するものとする。 

２ 省令第８条の４の６に規定する報告書には、別に定める書類を添付するものとする。 

（平20規則75・旧第23条繰下、平23規則27・旧第30条繰下・一部改正） 

（特別管理産業廃棄物管理責任者の設置等の報告） 

第37条 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、特別管理産

業廃棄物管理責任者を置き（事業者が自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる場合を含む。）、変

更し、又は廃止した日から30日以内に特別管理産業廃棄物管理責任者設置（変更・廃止）報告書（第

34号様式）を提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、特別管理産業廃棄物管理者の資格を証する書類を添付するものとする。 

（平20規則21・全改、平20規則75・旧第24条繰下・一部改正、平23規則27・旧第31条繰下・

一部改正、令元規則37・一部改正） 

（多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画及び実施の状況の報告） 

第38条 法第12条の２第10項に規定する特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画は、別

に定めるところにより作成するものとする。 

２ 省令第８条の17の３に規定する報告書には、別に定める書類を添付するものとする。 
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（平20規則75・旧第25条繰下、平23規則27・旧第32条繰下・一部改正） 

（産業廃棄物処分業に係る実績の報告） 

第39条 産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、毎年６月30日までに、産業廃棄物・

特別管理産業廃棄物処分実績報告書（第35号様式）を市長に提出し、その年の３月31日以前の１年間

における産業廃棄物処分業及び特別管理産業廃棄物処分業に係る実績を報告しなければならない。 

（平20規則75・旧第26条繰下・一部改正、平23規則27・旧第33条繰下・一部改正、平30規則

13・一部改正） 

第2節 再生利用業 

（再生利用業の指定申請等） 

第40条 省令第９条第２号又は第10条の３第２号に規定する指定（以下「指定」という。）を受けよう

とする者は、次に掲げる事項を記載した再生利用業指定申請書（第36号様式）により市長に申請しな

ければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者 

(2) 事業の範囲 

(3) 事務所及び事業場の所在地 

(4) 再生利用の目的 

(5) 再生利用の方法 

(6) 取引関係 

２ 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。 

(1) 事業計画の概要を記載した書類 

(2) 産業廃棄物の取引関係を記載した書類 

(3) 業務の委託関係を記載した書類 

(4) 生活環境保全上の対策を記載した書類 

(5) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書

並びに当該施設の付近の見取図 

(6) 当該申請をした者が前号に掲げる施設の所有権（所有権を有しない場合には、当該施設を使用

する権原）を有することを証する書類 

(7) 当該申請をした者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

(8) 当該申請をした者が個人である場合には、住民票の写し 

(9) 履歴を記載した書類（法人にあっては、業務の経歴及び役員の履歴を記載した書類） 

(10) その他市長が必要があると認める書類及び図面 

（平17規則４・一部改正、平20規則75・旧第27条繰下・一部改正、平23規則27・旧第34条繰

下・一部改正、平30規則13・一部改正） 

（再生利用業の事業範囲の変更の認定申請等） 

第41条 指定を受けた者（以下「再生利用指定業者」という。）は、指定に係る事業の範囲の変更をし

ようとするときは、市長の認定を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であ

るときは、この限りでない。 

２ 前項の認定を受けようとする者は、再生利用業変更認定申請書（第37号様式）に前条各号に掲げる

書類及び図面のうち変更に係るものを添付するものとする。 

（平20規則75・旧第28条繰下・一部改正、平23規則27・旧第35条繰下・一部改正） 

（指定の期限等） 

第42条 指定及び前条第１項の認定には、期限を付し、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことが

できる。 

（平20規則75・旧第29条繰下、平23規則27・旧第36条繰下） 

（指定証の交付） 

第43条 市長は、指定をし、又は第41条第１項の規定による認定をしたときは、再生利用業指定証（第

38号様式。以下「指定証」という。）を交付する。 

（平20規則75・旧第30条繰下・一部改正、平23規則27・旧第37条繰下・一部改正） 

（再生利用業に係る変更の届出） 

第44条 再生利用指定業者は、第40条第１項各号（第２号を除く。）に掲げる事項について変更をした

ときは、当該変更の日から10日（法人で同項第１号又は第３号に掲げる事項について変更をした場合
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にあっては、30日）以内に再生利用業変更届出書（第39号様式）により、市長に届け出なければなら

ない。 

（平20規則75・旧第31条繰下・一部改正、平23規則27・旧第38条繰下・一部改正、平30規則

13・令元規則37・一部改正） 

（再生利用業の廃止の届出） 

第45条 再生利用指定業者は、その産業廃棄物の再生利用の事業の範囲の全部又は一部を廃止したとき

は、当該廃止の日から10日以内に再生利用業廃止届出書（第40号様式）により、市長に届け出なけれ

ばならない。 

（平20規則75・旧第32条繰下・一部改正、平23規則27・旧第39条繰下・一部改正） 

（再生利用業の実績の報告） 

第46条 再生利用指定業者は、毎年６月30日までに、その年の３月31日以前の１年間における産業廃棄

物の再生利用業に係る実績を市長に報告しなければならない。 

（平20規則75・旧第33条繰下、平23規則27・旧第40条繰下） 

第3節 産業廃棄物処理施設 

（産業廃棄物処理施設に係る準用規定） 

第47条 第12条、第20条、第30条第２項及び第31条の規定は産業廃棄物処理施設について、第33条及び

第34条の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。この場合において、次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に定める字句にそれぞれ読み替えるものとする。 

第12条 第8条の2第5項 第15条の2第5項 

第9条第2項 第15条の2の6第2項 

第8条第2項 第15条第2項 

第20条 第9条第5項 第15条の2の6第3項において読み替え

て準用する法第9条第5項 

第1条第3項 第2条第3項 

第30条第2項 前項 省令第12条の11の12第1項 

第31条 第9条の5第1項 第15条の4において読み替えて準用す

る法第9条の5第1項 

第33条 第9条の6第1項 第15条の4において読み替えて準用す

る法第9条の6第1項 

第34条 第6条第1項 第12条の12第1項 

（平15規則144・一部改正、平20規則75・旧第34条繰下・一部改正、平23規則27・旧第41条繰

下・一部改正、令元規則37・一部改正） 

（産業廃棄物処理施設の設置者に係る一般廃棄物処理施設の設置についての特例） 

第48条 法第15条の２の５の規定による一般廃棄物処理施設（以下「特例一般廃棄物処理施設」という。）

の設置の届出は、特例一般廃棄物処理施設設置届出書（第41号様式）により行うものとする。 

２ 省令第12条の７の17第４項の受理書は、特例一般廃棄物処理施設設置届出受理書（第42号様式）と

する。 

３ 省令第12条の７の17第５項の規定による変更又は廃止に係る届出は、特例一般廃棄物処理施設変更

（廃止）届出書（第43号様式）により行うものとする。 

（平16規則40・追加、平20規則75・旧第34条の２繰下・一部改正、平23規則27・旧第42条繰

下・一部改正） 

（産業廃棄物処理施設の維持管理状況の報告） 

第48条の2 産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況を毎日記録し、

毎年１月から３月までの分を４月10日までに、４月から６月までの分を７月10日までに、７月から９

月までの分を10月10日までに、10月から12月までの分を翌年の１月10日までに、産業廃棄物処理施設

維持管理報告書（第43号様式の２）又はこれに代わる書類として市長が認める書類により市長に報告

しなければならない。 

（令元規則37・追加） 

第4章 雑則 

（埋立終了の最終処分場に係る届出台帳の閲覧等） 
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第49条 法第19条の12第１項に規定する最終処分場の台帳は、廃棄物最終処分場埋立終了届出台帳（第

44号様式）とする。 

２ 法第19条の12第３項の規定による閲覧の請求は、廃棄物最終処分場埋立終了届出台帳閲覧請求書

（第45号様式）により行うものとする。 

（平16規則40・一部改正、平20規則75・旧第35条繰下・一部改正、平23規則27・旧第43条繰

下・一部改正、平30規則13・一部改正） 

（許可証等の再交付申請等） 

第50条 一般廃棄物収集運搬業許可証、一般廃棄物処分業許可証、一般廃棄物処理施設設置（変更）許

可証、指定証、産業廃棄物収集運搬業許可証（省令様式第７号又は省令様式第７号の２）、産業廃棄

物処分業許可証（省令様式第９号又は省令様式第９号の２）、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

（省令様式第13号又は省令様式第13号の２）、特別管理産業廃棄物処分業許可証（省令様式第15号又

は省令様式第15号の２）又は産業廃棄物処理施設設置（変更）許可証（省令様式第20号）（以下「許

可証等」という。）を紛失し、毀損し、又は汚損したことにより許可証等の再交付を受けようとする

者は、許可証等再交付申請書（第46号様式）により、市長に申請しなければならない。 

２ 許可証等を毀損し、又は汚損したことにより再交付を受けようとする者は、前項に規定する申請書

に、当該毀損し、又は汚損した許可証等を添付しなければならない。 

３ 紛失したことにより許可証等の再交付を受けた者が紛失した許可証等を発見したときは、直ちに再

交付された許可証等を市長に返納しなければならない。 

（平16規則40・一部改正、平20規則75・旧第36条繰下・一部改正、平23規則27・旧第44条繰

下・一部改正、令元規則37・一部改正） 

（許可証等の書換えによる交付等） 

第51条 許可証等の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該許可証等の記載事項

に変更が生じたときは、当該許可証等を市長に返納しなければならない。 

(1) 法第７条の２第３項（法第14条の２第３項又は第14条の５第３項において読み替えて準用する

場合を含む。）の規定による届出（事業の全部の廃止に係るものを除く。）をしたとき。 

(2) 法第９条第３項（法第15条の２の６第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定

により氏名又は住所（法人にあっては、その名称若しくは代表者の氏名又は主たる事務所の所在地）

の変更に係る届出をしたとき。 

(3) 第44条の規定による届出をしたとき。 

(4) 第45条の規定により事業の一部の廃止に係る届出をしたとき。 

２ 市長は、前項の規定による返納を受けたときは、当該変更に係る記載事項を書き換えた許可証等を

当該返納した者に交付する。 

（平15規則144・一部改正、平20規則75・旧第37条繰下・一部改正、平23規則27・旧第45条繰

下・一部改正） 

（許可証等の返納） 

第52条 許可証等の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該許可証等を市長に

返納しなければならない。 

(1) 法第７条第２項又は第７項の規定により許可が効力を失ったとき。 

(2) 法第７条の２第３項（法第14条の２第３項及び第14条の５第３項において読み替えて準用する

場合を含む。）の規定による事業の全部の廃止の届出をしたとき。 

(3) 法第７条の４の規定による許可の取消しがあったとき。 

(4) 法第９条第３項（法第15条の２の６第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定

による廃止の届出をしたとき。 

(5) 法第９条の２の２第１項若しくは第２項又は第15条の３の規定による許可の取消しがあったと

き。 

(6) 法第14条第２項若しくは第７項又は第14条の４第２項若しくは第７項の規定により許可が効力

を失ったとき。 

(7) 法第14条の３の２（法第14条の６において読み替えて準用する場合を含む。）の規定による許

可の取消しがあったとき。 

(8) 第42条に規定する期限の到来により指定の効力を失ったとき。 

２ 許可証等の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、変更前の許可証等を市長に
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返納しなければならない。 

(1) 法第７条の２第１項、第９条第１項、第14条の２第１項、第14条の５第１項若しくは第15条の

２の６第１項の規定による変更の許可を受け、かつ、第５条第１項若しくは第２項の規定による許

可証の交付を受け、第10条の規定による一般廃棄物処理施設の設置（変更）許可証の交付を受け、

又は省令第10条の２、第10条の６、第10条の14、第10条の18若しくは第12条の５の規定による許可

証の交付を受けたとき。 

(2) 第41条第１項の規定による認定に係る指定証の交付を受けたとき。 

（平15規則144・一部改正、平20規則75・旧第38条繰下・一部改正、平23規則27・旧第46条繰

下・一部改正） 

（提出書類等の部数） 

第53条 法、政令、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類及び図面の部数は、正副各１部

とする。 

（平20規則75・旧第39条繰下、平23規則27・旧第47条繰下、平30規則13・一部改正） 

附 則 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年11月28日規則第144号） 

この規則は、平成15年12月１日から施行する。 

附 則（平成16年３月31日規則第40号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年３月28日規則第４号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年３月31日規則第21号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成20年４月１日から施行する。ただし、第１号様式、第３号様式、第５号様式から

第９号様式まで、第11号様式、第13号様式から第15号様式まで、第17号様式、第19号様式、第21号様

式から第24号様式まで、第26号様式から第28号様式まで、第30号様式、第32号様式及び第33号様式の

改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成20年６月30日規則第75号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成20年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調整されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成23年３月31日規則第27号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成24年７月６日規則第116号） 

この規則は、平成24年７月９日から施行する。ただし、第９号様式、第16号様式、第25号様式、第29

号様式及び第33号様式の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年３月30日規則第13号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。ただし、第１条、第４条第１項第５号、第６条第２項

第４号及び第５号、第８条、第39条、第40条第２項第６号から第８号まで、第44条並びに第53条の改正

規定並びに第20号様式、第30号様式及び第38号様式の改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年12月13日規則第37号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年12月14日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則（令和２年９月７日規則第102号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

(提出書類の特例) 

第54条 この規則の規定により同時に2以上の申請書等を提出する場合において、各申請書等に添付す

べき書類の内容が同一であるときは、一の申請書等にこれを添付し、他の申請書等にはその旨を記載

して、一の申請書等に添付した書類の添付を省略することができる。 

(令5規則89・追加) 
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○船橋市廃棄物減量等推進審議会規則 

平成５年３月31日 

規則第25号 

改正 平成10年６月30日規則第66号 

平成20年６月30日規則第74号 

平成25年３月29日規則第28号 

平成27年３月31日規則第36号 

船橋市廃棄物減量等推進審議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、船橋市廃棄物の減量、資源化及び適正処理に関する条例（平成20年船橋市条例第

14号）第37条第５項の規定により、船橋市廃棄物減量等推進審議会（以下「審議会」という。）の組

織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（平20規則74・平25規則28・一部改正） 

（会長及び副会長） 

第２条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議及び議事） 

第３条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となり、議事を整理する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（庶務） 

第４条 審議会の庶務は、環境部資源循環課において処理する。 

（平10規則66・平27規則36・一部改正） 

（委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定め

る。 

附 則 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成10年６月30日規則第66号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成10年７月１日から施行する。 

附 則（平成20年６月30日規則第74号） 

この規則は、平成20年７月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日規則第28号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月31日規則第36号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 
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○船橋市北部清掃工場余熱利用施設条例 

平成28年９月26日 

条例第53号 

改正 平成29年３月30日条例第15号 

平成31年３月29日条例第１号 

船橋市北部清掃工場余熱利用施設条例 

（趣旨） 

第1条 この条例は、市民の交流及び健康の保持増進に資するため、北部清掃工場余熱利用施設の設置

及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（設置、名称及び位置） 

第2条 市は、北部清掃工場余熱利用施設を設置する。 

２ 北部清掃工場余熱利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

(1) 名称 船橋市北部清掃工場余熱利用施設 

(2) 位置 船橋市大神保町1,356番地３ 

（業務） 

第3条 船橋市北部清掃工場余熱利用施設（以下「余熱利用施設」という。）は、次に掲げる業務を行

う。 

(1) 市民の交流及び健康の保持増進のための施設及び設備の提供に関すること。 

(2) その他市長が必要があると認めること。 

（指定管理者による管理） 

第4条 余熱利用施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」

という。）にこれを行わせる。 

（指定管理者が行う業務） 

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 第３条各号に掲げる業務に関すること。 

(2) 余熱利用施設の使用の許可に関すること。 

(3) 余熱利用施設の施設及び設備の維持管理に関すること。 

(4) その他余熱利用施設の運営に関する事務のうち、市長が必要があると認めるもの 

（指定管理者の指定の申請） 

第6条 第４条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添

えて、当該指定について市長に申請しなければならない。 

(1) 余熱利用施設の事業計画書 

(2) その他規則で定める書類 

（指定管理者の指定） 

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちか

ら指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。 

(1) 事業計画書による余熱利用施設の管理が使用者の平等な使用を確保し、サービスの向上が図ら

れるものであること。 

(2) 事業計画書の内容が余熱利用施設の効用を最大限に発揮させ、かつ、効率的な管理が図られる

ものであること。 

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う能力を有するものであること。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市

長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消

された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならな

い。 

(1) 余熱利用施設の管理の実施状況及び使用状況 

(2) 余熱利用施設の管理に係る収支状況 

(3) その他余熱利用施設の管理の実態を把握するため、市長が必要があると認める事項 

（開館時間） 

第9条 余熱利用施設の開館時間は、午前９時から午後９時までとする。ただし、指定管理者は、必要
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があると認めるときは、市長の承認を得て開館時刻を繰り上げ、又は閉館時刻を繰り下げることがで

きる。 

２ 前項ただし書の規定により開館時刻を繰り上げ、又は閉館時刻を繰り下げたときは、当該繰り上げ、

又は繰り下げた時刻を規則で定めるものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に

開館時間を変更することができる。 

（休館日） 

第10条 余熱利用施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認

めるときは、市長の承認を得て次に掲げる日の全部又は一部を開館日とすることができる。 

(1) 月曜日（その日が休日（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日をい

う。以下同じ。）に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日） 

(2) 12月29日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く。） 

２ 前項ただし書の規定により休館日の全部又は一部を開館日としたときは、当該開館日を規則で定め

るものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に

休館日を変更し、又は休館日を設けることができる。 

（使用の許可） 

第11条 余熱利用施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。 

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めるとき。 

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認めるとき。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定

する暴力団の利益となると認めるとき。 

(4) その他管理上支障があると認めるとき。 

（使用許可の取消し等） 

第12条 指定管理者は、余熱利用施設の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が次の各号

のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することが

できる。 

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。 

(2) 前条各号のいずれかに該当したとき。 

（意見の聴取） 

第13条 指定管理者は、必要があると認めるときは、第11条第３号に掲げる事由の有無について、千葉

県警察本部長の意見を聴くよう市長に求めることができる。 

２ 市長は、前項の規定による求めがあったときは、第11条第３号に掲げる事由の有無について、千葉

県警察本部長の意見を聴くことができる。 

（使用料） 

第14条 使用者は、別表第１又は別表第２により算定した額の使用料を前納しなければならない。ただ

し、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。 

（使用料の減免） 

第15条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。 

（使用料の還付制限） 

第16条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用する

ことができないときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第17条 使用者は、余熱利用施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。 

（原状回復の義務） 

第18条 使用者は、余熱利用施設の使用を終了したときは、使用した施設又は設備を直ちに原状に回復

しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。 

（損害賠償） 

第19条 余熱利用施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならな

い。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することが
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できる。 

（秘密保持義務） 

第20条 指定管理者及び余熱利用施設の業務に従事している者（以下「従事者」という。）は、余熱利

用施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定

管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、

同様とする。 

（委任） 

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第４条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行前においても、第６条

及び第７条の規定の例により行うことができる。 

附 則（平成29年３月30日条例第15号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年３月29日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。 

（船橋市北部清掃工場余熱利用施設条例の一部改正に伴う経過措置） 

37 第38条の規定による改正後の船橋市北部清掃工場余熱利用施設条例の規定は、施行日以後の使用に

係る使用料であって施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前の使用に係る使用料又は施

行日前に納付された使用料については、なお従前の例による。 

別表第1 

個人使用 

区分 単位 金額 

温浴施設及び健康浴施

設 

高齢者 1回 400円

回数券（6回分） 2,000円

一般 1回 500円

回数券（6回分） 2,500円

小学生・中学生 1回 250円

回数券（6回分） 1,250円

備考 

１ 高齢者とは、65歳以上の者をいう。 

２ 一般とは、高齢者及び小学生・中学生以外の者をいう。ただし、学齢に達しない者を除く。 

３ 小学生・中学生とは、小学校若しくは中学校に在学する者又はこれらに準ずる者をいう。 

４ 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、この表に掲げる額の５割に相当する額（10

円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

(1) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定により身体障害者手帳の

交付を受けている者 

(2) 千葉県療育手帳制度実施要綱（昭和62年千葉県要綱）の規定による療育手帳その他これに

類するものの交付を受けている者 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号）第45条第２項の規定

により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

(4) 前３号に掲げる者を介護するために使用する者 

別表第2 

（平29条例15・平31条例１・一部改正） 

専用使用 

区分 単位 金額 

軽運動室 2時間 610円
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○船橋市北部清掃工場余熱利用施設条例施行規則 

平成28年９月30日 

規則第138号 

船橋市北部清掃工場余熱利用施設条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、船橋市北部清掃工場余熱利用施設条例（平成28年船橋市条例第53号。以下「条例」

という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（指定の申請書等） 

第２条 条例第６条の規則で定める申請書は、船橋市北部清掃工場余熱利用施設指定管理者指定申請書

（第１号様式）とする。 

２ 条例第６条第１号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 管理の基本方針 

(2) 業務計画 

(3) 管理に係る収支予算 

(4) その他管理運営に関する計画 

３ 条例第６条第２号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 定款、寄附行為その他これらに類するもの 

(2) 法人にあっては、登記事項証明書 

(3) 第１項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度

の収支決算書及び事業報告書 

(4) その他市長が必要があると認める書類 

（指定の通知） 

第３条 市長は、条例第７条の規定により指定管理者を指定したときは、船橋市北部清掃工場余熱利用

施設指定管理者指定通知書（第２号様式）により指定されたものに通知するものとする。 

（開館時間及び休館日の変更等） 

第４条 指定管理者は、条例第９条第３項の規定により臨時に開館時間を変更しようとするとき、又は

条例第10条第３項の規定により臨時に休館日を変更し、若しくは休館日を設けようとするときは、船

橋市北部清掃工場余熱利用施設開館時間変更等承認申請書（第３号様式）により市長の承認を受けな

ければならない。 

（使用の手続） 

第５条 船橋市北部清掃工場余熱利用施設（以下「余熱利用施設」という。）の軽運動室を使用しよう

とする者は、船橋市北部清掃工場余熱利用施設使用許可申請書（第４号様式）により、指定管理者に

申請しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による申請をした者に対し使用の許可をしたときは、船橋市北部清掃工

場余熱利用施設使用許可書（第５号様式。以下「許可書」という。）を交付する。 

３ 許可書の交付を受けた者は、余熱利用施設の軽運動室を使用するときは、これを提示し、必要な指

示を受けなければならない。 

４ 余熱利用施設の温浴施設及び健康浴施設を使用しようとする者は、条例第14条ただし書に規定する

場合を除き、その使用に係る使用料の前納（回数券の場合にあっては、その提出）をもって、その使

用の許可を受けたものとみなす。 

（使用の取りやめの届出） 

第６条 許可書の交付を受けた者は、余熱利用施設の軽運動室の使用を取りやめようとするときは、速

やかに指定管理者にその旨を届け出なければならない。 

（使用者の守るべき事項） 

第７条 余熱利用施設を使用する者は、余熱利用施設を使用するに当たり指定管理者の指示に従うほか、

次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 所定の場所以外において喫煙し、その他火気を使用しないこと。 

(2) 使用を許可されていない施設を使用しないこと。 

(3) 許可を受けないで壁、柱、扉等に貼り紙をし、又はくぎ類を打たないこと。 

(4) 許可を受けないで特別の設備をし、又は既存の設備を変更しないこと。 

(5) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 
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(6) 許可を受けないで余熱利用施設内において物品の展示、販売又はこれらに類似する行為をしな

いこと。 

(7) その他余熱利用施設の管理上不適当と認められる行為をしないこと。 

（使用料の減免） 

第８条 条例第15条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、船橋市北部清掃工場余

熱利用施設使用料減免申請書（第６号様式）により、市長に申請しなければならない。ただし、市長

が当該申請書の提出の必要がないと認めるときは、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その旨

を船橋市北部清掃工場余熱利用施設使用料減免可否決定通知書（第７号様式）により、当該申請をし

た者に通知するものとする。 

（特別の設備の協議） 

第９条 余熱利用施設の使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、余熱利用施設の使用に

当たり特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者と協議しなければならない。 

（設備の点検） 

第10条 使用者は、設備を使用しようとするときは、指定管理者の立会いの下に損傷の有無を点検しな

ければならない。 

（原状回復の届出等） 

第11条 使用者は、余熱利用施設の使用を終了し、原状に回復したときは、直ちに指定管理者に届け出

て、点検を受け、その指示に従わなければならない。 

（損傷等の届出） 

第12条 使用者は、余熱利用施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に

届け出なければならない。 

（立入りの要求） 

第13条 使用者は、指定管理者が余熱利用施設の管理上の必要により使用施設の立入りを要求したとき

は、これを拒むことができない。 

（補則） 

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成29年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ 条例第４条の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この規則の施行前においても、第

２条及び第３条の規定の例により行うことができる。
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○船橋市手数料条例 
昭和36年３月30日 

条例第11号 
船橋市手数料条例 

船橋市手数料条例（昭和22年船橋市条例第96号）の全部を改正する。 
（手数料の事務及び額） 

第2条 法第228条第１項に規定する標準事務のうち市が手数料を徴収する事務及びその金額は、別表第

１のとおりとする。 
２ 法第252条の17の２第１項の規定に基づき市が処理することとされた事務のうち手数料を徴収する

事務及びその金額は、別表第２のとおりとする。 
３ 前２項に掲げるもののほか、市が手数料を徴収する事務及びその金額は、別表第３のとおりとする。 

（平12条例９・全改） 
（手数料の徴収方法） 

第3条 手数料は、当該手数料を徴収する事務の申請があったときに当該申請をした者から徴収する。

ただし、申請時に徴収することが不適当であると認めるときは、この限りでない。 
（平12条例９・追加） 

別表第1 
（平12条例９・追加、平14条例41・平15条例38・平16条例12・平17条例８・平18条例７・

平20条例24・平22条例34・平23条例７・平24条例10・平26条例６・平30条例27・令元条例

11・令５条例38・令６条例15・一部改正） 
標準事務 手数料を徴収する事務 金額（特に定めるものを除き、1件につき） 

10 廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律（昭和45年法

律第137号）第12
条の7第1項の規

定に基づく2以上

の事業者による

産業廃棄物の処

理に係る特例の

認定に関する事

務 

廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第12条の7第1項の

規定に基づく2以上の事業者

による産業廃棄物の処理に

係る特例の認定の申請に対

する審査 

147,000円

11 廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律第12条の7第
7項の規定に基づ

く2以上の事業者

による産業廃棄

物の処理に係る

特例の認定に係

る事項の変更の

認定に関する事

務 

廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第12条の7第7項の

規定に基づく2以上の事業者

による産業廃棄物の処理に

係る特例の認定に係る事項

の変更の認定の申請に対す

る審査 

134,000円

12 廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律第14条第1
項、第2項、第6項
及び第7項の規定

に基づく産業廃

棄物処理業の許

可に関する事務 

1 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第14条第1項
の規定に基づく産業廃棄

物収集運搬業の許可の申

請に対する審査 

81,000円

2 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第14条第2項
の規定に基づく産業廃棄

73,000円
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物収集運搬業の許可の更

新の申請に対する審査 
3 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第14条第6項
の規定に基づく産業廃棄

物処分業の許可の申請に

対する審査 

100,000円

4 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第14条第7項
の規定に基づく産業廃棄

物処分業の許可の更新の

申請に対する審査 

94,000円

13 廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律第14条の2第
1項の規定に基づ

く産業廃棄物処

理業の事業の範

囲の変更の許可

に関する事務 

1 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第14条の2第1
項の規定に基づく産業廃

棄物収集運搬業の事業の

範囲の変更の許可の申請

に対する審査 

71,000円

2 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第14条の2第1
項の規定に基づく産業廃

棄物処分業の事業の範囲

の変更の許可の申請に対

する審査 

92,000円

14 廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律第14条の4第
1項、第2項、第6
項及び第7項の規

定に基づく特別

管理産業廃棄物

処理業の許可に

関する事務 

1 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第14条の4第1
項の規定に基づく特別管

理産業廃棄物収集運搬業

の許可の申請に対する審

査 

81,000円

2 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第14条の4第2
項の規定に基づく特別管

理産業廃棄物収集運搬業

の許可の更新の申請に対

する審査 

74,000円

3 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第14条の4第6
項の規定に基づく特別管

理産業廃棄物処分業の許

可の申請に対する審査 

100,000円

4 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第14条の4第7
項の規定に基づく特別管

理産業廃棄物処分業の許

可の更新の申請に対する

審査 

95,000円

15 廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律第14条の5第

1 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第14条の5第1
項の規定に基づく特別管

72,000円
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1項の規定に基づ

く特別管理産業

廃棄物処理業の

事業の範囲の変

更の許可に関す

る事務 

理産業廃棄物収集運搬業

の事業の範囲の変更の許

可の申請に対する審査 
2 廃棄物の処理及び清掃に

関する法律第14条の5第1
項の規定に基づく特別管

理産業廃棄物処分業の事

業の範囲の変更の許可の

申請に対する審査 

95,000円

16 廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律第15条第1項
の規定に基づく

産業廃棄物処理

施設の設置の許

可に関する事務 

廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第15条第1項の規定

に基づく産業廃棄物処理施

設の設置の許可の申請に対

する審査 

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項
に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可の申

請に係る審査 140,000円 
イ その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可の申

請に係る審査 120,000円 

17 廃棄物の処理及

び清掃に関する

法律第15条の2の
6第1項の規定に

基づく産業廃棄

物処理施設の設

置の許可に係る

事項の変更の許

可に関する事務 

廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第15条の2の6第1項
の規定に基づく産業廃棄物

処理施設の設置の許可に係

る事項の変更の許可の申請

に対する審査 

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第4項
に規定する産業廃棄物処理施設の設置の許可に係

る事項の変更の許可の申請に係る審査 130,000円 
イ その他の産業廃棄物処理施設の設置の許可に係

る事項の変更の許可の申請に係る審査 110,000円 

18 使用済自動車の

再資源化等に関

する法律（平成14
年法律第87号）第

60条第1項及び第

2項の規定に基づ

く解体業の許可

に関する事務 

1 使用済自動車の再資源化

等に関する法律第60条第

1項の規定に基づく解体業

の許可の申請に対する審

査 

78,000円

2 使用済自動車の再資源化

等に関する法律第60条第

2項の規定に基づく解体業

の許可の更新の申請に対

する審査 

70,000円

19 使用済自動車の

再資源化等に関

する法律第67条
第1項及び第2項
の規定に基づく

破砕業の許可に

関する事務 

1 使用済自動車の再資源化

等に関する法律第67条第

1項の規定に基づく破砕業

の許可の申請に対する審

査 

84,000円

2 使用済自動車の再資源化

等に関する法律第67条第

2項の規定に基づく破砕業

の許可の更新の申請に対

する審査 

77,000円

20 使用済自動車の

再資源化等に関

する法律第70条
第1項の規定に基

づく破砕業の事

使用済自動車の再資源化等

に関する法律第70条第1項の

規定に基づく破砕業の事業

の範囲の変更の許可の申請

に対する審査 

67,000円
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業の範囲の変更

の許可に関する

事務 
別表第3 

（平14条例41・全改、平15条例７・平15条例30・平15条例38・平16条例１・平16条例12・
平16条例35・平17条例８・平17条例53・平17条例61・平18条例35・平19条例14・平19条例

29・平20条例10・平21条例６・平21条例24・平21条例32・平22条例15・平22条例29・平23
条例７・平24条例10・平24条例35・平24条例82・平25条例10・平26条例１・平26条例６・

平26条例39・平26条例50・平27条例11・平27条例50・平28条例41・平28条例50・平28条例

54・平29条例17・平30条例27・平30条例43・平30条例55・平31条例12・令元条例32・令２

条例20・令２条例37・令２条例43・令３条例15・令３条例43・令３条例65・令４条例30・令

５条例16・令５条例29・令６条例15・令６条例47・令７条例19・一部改正） 
手数料を徴収する事務 金額（特に定めるものを除き、1件につき） 

89 浄化槽法（昭和58年法律第43号）第35条第1項
の規定に基づく浄化槽清掃業の許可の申請に対

する審査 

20,000円

90 浄化槽清掃業の許可証の再交付 12,000円
222 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1

項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可

又は同条第2項の規定に基づく許可の更新の申請

に対する審査 

20,000円

223 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第6
項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可又は

同条第7項の規定に基づく許可の更新の申請に対

する審査 

20,000円

224 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2
第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業又は

一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の

申請に対する審査 

20,000円

225 一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業

の許可証の再交付 
12,000円

226 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1
項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の

許可の申請に対する審査 

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項
に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可の

申請に係る審査 130,000円 
2 その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可の申

請に係る審査 110,000円 
227 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条の2

の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の

検査 

33,000円

228 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条第1
項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の設置の

許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審

査 

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第4項
に規定する一般廃棄物処理施設の設置の許可に

係る事項の変更の許可の申請に係る審査 

120,000円 
2 その他の一般廃棄物処理施設の設置の許可に係

る事項の変更の許可の申請に係る審査 100,000
円 

229 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2
の4第1項の規定に基づく熱回収施設の認定の申

請に対する審査 

33,000円

230 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の2 20,000円
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の4第2項の規定に基づく熱回収施設の認定の更

新の申請に対する審査 
231 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の5

第1項の規定に基づく一般廃棄物処理施設の譲受

け又は借受けの許可の申請に対する審査 

73,000円

232 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第9条の6
第1項の規定に基づく一般廃棄物の許可施設設置

者である法人の合併又は分割の認可の申請に対

する審査 

73,000円

233 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の

2の2第1項の規定に基づく産業廃棄物処理施設の

検査 

33,000円

234 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の

3の3第1項の規定に基づく熱回収施設の認定の申

請に対する審査 

33,000円

235 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の

3の3第2項の規定に基づく熱回収施設の認定の更

新の申請に対する審査 

20,000円

236 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の

4において準用する同法第9条の5第1項の規定に

基づく産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受け

の許可の申請に対する審査 

73,000円

237 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の

4において準用する同法第9条の6第1項の規定に

基づく産業廃棄物の許可施設設置者である法人

の合併又は分割の認可の申請に対する審査 

73,000円

247 土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第22
条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の

申請に対する審査 

1施設につき240,000円 

248 土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく

汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審

査 

1施設につき220,000円 

249 土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく

汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審

査 

1施設につき220,000円 

250 土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づ

く汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請

に対する審査 

1施設につき120,000円 

251 土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づ

く汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割

の承認の申請に対する審査 

1施設につき120,000円 

252 土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づ

く汚染土壌処理業の許可を受けた地位の承継の

承認の申請に対する審査 

1施設につき120,000円 

253 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42
条第1項の規定に基づく引取業者の登録の申請に

対する審査 

5,000円

254 使用済自動車の再資源化等に関する法律第42
条第2項の規定に基づく引取業者の登録の更新の

申請に対する審査 

4,000円
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255 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53
条第1項の規定に基づくフロン類回収業者の登録

の申請に対する審査 

5,000円

256 使用済自動車の再資源化等に関する法律第53
条第2項の規定に基づくフロン類回収業者の登録

の更新の申請に対する審査 

4,000円
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○船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例 
平成16年３月31日 

条例第19号 
改正 令和３年３月29日条例第13号 

船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例 
船橋市ポイ捨て防止条例（平成10年船橋市条例第23号）の全部を改正する。 
（目的） 

第1条 この条例は、路上喫煙、ポイ捨て及びごみの散乱の防止に関して、市、事業者及び市民等の責

務を明らかにするとともに、路上喫煙、ポイ捨て等防止重点区域（以下「重点区域」という。）に

おける禁止行為その他の必要な事項を定めることにより、もって清潔、安全及び快適な生活環境を

確保することを目的とする。 
（定義） 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
(1) 空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた缶、瓶、ペットボトルその他の容器、たばこの吸

い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物で、投棄されることによって

ごみの散乱の原因となるものをいう。 
(2) 路上喫煙 規則で定める道路上において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つこと

をいう。 
(3) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。 
(4) ごみの散乱 空き缶等がみだりに捨てられること及び散らかることによって生活環境の悪化を

もたらしている状態又はそのおそれのある状態をいう。 
(5) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。 
(6) 市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は本市に滞在し、若しくは市内を通過す

る者をいう。 
(7) 公共の場所 規則で定める道路、公園、河川、広場その他公共の用に供する場所をいう。 
（市の責務） 

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、路上喫煙、ポイ捨て及びごみの散乱の防止に向けて総

合的に施策を実施するものとする。 
２ 市は、路上喫煙、ポイ捨て及びごみの散乱の防止について、事業者及び市民等に対して意識の啓

発を図るとともに、市民等による自主的な活動及び協力を求めるものとする。 
（事業者の責務） 

第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、自己の施設及び事業活動を行う場所並びにその周辺を清

掃し、清潔を保持しなければならない。 
２ ごみの散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売、配布等を行う事業者は、路上喫

煙、ポイ捨て及びごみの散乱の防止について、消費者に対する意識の啓発その他の必要な措置を講

じなければならない。 
３ 自動販売機の設置又は管理を行う事業者は、空き缶等の回収容器を設置し、これを適正に管理し

なければならない。 
４ 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。 

（市民等の責務） 
第5条 市民等は、公共の場所において、喫煙をしないよう努めなければならない。 
２ 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は適切な回収容器、吸い殻入れ等に収

納しなければならない。 
３ 市内に居住する者は、その居住する地域において、路上喫煙、ポイ捨て及びごみの散乱の防止に

ついて、連帯して意識の醸成を図るとともに、清掃活動の充実等に努めなければならない。 
４ 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。 

（土地所有者等の責務） 
第6条 土地、建物又は工作物を所有し、占有し、又は管理する者（以下「土地所有者等」という。）

は、ポイ捨てが行われないようにするため、必要な措置を講じなければならない。 
２ 土地所有者等は、ごみの散乱によって、自己の土地、建物又は工作物及びその周辺地域が清潔、

安全及び快適な生活環境を損なう状況にあるときは、自らの責任において処理しなければならな
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い。 
３ 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならな

い。 
（重点区域の指定） 

第7条 市長は、路上喫煙、ポイ捨て及びごみの散乱を防止し、清潔、安全及び快適な生活環境を確保

することが特に必要であると認められる公共の場所を重点区域として指定することができる。 
２ 前項の規定による指定は、時間帯を限って行うことができる。 
３ 市長は、必要があると認めるときは、重点区域を変更し、又は重点区域の指定を取り消すことが

できる。 
４ 市長は、重点区域の指定、変更又は取消しをしようとするときは、当該重点区域内の居住者及び

事業者の意見を聴くとともに、当該重点区域を管轄する警察署と協議するものとする。 
５ 市長は、第１項の規定による指定又は第３項の規定による変更若しくは取消しをしたときは、規

則で定めるところによりその区域を告示するものとする。 
（路上喫煙の禁止） 

第8条 何人も、重点区域内において、路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が指定した場所にあ

っては、この限りでない。 
（令３条例13・一部改正） 

（ポイ捨ての禁止） 
第9条 何人も、重点区域内において、ポイ捨てをしてはならない。 

（勧告） 
第10条 市長は、第４条第１項から第３項まで、第５条第１項（重点区域内の道路を除く公共の場所

に限る。）及び第２項並びに第６条第１項の規定のいずれかに違反することにより、生活環境を著

しく害していると認められる者に対し、口頭又は書面により必要な勧告をするものとする。 
（令３条例13・一部改正） 

（措置命令） 
第11条 市長は、第４条第１項から第３項まで、第５条第２項及び第６条第１項の規定のいずれかに

違反している者で前条の勧告に従わないものに対し、期間を定めて必要な措置を講ずるよう命ずる

ことができる。 
（公表） 

第12条 市長は、第４条第１項から第３項までの規定のいずれかに違反した者が前条の命令に従わな

いときは、当該違反をしている者に意見を述べる機会を与えた上で、その事実を公表することがで

きる。 
（委任） 

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
（過料） 

第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、２万円以下の過料を科する。 
(1) 第８条の規定に違反した者 
(2) 第９条の規定に違反した者 

２ 市長は、前項の規定に基づき過料を科するための手続その他の行為を市長の指定する職員に行わ

せることができる。 
（令３条例13・一部改正） 

附 則 
この条例は、平成16年10月１日から施行する。ただし、第14条の規定は、平成17年４月１日から施

行する。 
附 則（令和３年３月29日条例第13号） 

この条例中第８条の改正規定は公布の日から、第10条及び第14条の改正規定は令和３年７月１日か

ら施行する。 
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○船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例施行規則 
平成16年９月30日 

規則第90号 
改正 平成20年６月30日規則第74号 

平成25年３月29日規則第28号 
平成28年３月31日規則第71号 
令和３年６月11日規則第70号 

船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例施行規則 
船橋市ポイ捨て防止条例施行規則（平成10年船橋市規則第60号）の全部を改正する。 
（趣旨） 

第1条 この規則は、船橋市路上喫煙及びポイ捨て防止条例（平成16年船橋市条例第19号。以下「条

例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（定義） 

第2条 条例第２条第２号の規則で定める道路とは、道路法（昭和27年法律第180号）第２条第１項に

規定する道路及び同法の適用を受けない公共の用に供されている道路をいう。 
２ 条例第２条第７号の規則で定める道路、公園、河川、広場その他公共の用に供する場所は、次に

掲げる場所とする。 
(1) 道路 前項に規定する道路をいう。 
(2) 公園 都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条第１項に規定する都市公園及び都市計画法

（昭和43年法律第100号）第33条第１項の規定による許可に係る公園をいう。 
(3) 河川 河川法（昭和39年法律第167号）第３条第１項に規定する河川並びに同法の適用又は準

用を受けない公共の用に供されている河川及びため池をいう。 
(4) 広場 都市計画法第11条第１項第２号に規定する広場及び同法第33条第１項の規定による許可

に係る広場をいう。 
(5) その他公共の用に供する場所 港湾法（昭和25年法律第218号）第２条第３項に規定する港湾

区域及び同条第５項に規定する港湾施設その他公共の用に供する場所で市長が定めるものをい

う。 
３ 前２項の規定にかかわらず、第１項に規定する道路及び前項に規定する道路、公園、河川、広場

その他公共の用に供する場所のうち、敷地内に設置されている建築物、工作物及び設備については

これを除外し、市長が喫煙を禁ずる必要がないと認める場所についてはこれを除外することができ

る。 
（事業者による清潔の保持等） 

第3条 条例第４条第１項の規定による清潔の保持は、次に掲げる方法によるものとする。 
(1) ごみの散乱が生じない状態を常に維持すること。 
(2) ごみの散乱によって頻繁に清掃を必要とする状態にある場合は、必要に応じて当該事業者の責

任において回収容器を設置すること。この場合においては、回収容器は、次に掲げる要件を備え

たものでなければならない。 
ア 美観を損なわない位置に設置されるものであること。 
イ 美観を損なわないもので、かつ、適切な分別のもとで収納できる仕様であること。 
ウ 収納容量が確保されているものであること。 

２ 条例第４条第３項の規定により設置する空き缶等の回収容器は、適正な分別のもとで空き缶等を

収納できるものとし、同項の規定による適正な管理は、収納容量を確保し、ごみの散乱が生じない

状態を常に維持するよう行わなければならない。 
（土地所有者等が講ずる必要な措置） 

第4条 条例第６条第１項の必要な措置は、次に掲げるとおりとする。 
(1) 吸い殻入れが設置されていることにより、周辺部に路上喫煙又はポイ捨てが引き起こされてい

ると認められる場合にあっては、吸い殻入れを撤去し、又は清潔、安全及び快適な生活環境の確

保に資する仕様の喫煙設備に改善すること。 
(2) 頻繁にポイ捨てが行われる場合にあっては、ポイ捨てを抑止するための防護柵及び表示を美観

を損なわない方法で設置し、併せてその場所が不特定多数の者の往来があるときは、前条第１項

各号に掲げる方法に準じて清潔を保持すること。この場合において、同項第２号中「当該事業
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者」とあるのは、「当該土地所有者等」と読み替えるものとする。 
（重点区域の指定） 

第5条 市長は、条例第７条第１項の規定により路上喫煙、ポイ捨て等防止重点区域（以下「重点区

域」という。）を指定する場合、同条第２項の規定により時間帯を指定する場合又は同条第３項の

規定により重点区域の変更若しくは取消しをする場合において、清潔、安全及び快適な生活環境を

確保するための総合的な検討が特に必要があると認めるときは、あらかじめ船橋市廃棄物の減量、

資源化及び適正処理に関する条例（平成20年船橋市条例第14号）第37条第１項の船橋市廃棄物減量

等推進審議会の意見を聴くものとする。 
２ 条例第７条第２項の規定による時間帯の指定は、路上喫煙の禁止及びポイ捨ての禁止に関して

各々別に定めることができる。 
３ 条例第７条第５項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 重点区域の名称 
(2) 重点区域として指定、変更又は取消しを行う範囲及び期日 

（平20規則74・平25規則28・一部改正） 
（重点区域内における施策の推進） 

第6条 市長は、重点区域において、路上喫煙、ポイ捨て及びごみの散乱を防止し、清潔、安全及び快

適な生活環境を確保するための施策に協力する団体を認証することができる。 
２ 市長は、前項の施策を推進するに当たり、必要に応じて同項の規定により認証された団体を支援

するものとする。 
（措置命令） 

第7条 条例第11条の規定による命令は、改善措置命令書（第１号様式）により行うものとする。 
（公表） 

第8条 条例第12条の規定による公表は、次に掲げる事項を市役所及び出張所の掲示場に掲示するとと

もに、市広報に掲載して行うものとする。 
(1) 違反した者の氏名及び住所 
(2) 違反の時期及び場所 
(3) 違反の内容 
(4) 措置命令の内容 
(5) 条例第12条の規定による当該違反をしている者の意見の内容 
(6) その他市長が必要があると認める事項 
（過料） 

第9条 条例第14条第１項の規定により過料を科そうとするときは、告知及び弁明の機会付与通知書

（第２号様式）により告知し、及び弁明の機会を付与する。 
２ 前項の規定により弁明の機会を付与された者は、弁明書（第３号様式）により弁明するものとす

る。 
３ 過料を科すときは、過料処分通知書（第４号様式）により行う。 

（身分証明書） 
第10条 条例第14条第２項の規定により過料を科するための手続その他の行為を行う職員は、身分証

明書（第５号様式）を携帯し、関係者に提示しなければならない。 
（補則） 

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
附 則 

（施行期日） 
１ この規則は、平成16年10月１日から施行する。ただし、第９条及び第10条並びに次項の規定は、

平成17年４月１日から施行する。 
（船橋市財務規則の一部改正） 

２ 船橋市財務規則（昭和56年船橋市規則第４号）の一部を次のように改正する。 
〔次のよう〕略 

附 則（平成20年６月30日規則第74号） 
この規則は、平成20年７月１日から施行する。 

附 則（平成25年３月29日規則第28号）抄 
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（施行期日） 
１ この規則は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日規則第71号） 
この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年６月11日規則第70号） 
この規則は、令和３年７月１日から施行する。
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○船橋市一般廃棄物処理施設等整備基金条例 

平成22年３月31日 

条例第14号 

船橋市一般廃棄物処理施設等整備基金条例 

（設置） 

第1条 一般廃棄物処理施設及びこれに関連する施設（以下「一般廃棄物処理施設等」という。）の整

備に必要な資金を積み立てるため、船橋市一般廃棄物処理施設等整備基金（以下「基金」という。）

を設置する。 

（積立て） 

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計の予算の定めるところによる。 

（管理） 

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければ

ならない。 

（運用益金の処理） 

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものと

する。 

（繰替運用） 

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基

金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第6条 基金は、一般廃棄物処理施設等の整備に要する経費に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予

算に計上して処分することができる。 

（委任） 

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成22年４月１日から施行する。 
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〇船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 

平成14年12月27日 

条例第58号 

改正 平成27年12月28日条例第63号 

令和7年3月28日条例第1号 

船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例 

船橋市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規制に関する条例（昭和57年船橋市条例第37

号）の全部を改正する。 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準（第６条） 

第３章 不適正な土砂等の埋立て等の禁止等（第７条・第８条） 

第４章 特定事業の規制（第９条―第30条） 

第５章 特定事業に係る土地所有者の義務等（第31条・第32条） 

第６章 雑則（第33条―第39条） 

第７章 罰則（第40条―第43条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため必要な

規制を行うことにより、市民の生活の安全を確保し、もって市民の生活環境を保全することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 土砂等の埋立て等 土砂等（土砂及びこれに混入し、又は吸着した物をいう。以下同じ。）に

よる土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂等の堆積（製品の製造又は加工のための原材料の堆

積を除く。）を行う行為をいう。 

(2) 特定事業 土砂等の埋立て等に供する区域（宅地造成その他事業の工程の一部において土砂等

の埋立て等が行われる場合であって、当該事業を行う区域内の土壌から採取された土砂等を当該事

業のために使用するものであるときにあっては、当該事業を行う区域）以外の場所から採取された

土砂等による土砂等の埋立て等を行う事業であって、土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500

平方メートル以上又は土砂等の埋立て等に供する土砂等の容積が合算して500立方メートル以上又

は土砂等の埋立て等に供する土砂等の容積が500立方メートル以上であるもの（土砂等の埋立て等

に供する区域の面積が500平方メートル未満かつ容積が500立方メートル未満であっても、その土砂

等の埋立て等に供する区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施工する日前１年以

内に土砂等の埋立て等を行う事業が施工され、又は施工中の場合においては、当該事業の土砂等の

埋立て等に供する区域と既に施工され、又は施工中の土砂等の埋立て等を行う事業の土砂等の埋立

て等に供する区域の面積とが合算して500平方メートル以上又は土砂等の埋立て等に供する土砂等

の容積が合算して500立方メートル以上となるもの（当該土砂等の埋立て等を行う事業の事業区域

の土地所有者又は事業者が同一のものである場合に限る。）を含む。）をいう。 

(3) 小規模特定事業 特定事業であって、特定事業区域の面積が3,000平方メートル未満であり、か

つ、特定事業に供する土砂等の容積が3,000立方メートル未満であるものをいう。 

(4) 特定事業区域 特定事業に供する区域をいう。 

(5) 特定事業場 特定事業区域及び特定事業に供する施設が存する区域をいう。 

(6) 事業者 土砂等の埋立て等を行う者（請負契約等により土砂等の埋立て等を行う者を含む。）

をいう。 

(7) 土地所有者 土砂等の埋立て等に係る土地を所有する者をいう。 

（平27条例63・一部改正） 

（市の責務） 

第３条 市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、土砂等の埋

立て等の適正化に関する施策を推進するものとする。 
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２ 市は、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するため、県等と連携して

土砂等の埋立て等の状況を把握するとともに、不適正な土砂等の埋立て等を監視する体制の整備に努

めるものとする。 

（平27条例63・追加） 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、その事業活動において、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を未然

に防止する責務を有する。 

２ 建設工事、しゅんせつ工事その他の事業を行う者は、その事業活動に伴い副次的に発生する土砂等

の減量化を図るとともに、当該土砂等の製品化その他の有効利用に努めなければならない。 

３ 土砂等を運搬する事業を行う者は、土砂等の埋立て等に使用される土砂等を運搬しようとするとき

は、当該土砂等の汚染状況を確認し、土砂等の埋立て等による土壌の汚染が発生するおそれのある土

砂等を運搬することのないよう努めなければならない。 

４ 事業者は、その事業活動において、土砂等の埋立て等に係る苦情又は紛争が生じたときは、誠意を

もって、その解決に努めなければならない。 

（平27条例63・旧第３条繰下・一部改正） 

（土地所有者の責務） 

第５条 土地所有者は、事業者に対して土地を提供しようとするときは、当該土砂等の埋立て等による

土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらのおそれのある事業者に対して当

該土地を提供することのないよう努めなければならない。 

２ 土地所有者は、自己の所有する土地に係る土砂等の埋立て等に係る苦情又は紛争が生じたときは、

誠意をもって、その解決に努めなければならない。 

（平27条例63・旧第４条繰下・一部改正） 

第２章 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準 

第６条 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の安全基準（以下「安全基準」という。）は、環境基本

法（平成５年法律第91号）第16条第１項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に準じて、規則で定め

る。 

（平27条例63・一部改正） 

第３章 不適正な土砂等の埋立て等の禁止等 

（安全基準に適合しない土砂等による土砂等の埋立て等の禁止等） 

第７条 何人も、安全基準に適合しない土砂等を使用して、土砂等の埋立て等を行ってはならない。 

２ 市長は、土砂等の埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されているおそれがあると認める

ときは、当該事業者に対し、土砂等の埋立て等に使用される土砂等が安全基準に適合していることを

証する書類等を提出させ、直ちに当該土砂等の埋立て等を停止し、又は期限を定めて現状を保全する

ために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

３ 市長は、土砂等の埋立て等に安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、

速やかに当該土砂等及び当該土砂等の埋立て等が行われ、又は行われた場所の土壌に係る情報を住民

に提供するとともに、当該事業者に対し、期限を定めて当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等（当

該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。）の全部若しくは一部を撤去し、

又は当該土砂等の埋立て等による土壌の汚染を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずる

ことができる。 

（平27条例63・一部改正） 

（土砂等の埋立て等による崩落等の防止措置等） 

第８条 事業者は、当該土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、又は流出しないよう

に必要な措置を講じなければならない。 

２ 市長は、土砂等の埋立て等に使用された土砂等が崩落し、飛散し、若しくは流出し、又はこれらの

おそれがあると認めるときは、必要に応じ、当該事業者に対し、期限を定めてこれらを復旧し、又は

防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

（平27条例63・一部改正） 

第４章 特定事業の規制 

（特定事業の許可） 

第９条 特定事業を行おうとする者は、特定事業区域ごとに、あらかじめ市長の許可を受けなければな
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らない。ただし、当該特定事業が次の各号のいずれかに掲げる事業である場合にあっては、この限り

でない。 

(1) 国、地方公共団体その他規則で定める公共的団体が行う事業（以下「公共事業」という。） 

(2) 採石法（昭和25年法律第291号）、砂利採取法（昭和43年法律第74号）、千葉県土採取条例（昭

和49年千葉県条例第１号）その他の法令及び条例（以下「法令等」という。）に基づき許認可等（許

可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。以下同じ。）がなされた

採取場から採取された土砂等を販売するために一時的に土砂等の堆積を行う事業 

(3) その他規則で定める事業 

（平27条例63・一部改正） 

（特定事業に係る土地所有者の同意） 

第10条 前条の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該申請に

係る特定事業区域内の土地所有者に対し、当該申請が、第12条第１項の規定によるものである場合に

あっては同項第１号から第10号までに掲げる事項を、同条第２項の規定によるものである場合にあっ

ては同項第１号から第６号までに掲げる事項を説明し、その同意を得なければならない。ただし、特

定事業区域の全部を、前条の許可を受けようとする者のみが所有している場合にあっては、この限り

でない。 

（平27条例63・追加） 

（事前協議） 

第11条 第９条又は第14条第１項の許可の申請をしようとする者は、あらかじめ特定事業の計画につい

て、市長と協議しなければならない。 

（平27条例63・追加） 

（許可の申請） 

第12条 第９条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域及びそ

の周辺の状況を示す図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 特定事業区域の位置及び面積 

(3) 現場事務所（土砂等の搬入（次項に規定する一時堆積事業である場合にあっては、搬入及び搬

出）を管理するための事務所をいう。以下同じ。）その他特定事業に供する施設の設置計画及び位

置 

(4) 特定事業に係る現場責任者の氏名及び職名 

(5) 特定事業区域の表土の地質の状況 

(6) 特定事業に使用される土砂等の量及びその期間 

(7) 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造 

(8) 特定事業に使用される土砂等が発生し、又は採取された場所（以下「発生場所」という。）並

びに当該発生場所からの搬入予定量及び搬入計画に関する事項 

(9) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うた

めに必要な措置 

(10) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用され

た土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置 

(11) その他規則で定める事項 

２ 前項の規定にかかわらず、第９条の許可を受けようとする特定事業が他の場所への搬出を目的とし

て土砂等の堆積を行う特定事業（以下「一時堆積事業」という。）である場合にあっては、当該許可

を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に特定事業区域及びその周辺の状況を示す

図面その他の規則で定める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 前項第１号から第４号までに掲げる事項 

(2) 特定事業区域の表土の地質の状況（当該表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造

である場合にあっては、その構造） 

(3) 年間の特定事業に使用される土砂等の搬入及び搬出の予定量 

(4) 特定事業に供する施設及び土砂等の堆積の構造 

(5) 特定事業場の区域以外の地域への排水の水質検査を行うために設置する施設の構造 
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(6) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の発生場所ごとに当該土砂等を区分するた

めに必要な措置 

(7) その他規則で定める事項 

３ 前２項の規定にかかわらず、第９条の許可を受けようとする特定事業が小規模特定事業である場合

にあっては、当該許可を受けようとする者は、第１項第３号、第５号、第９号及び第10号又は前項第

１号（第１項第３号に掲げる事項に限る。）、第２号、第５号及び第６号に掲げる事項の記載を要し

ない。 

（平27条例63・旧第10条繰下・一部改正） 

（許可の基準） 

第13条 市長は、第９条の許可の申請が前条第１項の規定によるものである場合にあっては、当該申請

が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、第９条の許可をしてはならない。 

(1) 第９条の許可を受けようとする者が次のアからケまでのいずれにも該当しないこと。 

ア 第７条第２項若しくは第３項、第８条第２項、第27条第１項若しくは第２項又は第29条第１項

若しくは第２項の規定により命令を受け、必要な措置を完了していない者 

イ 第28条第１項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から３年を経過しない者（当該

許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る船橋市行政手続

条例（平成９年船橋市条例第２号）第14条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人

の役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いか

なる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに

準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものを含む。）であった者で当該取消

しの日から３年を経過しないものを含む。）。ただし、許可を受けようとする者が第28条第１

項第３号又は第７号に該当することにより当該許可を取り消された者である場合は、この限り

でない。 

ウ 第28条第１項の規定により特定事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 

エ 特定事業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があ

る者 

オ 船橋市暴力団排除条例（平成24年船橋市条例第18号）第２条第３号に規定する暴力団員等（以

下「暴力団員等」という。） 

カ 特定事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人（法定代理人が

法人である場合にあっては、当該法人の役員を含む。）がアからオまでのいずれかに該当する

もの 

キ 法人でその役員又は規則で定める使用人がアからオまでのいずれかに該当するもの 

ク 個人で規則で定める使用人のうちにアからオまでのいずれかに該当する者のあるもの 

ケ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの 

(2) 第10条に規定する同意を得ていること。ただし、同条ただし書に規定する場合にあっては、こ

の限りでない。 

(3) 特定事業が３年以内に完了するものであること。 

(4) 現場事務所を設置すること。 

(5) 特定事業に係る現場責任者を置くこと。 

(6) 特定事業区域の表土が安全基準に適合する土砂等であること。 

(7) 特定事業が完了した場合において、当該特定事業に使用された土砂等の堆積の構造が、特定事

業区域以外の地域への当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとし

て規則で定める構造上の基準に適合するものであること。 

(8) 特定事業に使用される土砂等の発生場所が特定していること。 

(9) 許可を受けた日から６月以内に当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入する計画となって

いること。 

(10) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うた

めに必要な措置が図られていること。 

(11) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用され

た土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が図られていること。 

２ 市長は、第９条の許可の申請が前条第２項の規定によるものである場合にあっては、当該申請が前
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項第１号、第２号、第４号及び第５号並びに次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、

第９条の許可をしてはならない。 

(1) 特定事業が５年以内に完了するものであること。 

(2) 特定事業区域の表土が安全基準に適合する土砂等であること。ただし、当該表土と特定事業に

使用される土砂等が遮断され、土壌の汚染が防止されていると認められる場合にあっては、この限

りでない。 

(3) 特定事業場の構造が、当該特定事業場の区域以外の地域への特定事業に使用された土砂等の崩

落、飛散又は流出による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める構造上の基準に適合す

るものであること。 

(4) 特定事業場の区域以外の地域への排水の水質検査を行うための施設が設置されていること。 

(5) 特定事業に使用される土砂等について、当該土砂等の発生場所ごとに当該土砂等を区分するた

めに必要な措置が図られていること。 

３ 第９条の許可の申請に係る特定事業が小規模特定事業である場合にあっては、第１項第４号、第６

号、第10号及び第11号又は前項第１号、第３号及び第４号の規定は、適用しない。 

４ 第９条の許可の申請が、法令等に基づく許認可等を要する行為に係るものであって、当該行為につ

いて、当該法令等により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置

が図られているものとして規則で定めるものである場合にあっては、第１項第７号及び第11号又は第

２項第３号の規定は、適用しない。 

（平27条例63・旧第11条繰下・一部改正） 

（変更の許可等） 

第14条 第９条の許可を受けた者は、第12条第１項各号又は第２項各号に掲げる事項を変更しようとす

るときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更をしよ

うとするときは、この限りでない。 

２ 第９条の許可を受けた者が第７条第２項若しくは第３項、第８条第２項、第27条第１項若しくは第

２項又は第29条第１項若しくは第２項の規定による命令に従って、当該許可に係る第12条第１項各号

又は第２項各号に掲げる事項を変更しようとする場合は、前項の規定は、適用しない。 

３ 第１項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める書類及び図

面を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 変更の内容及びその理由 

(3) その他規則で定める事項 

４ 市長は、第１項の許可の申請が前項の規定によるものである場合にあっては、当該申請が次の各号

のいずれかに該当するときは、第１項の許可をしてはならない。 

(1) 第９条の許可に係る特定事業の期間を変更する場合であって、当該許可に係る特定事業の期間

が満了する日から起算して１年を超えて変更するとき（第１項の許可の申請が一時堆積事業に係る

ものであるとき又は当該申請に係る特定事業が法令等に基づく許認可等を要する行為等に係る場

合であって市長が必要があると認めるときを除く。）。 

(2) 第９条の許可に係る特定事業区域の面積を変更する場合であって、新たに特定事業区域となる

区域の面積が当該許可に係る特定事業区域の面積の２倍を超えて変更するとき（第１項の申請に係

る特定事業が法令等に基づく許認可等を要する行為等に係る場合であって市長が必要があると認

めるときを除く。）。 

(3) 第１項の許可を受けようとする者が第７条第２項若しくは第３項、第８条第２項、第27条第１

項若しくは第２項又は第29条第１項若しくは第２項の規定により命令を受けている場合であって、

必要な措置を完了していないとき。 

５ 第10条及び前条（第１項第３号を除く。）の規定は、第１項の許可について準用する。 

（平27条例63・旧第12条繰下・一部改正） 

（軽微な変更の届出） 

第15条 第９条の許可を受けた者は、前条第１項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅

滞なく、その旨を市長に届け出るとともに、当該届出をする者のみが特定事業区域内の土地の全部を

所有している場合を除き、第10条の同意をした特定事業区域内の土地所有者に通知しなければならな

い。 
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（平27条例63・追加） 

（許可の条件） 

第16条 第９条の許可（第14条第１項及び第25条第１項の許可を含む。以下この章において同じ。）に

は、条件を付することができる。この場合において、その条件は、当該第９条の許可を受けた者に不

当な義務を課するものであってはならない。 

（平27条例63・旧第14条繰下・一部改正） 

（標識の設置等） 

第17条 第９条の許可を受けた者又は第15条の規定による届出をした者は、規則で定めるところにより、

当該許可に係る特定事業場の公衆の見やすい場所に、当該許可に係る特定事業が施工されている間、

事業者の氏名又は名称、現場責任者の氏名及び職名、土砂等の埋立て等に使用する土砂等の発生場所

その他規則で定める事項を記載した標識を設置しなければならない。 

２ 第９条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る特定事業区域と当該特定

事業区域以外の地域との境界にその境界を明らかにする表示を行わなければならない。 

（平27条例63・追加） 

（特定事業の着手の届出） 

第18条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業に着手したときは、着手した日から起算

して10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。 

（平27条例63・追加） 

（土砂等の搬入の届出） 

第19条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域に土砂等を搬入しようとするときは、

当該土砂等の発生場所ごとに、当該土砂等が当該発生場所から採取された土砂等であることを証する

ために必要な書面で規則で定めるもの及び当該土砂等が安全基準に適合していることを証するため

に必要な書面で規則で定めるものを添付して市長に届け出なければならない。ただし、次の各号のい

ずれかに該当する場合にあっては、当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な

書面で規則で定めるものの添付は、これを省略することができる。 

(1) 当該土砂等が公共事業により発生した土砂等である場合であって、安全基準に適合しているこ

とについてあらかじめ市長の承認を受けたものであるとき。 

(2) 当該土砂等が法令等に基づき許認可等がなされた土砂等の採取場から採取された土砂等である

場合であって、当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で定

めるものが添付されたとき。 

(3) 当該土砂等が他の場所への搬出を目的として土砂等の堆積を行う場所（当該場所において土砂

等の発生場所が明確に区分されているものに限る。）から採取された土砂等である場合であって、

当該発生場所から採取されたことを証するために必要な書面で規則で定めるもの及び安全基準に

適合していることを証するために必要な書面で規則で定めるものが添付されたとき。 

(4) その他当該土砂等について、土壌の汚染のおそれがないと市長が認めた場合 

（平27条例63・旧第15条繰下・一部改正） 

（土砂等管理台帳の作成等） 

第20条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等について、発生場所

ごとに、次に掲げる事項を記載した土砂等管理台帳を作成しなければならない。 

(1) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等の発生場所からの運搬手段 

(2) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等がその過程において一時的堆積が行われたも

のである場合は、当該一時的堆積が行われた場所（当該場所において土砂等の発生場所が明確に区

分されているものに限る。） 

(3) 当該許可に係る特定事業区域に搬入された土砂等の１日当たりの量 

(4) 当該許可に係る特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、当該許可に係る特定事業区域

から搬出された土砂等の１日当たりの量及び搬出先ごとの内訳 

(5) その他規則で定める事項 

２ 第９条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、前項に規定する土砂等管理台

帳の写しを添付して、当該許可に係る特定事業に使用された土砂等の量（当該特定事業が一時堆積事

業である場合にあっては、搬入され、及び搬出された土砂等の量）を市長に報告しなければならない。 

（平27条例63・追加） 
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（地質検査等の報告） 

第21条 第９条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、定期的に、当該許可に係る特定事業

区域の土壌についての地質検査及び当該特定事業区域（当該許可に係る特定事業が一時堆積事業であ

る場合にあっては、当該一時堆積事業の特定事業場の区域）以外の地域への排水の水質検査を行い、

その結果を市長に報告しなければならない。ただし、当該許可に係る特定事業が小規模特定事業であ

る場合であって、市長がこれらの検査を行う必要がないと認めるときは、当該水質検査を行い、報告

することを要しない。 

２ 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業区域の土壌中に安全基準に適合しない土砂等

があることを確認したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。 

（平27条例63・旧第17条繰下・一部改正） 

（関係書類等の縦覧） 

第22条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る現場事務所（当該許可に係る特定事業が小規模特

定事業である場合にあっては、市長が指定する場所）において、当該許可に係る特定事業が施工され

ている間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類及び図面の写し並びに第20

条第１項に規定する土砂等管理台帳を縦覧に供しなければならない。 

（平27条例63・旧第18条繰下・一部改正） 

（特定事業の廃止等） 

第23条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を廃止し、又は休止しようとするときは、

あらかじめ、当該特定事業の廃止又は休止後の当該特定事業による土壌の汚染及び当該特定事業に使

用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置に係る工程その

他規則で定める事項を市長に届け出るとともに、当該工程に基づいて当該措置を講じた上で、当該特

定事業の廃止をし、又は休止をしなければならない。ただし、当該特定事業の休止をしようとする場

合であって、当該休止をしようとする期間が２月未満であるときは、届け出ることを要しない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出の内容が当該特定事業の廃止

又は休止に当たって支障がないかどうかの確認を行うとともに、必要に応じて現地調査を行うものと

する。 

３ 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を廃止したときは、遅滞なく、規則で定める

ところによりその旨を市長に届け出なければならない。 

４ 前項の規定による廃止の届出があったときは、第９条の許可は、その効力を失う。 

５ 市長は、第３項の規定による特定事業の廃止の届出があったときは、速やかに当該特定事業につい

て第１項の措置が講じられているかどうかの確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなけ

ればならない。 

６ 前項の規定により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講

じられていない旨の通知を受けた者は、第３項の規定による廃止の届出に係る特定事業に使用された

土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

（平27条例63・旧第20条繰下・一部改正） 

（特定事業の完了等） 

第24条 第９条の許可を受けた者は、当該許可に係る特定事業を完了したときは、遅滞なく、規則で定

めるところによりその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに当該届出に係る特定事業による土壌の汚

染がないかどうか及び当該届出に係る特定事業区域が第９条の許可の内容に適合しているかどうか

の確認を行い、その結果を当該届出をした者に通知しなければならない。 

３ 前項の規定により土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が講

じられていない旨の通知を受けた者は、第１項の規定による届出に係る特定事業に使用された土砂等

の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

（平27条例63・旧第21条繰下・一部改正） 

（譲受け） 

第25条 第９条の許可を受けた者から当該許可に係る特定事業の全部を譲り受けようとする者（以下

「譲受人」という。）は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、規則で定める書類を添付

して市長に提出しなければならない。 
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(1) 譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 譲渡人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(3) 譲受人が第13条第１項第１号カに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名又

は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(4) その他規則で定める事項 

３ 市長は、第１項の許可の申請が前項の規定によるものである場合にあっては、当該申請に係る許可

を受けようとする者が第13条第１項第１号アからケまでに掲げるいずれかの者であるときは、第１項

の許可をしてはならない。 

４ 第１項の許可を受けて特定事業を譲り受けた者は、当該特定事業に係る第９条の許可を受けた者の

当該許可に基づく地位を承継する。 

５ 前項の規定により第９条の許可を受けた者の地位を承継した者は、その者のみが特定事業区域内の

土地の全部を所有している場合を除き、その旨を特定事業区域内の土地所有者に通知しなければなら

ない。 

（平27条例63・追加） 

（相続等） 

第26条 第９条の許可を受けた者について相続、合併又は分割（その特定事業の全部を承継させるもの

に限る。）があったときは、相続人（相続人が２人以上ある場合において、その全員の同意により承

継すべき相続人を選定したときは、その者）、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法

人又は分割によりその特定事業の全部を承継した法人は、当該許可に基づく地位を承継する。 

２ 前項の規定により第９条の許可を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なくその事実を証する書面

を添付して、その旨を市長に届け出るとともに、その者のみが特定事業区域内の土地の全部を所有し

ている場合を除き、特定事業区域内の土地所有者に通知しなければならない。 

（平27条例63・旧第22条繰下・一部改正） 

（措置命令） 

第27条 市長は、特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため

緊急の必要があると認めるときは、当該特定事業を行う第９条の許可を受けた者（第14条第１項の規

定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更した者を除く。）に対し、

当該特定事業を停止し、又は期限を定めて当該特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流

出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

２ 市長は、第９条又は第14条第１項の規定に違反して特定事業を行った者に対し、当該特定事業を停

止し、期限を定めて当該特定事業に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は土砂等の崩

落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることが

できる。 

（平27条例63・旧第23条繰下・一部改正） 

（許可の取消し等） 

第28条 市長は、第９条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消

し、又は６月以内の期間を定めて当該許可に係る特定事業の停止を命ずることができる。 

(1) 第７条第２項若しくは第３項又は第８条第２項の規定による命令に違反したとき。 

(2) 偽りその他不正の手段により第９条の許可を受けたとき。 

(3) 第９条の許可に係る土砂等の埋立て等を引き続き１年以上行っていないとき。 

(4) 第13条第１項第１号オ若しくはケに該当するに至ったとき又は第９条の許可を受けた当時同号

オ若しくはケに該当していたことが判明したとき。 

(5) 第13条第１項第１号カからクまで（同号オに係るものに限る。）のいずれかに該当するに至っ

たとき又は第９条の許可を受けた当時同号カからクまで（同号オに係るものに限る。）のいずれか

に該当していたことが判明したとき。 

(6) 第14条第１項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更し

たとき。 

(7) 第16条の条件に違反したとき。 

(8) 第17条から第22条までの規定に違反したとき。 

(9) 第26条第１項の規定により第９条の許可を受けた者の地位を承継した者が当該地位を承継した

際、第13条第１項第１号アからケまでのいずれかに該当するとき。 
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(10) 前条第１項又は第２項の規定による命令に違反したとき。 

２ 前項の規定により第９条の許可の取消しを受けた者（当該取消しに係る特定事業について前条第１

項又は第２項の規定による命令を受けた者を除く。）は、当該取消しに係る特定事業に使用された土

砂等の全部又は一部の撤去その他当該土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため

に必要な措置を講じなければならない。 

（平27条例63・旧第24条繰下・一部改正） 

（廃止、完了又は取消しに伴う義務違反に対する措置命令） 

第29条 市長は、第23条第６項又は第24条第３項の規定に違反した者に対し、期限を定めてその特定事

業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべ

きことを命ずることができる。 

２ 市長は、前条第２項の規定に違反した者に対し、期限を定めて、特定事業に使用された土砂等の全

部若しくは一部を撤去し、又は当該土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するた

めに必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

（平27条例63・旧第25条繰下・一部改正） 

（関係書類等の保存） 

第30条 第９条の許可を受けた者は、当該特定事業について第23条第３項の規定による廃止の届出若し

くは第24条第１項の規定による完了の届出をした日又は第28条第１項の規定による第９条の許可の

取消しの通知を受けた日から５年間、当該特定事業に関しこの条例の規定により市長に提出した書類

及び図面の写しを保存しなければならない。 

２ 第９条第１項の許可を受けた者は、第20条第１項に規定する土砂等管理台帳を、特定事業の完了後

５年間保存しなければならない。 

（平27条例63・旧第26条繰下・一部改正） 

第５章 特定事業に係る土地所有者の義務等 

（平27条例63・追加） 

（特定事業に係る土地所有者の義務） 

第31条 土地所有者は、第10条（第14条第５項において準用する場合を含む。以下同じ。）の同意をし

ようとするときは、当該同意に係る特定事業が一時堆積事業以外の特定事業である場合にあっては当

該特定事業が完了した後の土地の利用計画を踏まえて第12条第１項第１号から第10号までに掲げる

事項を、当該特定事業が一時堆積事業である場合にあっては同条第２項第１号から第６号までに掲げ

る事項を確認しなければならない。 

２ 第10条の同意をした土地所有者は、当該同意に係る特定事業による土壌の汚染及び土砂等の崩落、

飛散又は流出による災害の発生を防止するため、当該特定事業が行われている間、規則で定めるとこ

ろにより、定期的に当該特定事業の施工の状況を把握しなければならない。 

３ 第10条の同意をした土地所有者は、当該同意に係る特定事業による土壌の汚染及び土砂等の崩落、

飛散若しくは流出による災害が発生し、又はこれらのおそれがあることを知ったときは、直ちに、市

長に通報するとともに、当該事業者に対し、当該特定事業の中止を求め、若しくは現状回復その他必

要な措置を講ずるよう求め、又は自ら原状回復その他必要な措置を講じなければならない。 

（平27条例63・追加） 

（特定事業に係る土地所有者に対する措置命令） 

第32条 市長は、特定事業に安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、当

該特定事業に係る第10条の同意をした土地所有者に対し、期限を定めて、当該特定事業に使用された

土砂等（当該土砂等により安全基準に適合しないこととなった土砂等を含む。）の全部若しくは一部

を撤去し、又は当該特定事業による土壌の汚染を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずる

ことができる。 

２ 市長は、特定事業に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急

の必要があると認めるときは、当該特定事業区域の土地所有者に対し、期限を定めて、当該特定事業

に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講ずべき

ことを命ずることができる。 

（平27条例63・追加） 

第６章 雑則 

（平27条例63・旧第５章繰下） 
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（報告の徴収） 

第33条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、その業務に関し報告をさせる

ことができる。 

２ 市長は、この条例の施行に必要な限度において、土地所有者に対し、その所有する土地に係る土砂

等の埋立て等に関し報告を求めることができる。 

（平27条例63・旧第27条繰下・一部改正） 

（立入検査） 

第34条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員をして事業者の現場事務所、事業場

その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又

は検査の用に供する土砂等を無償で収去させることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（平27条例63・旧第28条繰下・一部改正） 

（許可等に関する意見聴取） 

第35条 市長は、第９条、第14条第１項又は第25条第１項の許可をしようとするときは、第13条第１項

第１号オからケまでのいずれかに該当する事由（同号カからクまでのいずれかに該当する事由にあっ

ては、同号オに係るものに限る。以下同じ。）の有無について、千葉県警察本部長の意見を聴くもの

とする。 

２ 市長は、第28条第１項の規定による処分をしようとするときは、第13条第１項第１号オからケまで

のいずれかに該当する事由の有無について、千葉県警察本部長の意見を聴くことができる。 

（平27条例63・追加） 

（他の地方公共団体等への照会等） 

第36条 市長は、前条に規定するもののほか、この条例の規定に基づく事務に関し、他の地方公共団体

その他市長が必要と認める機関に対し、照会をし、又は協力を求めることができる。 

（平27条例63・追加） 

（手数料） 

第37条 次の各号に掲げる者は、申請の際、当該各号に定めるところにより、手数料を納付しなければ

ならない。 

(1) 第９条の許可を受けようとする者 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに

定める手数料 

ア 特定事業が小規模特定事業の場合 １件につき 36,000円 

イ アに掲げる場合以外の場合 １件につき 48,000円 

(2) 第14条第１項の許可を受けようとする者 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又

はイに定める手数料 

ア 特定事業が小規模特定事業の場合 １件につき 20,000円 

イ アに掲げる場合以外の場合 １件につき 28,000円 

(3) 第25条第１項の許可を受けようとする者 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又

はイに定める手数料 

ア 特定事業が小規模特定事業の場合 １件につき 24,000円 

イ アに掲げる場合以外の場合 １件につき 28,000円 

（平27条例63・旧第29条繰下・一部改正） 

（公表） 

第38条 市長は、土壌の汚染及び災害の発生を防止するため必要があると認めるときは、規則で定める

ところにより、次に掲げる者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並び

に違反等の事実及びその内容を公表することができる。 

(1) 第７条第２項若しくは第３項、第８条第２項、第27条第１項若しくは第２項、第28条第１項又

は第29条第１項若しくは第２項の規定による命令に違反した者 

(2) 第９条、第14条第１項又は第25条第１項の規定に違反して特定事業を行った者 

(3) 第16条の規定により付された条件に違反して特定事業を行った者 

（平27条例63・追加） 
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（委任） 

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平27条例63・旧第30条繰下） 

第７章 罰則 

（平27条例63・旧第６章繰下） 

（罰則） 

第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。 

(1) 第7条第2項若しくは第3項、第8条第2項、第27条第1項若しくは第2項、第28条第1項、第29条第1

項若しくは第2項又は第32条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者 

(2) 第9条、第14条第1項又は第25条第1項の規定に違反して特定事業を行った者 

(平27条例63・旧第31条繰下・一部改正、令7条例1・一部改正) 

第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 

(1) 第19条の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、土砂等を搬入した者 

(2) 第20条第１項の規定に違反して、土砂等管理台帳を作成せず、又は同項各号に規定する事項を

記載せず、若しくは虚偽の記載をした者 

(3) 第20条第２項、第21条第１項若しくは第２項又は第33条の規定による報告をせず、又は虚偽の

報告をした者 

(4) 第30条第２項の規定に違反して、土砂等管理台帳を保存しなかった者 

(5) 第34条第１項の規定による立入検査若しくは土砂等の収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又

は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

（平27条例63・旧第32条繰下・一部改正） 

第42条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 

(1) 第15条、第18条、第23条第３項、第24条第１項又は第26条第２項の規定による届出をせず、又

は虚偽の届出をした者 

(2) 第17条第１項の規定に違反した者 

(3) 第30条第１項の規定に違反して、書類又は図面の写しを保存しなかった者 

（平27条例63・旧第33条繰下・一部改正） 

（両罰規定） 

第43条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

に関して前３条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の

罰金刑を科する。 

（平27条例63・旧第34条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規制に関する条

例（以下「改正前の条例」という。）第５条の規定による許可を受けて事業を行っている者は、第９

条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して６月間は、なお従前の例により当該事業を

行うことができる。その者がその期間内に当該事業の区域について第９条の許可を申請した場合にお

いて、許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。 

３ この条例の施行の際現に発せられている改正前の条例第９条の規定による命令は、なお効力を有す

る。前項の期間経過の際現に同項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の条例第９条

の規定により発せられている命令についても、同様とする。 

４ この条例の施行前にした行為、附則第２項の規定によりなお従前の例によることとされる事業に係

るこの条例の施行後にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる命令に違反し

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成27年12月28日条例第63号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。ただし、第２条各号列記以外の部分、同条第１号、

第９条ただし書及び同条第２号の改正規定、第10条第２項各号列記以外の部分の改正規定（「前条」
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を「第９条」に改める部分を除く。）、同項第４号の改正規定、第11条第１項各号列記以外の部分の

改正規定、同項第３号の改正規定（「たい積」を「堆積」に改める部分に限る。）、第15条第３号の

改正規定（「たい積」を「堆積」に改める部分に限る。）並びに第17条第１項本文、第31条各号列記

以外の部分、第32条各号列記以外の部分及び第33条各号列記以外の部分の改正規定は、公布の日から

施行する。 

（経過措置） 

２ 平成28年４月１日（以下「施行日」という。）前に改正前の第９条の許可を受けた者及び同条の許

可の申請をした者に係るこの条例（前項ただし書に規定する改正規定を除く。）による改正後の船橋

市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の適用については、なお従

前の例による。 

３ 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則(令和 7年 3月 28 日条例第 1号)抄 

(施行期日) 

１ この条例は、令和 7年 6月 1日から施行する。 

(罰則の適用等に関する経過措置) 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、な

お効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適

用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和 4 年法律第 67 号。以

下「刑法等一部改正法」という。)第 2 条の規定による改正前の刑法(明治 40 年法律第 45 号。以下こ

の項において「旧刑法」という。)第 12 条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。

以下この項において同じ。)、旧刑法第 13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限

る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第 16 条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含ま

れるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、

旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

(人の資格に関する経過措置) 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお

効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に

関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期

拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を

同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 
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○船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則 
平成15年３月13日 

規則第６号 

改正 平成16年６月30日規則第85号 

平成17年３月28日規則第４号 

平成17年３月31日規則第51号 

平成17年９月30日規則第78号 

平成19年10月30日規則第77号 

平成24年12月13日規則第172号 

平成26年３月５日規則第２号 

平成27年７月30日規則第83号 

平成28年３月31日規則第107号 

平成29年３月13日規則第10号 

平成29年８月31日規則第76号 

平成31年３月29日規則第16号 

令和２年３月31日規則第62号 

令和３年３月18日規則第８号 

令和５年５月25日規則第75号 

 
 

船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則 
船橋市土砂等による土地の埋立、盛土及びたい積行為の規制に関する条例施行規則（昭和57年船橋市

規則第73号）の全部を改正する。 
（趣旨） 

第1条 この規則は、船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例（平

成14年船橋市条例第58号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（安全基準） 

第2条 条例第６条の安全基準は、別表第１に定めるとおりとする。 
２ 前項の安全基準に適合しているかどうかは、別表第１に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土砂等

の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、それぞれ土壌

の汚染に係る環境基準について（平成３年環境庁告示第46号。以下「告示」という。）別表測定方法

の欄に掲げる方法により測定した測定値により判断するものとする。 
（平24規則172・平28規則107・一部改正） 

（公共的団体の範囲） 
第3条 条例第９条第１号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。 

(1) 独立行政法人都市再生機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構、成田国際空港株式会社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人労働

者健康安全機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人中小企業基盤整備

機構及び日本中央競馬会 
(2) 地方住宅供給公社法（昭和40年法律第124号）に基づき設立された地方住宅供給公社 
(3) 地方道路公社法（昭和45年法律第82号）に基づき設立された地方道路公社 
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和47年法律第66号）第10条第１項の規定により設立され

た土地開発公社 
(5) 土地改良法（昭和24年法律第195号）第10条第１項の規定により認可された土地改良区 
(6) 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第14条第１項の規定により認可された土地区画整理組

合 
(7) 国又は地方公共団体がその資本金、基本金その他これらに準ずるものの２分の１以上を出資して

いる法人であって、土壌の汚染又は災害の防止に関し、国又は地方公共団体と同等以上の審査能力

があるものとして市長の認定を受けた者 
２ 前項第７号の規定による市長の認定を受けようとする者は、公共的団体認定申請書（第１号様式）
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に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 
(1) 定款又は寄附行為の写し 
(2) 法人の登記事項証明書 
(3) 事業報告書、損益計算書及び貸借対照表 
(4) その他市長が必要があると認める書類 

３ 市長は、第１項第７号の規定により認定をしたときは公共的団体認定通知書（第２号様式）により、

認定をしないこととしたときはその旨を書面により、当該認定の申請をした者に通知する。 
（平16規則85・平17規則４・平17規則78・平19規則77・平24規則172・平26規則２・平28
規則107・平29規則76・一部改正） 

（適用除外の事業） 
第4条 条例第９条第３号の規則で定める事業は、次に掲げるものとする。 

(1) 運動場、駐車場、緑地その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う事

業（当該施設の新設若しくは移設又は範囲の拡大に該当するものを除く。） 
(2) 災害復旧のために必要な応急措置として行う事業 
(3) 法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行に伴う事業 
(4) その他市長が認める事業 

（平28規則107・追加、令２規則62・一部改正） 
（土地所有者の同意） 

第5条 条例第10条（条例第14条第５項において準用する場合を含む。）の同意は、特定事業区域内土

地使用同意書（第３号様式）（当該同意に係る特定事業が条例第12条第２項に規定する一時堆積事業

である場合にあっては、特定事業（一時堆積事業）区域内土地使用同意書（第４号様式））により行

わなければならない。 
（平28規則107・追加） 

（事前協議書） 
第6条 条例第11条の規定により協議をしようとする者は、特定事業（変更）許可事前協議書（第５号

様式）に市長が必要があると認める書類及び図面を添付して市長に提出しなければならない。 
２ 市長は、条例第11条の規定による協議が成立したときは、特定事業（変更）許可事前協議済書（第

６号様式）を、協議をした者に交付するものとする。 
３ 特定事業（変更）許可事前協議済書の有効期間は、これを交付した日の翌日から起算して１年を経

過する日までの期間とする。 
（平28規則107・追加） 

（事前協議の特例） 
第7条 船橋市環境共生まちづくり条例（平成７年船橋市条例第21号）第12条に規定する開発協議は、

条例第11条の規定による協議とみなす。 
（平28規則107・追加） 

（許可の申請） 
第8条 条例第12条第１項に規定する申請書は、特定事業許可申請書（第７号様式）とする。 
２ 条例第12条第１項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。 

(1) 申請者の住民票の写し（申請者が法人の場合にあっては、当該法人の登記事項証明書） 
(2) 申請者の印鑑登録証明書（法人である場合にあっては、印鑑証明書） 
(3) 誓約書（第８号様式） 
(4) 申請者が条例第13条第１項第１号カに規定する未成年者（以下「未成年者」という。）である

場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人である場合にあっては、当該

法人の登記事項証明書及び役員の住民票の写し） 
(5) 申請者が法人である場合にあっては、その役員の住民票の写し 
(6) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の５以上の株式を有する株主又は出

資の額の100分の５以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の住

民票の写し（これらの者が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書） 
(7) 申請者に次条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し 
(8) 特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し 
(9) 特定事業区域内土地使用同意書及び同意した者の印鑑登録証明書（法人である場合にあっては、
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印鑑証明書） 
(10) 特定事業場の土地所有者及び隣接土地所有者（農地である場合にあっては、耕作者を含む。）

の土砂等の埋立て等に関する施工同意書（第９号様式）。ただし、特定事業区域の土地所有者と同

一の者が特定事業場又は隣接地の土地所有者である場合その他市長が認める場合にあっては、この

限りでない。 
(11) 特定事業の施工方法及び工程、現場組織表（第10号様式）その他市長が定める事項を記載した

特定事業の施工計画書 
(12) 現場責任者選任証書（第11号様式） 
(13) 特定事業を実施するに当たり、他の法令等に基づく許認可等を要する場合にあっては、当該許

認可等を受けたことを証する書面の写し。ただし、当該許認可等を受けるために提出した申請書等

の写し及び代替書類提出に係る誓約書（第11号様式の２）を提出することにより、これに代えるこ

とができる。 
(14) 事業履行誓約書（第12号様式） 
(15) 特定事業場の位置図及び付近の見取図 
(16) 特定事業場及び特定事業区域の土地の実測図 
(17) 特定事業場の土地利用計画図 
(18) 現場事務所その他特定事業に供する施設の設置計画図及び位置図 
(19) 特定事業区域に係る表土の地質検査の試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写

真並びに第７項第２号の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書（第13号様式）及び地質

分析（濃度）結果証明書（第14号様式。計量法（平成４年法律第51号）第122条第１項の規定によ

り登録された計量士のうち濃度に係る計量士（以下「環境計量士」という。）が発行したものに限

る。以下同じ。） 
(20) 特定事業に使用される土砂等の量の計算書 
(21) 特定事業場及び特定事業区域の平面図及び断面図（特定事業の施工前後の構造及び地盤高さが

確認できるものに限る。） 
(22) 土砂等の搬入計画書（第15号様式）、搬入経路図及び当該土砂等の発生場所の責任者が発行し

た土砂等発生元証明書（第16号様式）（土砂等発生元証明書にあっては、条例第19条第１号又は

第２号に規定する土砂等を使用する場合を除く。） 
(23) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への排水の水質検査を行うた

めに必要な措置が採られていることを示す書面 
(24) 排水施設を設置する場合にあっては、集水区域を示す図面、排水計画図、構造図及び雨水流出

量等の計算書 
(25) 特定事業が施工されている間において、特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用され

た土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置が採られていること

を示す書面 
(26) 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合にあっては、当該安定計算を記載

した書面 
(27) 擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の断面図及び背面図 
(28) 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の概要、

構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書 
(29) 搬入する土砂等が安全基準に適合することを証する書類 
(30) 特定事業区域の現況写真 
(31) その他市長が必要があると認める書類及び図面 

３ 条例第12条第１項第11号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 
(1) 特定事業場の位置及び面積 
(2) 特定事業の目的 
(3) 特定事業が条例第13条第４項の規定により法令等に基づく許認可等を要する行為に係るものに

あっては、当該法令等の題名 
(4) 関係書類等の縦覧場所 
(5) 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人で

ある場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び役員の氏名） 
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(6) 申請者が法人である場合にあっては、その役員の氏名 
(7) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の５以上の株式を有する株主又は出

資の額の100分の５以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の氏

名（これらの者が法人である場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所並びに当該株

主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の額 
(8) 申請者に次条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の氏名 

４ 条例第12条第２項に規定する申請書は、特定事業（一時堆積事業）許可申請書（第17号様式）とす

る。 
５ 条例第12条第２項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。 

(1) 第２項第１号から第８号まで、第10号、第11号、第13号から第18号まで、第23号から第25号ま

で、第29号及び第30号に掲げる書類及び図面 
(2) 特定事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合にあっては、そ

の構造図 
(3) 特定事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造でない場合にあっては、第

２項第19号に掲げる書類及び図面 
(4) 特定事業場及び特定事業区域の平面図及び断面図（土砂等の堆積が最大となった場合の当該堆積

の構造が確認できるものに限る。） 
(5) 土砂等の堆積が最大となった場合の土量計算書 
(6) 土砂等の搬出入計画書（第18号様式）、搬出入経路図及び当該土砂等の発生場所の責任者が発

行した土砂等発生元証明書 
(7) 特定事業（一時堆積事業）区域内土地使用同意書及び同意をした者の印鑑登録証明書（法人であ

る場合にあっては、印鑑証明書） 
(8) その他市長が必要があると認める書類及び図面 

６ 条例第12条第２項第７号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 
(1) 特定事業の期間 
(2) 第３項第１号及び第３号から第８号までに掲げる事項 

７ 第２項第19号及び第５項第３号に規定する特定事業区域に係る表土の地質検査は、次に掲げる方法

によらなければならない。 
(1) 地質検査は、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積に応じ、それぞれ当該右欄に定める数以

上の区域に等分して行うこと。 
1ヘクタール未満 2 
1ヘクタール以上2ヘクタール未満 3 
2ヘクタール以上3ヘクタール未満 4 
3ヘクタール以上4ヘクタール未満 5 
4ヘクタール以上5ヘクタール未満 6 
5ヘクタール以上6ヘクタール未満 7 
6ヘクタール以上7ヘクタール未満 8 
7ヘクタール以上8ヘクタール未満 9 
8ヘクタール以上9ヘクタール未満 10 
9ヘクタール以上10ヘクタール未満 11 
10ヘクタール以上 12 

(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、前号の規定により区分された区域ごとに土砂等の

汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において行うこと。 
(3) 地質検査は、前号の規定により採取された試料について、それぞれ別表第１に掲げる項目ごとに、

告示別表測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。 
（平17規則４・平24規則172・一部改正、平28規則107・旧第４条繰下・一部改正、平29規則

76・令２規則62・一部改正） 
（条例第13条第１項第１号キ及びクの規則で定める使用人） 

第9条 条例第13条第１項第１号キ及びクに規定する規則で定める使用人は、申請者の使用人で、次に

掲げるものの代表者であるものとする。 
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(1) 本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所） 
(2) その他継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、特定事業に係る契約を締結する権

限を有する者を置くもの 
（平28規則107・追加） 

（構造上の基準） 
第10条 条例第13条第１項第７号の規則で定める構造上の基準は、別表第２に定めるとおりとする。 
２ 条例第13条第２項第３号の規則で定める構造上の基準は、別表第３に定めるとおりとする。 

（平28規則107・旧第５条繰下・一部改正） 
（構造上の基準に係る適用除外） 

第11条 条例第13条第４項の規則で定めるものは、別表第４に定めるとおりとする。 
（平28規則107・旧第６条繰下・一部改正） 

（許可等の決定） 
第12条 市長は、条例第９条の許可の申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許可の決定

をし、その旨を特定事業許可（不許可）決定通知書（第19号様式）により、当該申請をした者に通知

する。 
２ 市長は、条例第９条の許可の申請があった場合において、当該申請が第８条第２項第13号ただし書

に規定する書面を添えてされたものであるときは、当該書面により誓約された事項が履行されたこと

を確認した後に、前項の決定をするものとする。 
（平28規則107・旧第７条繰下・一部改正、平29規則76・令２規則62・一部改正） 

（変更の許可等を要しない軽微な変更） 
第13条 条例第14条第１項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変

更とする。 
(1) 特定事業区域の位置の変更（新たに特定事業区域となる区域があるものに限る。） 
(2) 特定事業区域の面積の変更（変更後の面積が条例第９条の許可に係る特定事業区域の面積を超え

るものに限る。） 
(3) 特定事業に使用される土砂等の量の変更（特定事業に使用される土砂等の量を増加させるものに

限る。） 
(4) 特定事業の期間の変更（特定事業の期間を延長するものに限る。） 
(5) 特定事業が完了した場合の特定事業区域の構造の変更（別表第２又は別表第３に定める構造上の

基準に適合するための措置を変更するものに限る。） 
(6) その他市長が土壌の汚染及び災害の発生を未然に防止するために必要があると認める事項の変

更 
（平28規則107・追加、令２規則62・一部改正） 

（変更の許可の申請等） 
第14条 条例第14条第３項に規定する申請書は、特定事業変更許可申請書（第20号様式）とする。 
２ 条例第14条第３項の規則で定める書類及び図面は、特定事業（一時堆積事業を除く。）に係るもの

にあっては第８条第２項各号に掲げるもののうち変更に係る書類及び図面並びに特定事業区域内土

地使用同意書、一時堆積事業に係るものにあっては第８条第５項各号に掲げるもののうち変更に係る

書類及び図面並びに特定事業（一時堆積事業）区域内土地使用同意書とする。 
３ 条例第14条第３項第３号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所（法定代理人が法人で

ある場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地、代表者の氏名及び役員の氏名） 
(2) 申請者が法人である場合にあっては、その役員の氏名 
(3) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の５以上の株式を有する株主又は出

資の額の100分の５以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の氏

名（これらの者が法人である場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所並びに当該株

主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の額 
(4) 申請者に第９条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の氏名 

４ 市長は、条例第14条第１項の変更の許可の申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許

可の決定をし、その旨を特定事業変更許可（不許可）決定通知書（第21号様式）により、当該申請を

した者に通知する。 
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（平28規則107・旧第８条繰下・一部改正、平29規則76・一部改正） 
（軽微な変更の届出等） 

第15条 条例第15条の規定による届出は、特定事業軽微変更届出書（第22号様式）に、変更に係る書類

及び図面を添付して行うものとする。 
２ 条例第15条の規定による通知は、特定事業軽微変更通知書（第23号様式）により行うものとする。 

（平28規則107・追加、平29規則76・一部改正） 
（標識等） 

第16条 条例第17条第１項に規定する標識は、土砂等の埋立て等に関する標識（第24号様式）とする。 
２ 条例第17条第１項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 許可年月日及び許可番号 
(2) 特定事業の目的 
(3) 特定事業区域の所在地 
(4) 特定事業を行う者の住所又は所在地及び連絡先の電話番号 
(5) 特定事業の許可期間 
(6) 特定事業場及び特定事業区域（一時堆積事業にあっては、特定事業場）の面積 
(7) 埋立て等に使用する土砂等の搬入予定量（一時堆積事業である場合にあっては、土砂等の堆積が

最大となった場合の土砂等の量及び土砂等の年間の搬入及び搬出の予定量） 
(8) 特定事業場及び特定事業区域の見取図 

３ 条例第17条第２項の表示は、境界線上に杭、ロープ等を使用し、明らかに表示することにより行う

ものとする。 
４ 前項の規定にかかわらず、同項に規定する方法と同等以上の効果を有する方法であると市長が認め

る場合にあっては、条例第17条第２項の表示は、当該方法によることができる。 
（平28規則107・追加、平29規則76・平31規則16・令２規則62・一部改正） 

（特定事業の着手の届出） 
第17条 条例第18条の規定による届出は、特定事業着手届出書（第25号様式）に、標識を設置したこと

を証する写真を添えて行うものとする。 
（平28規則107・追加、平29規則76・一部改正） 

（土砂等の搬入の届出） 
第18条 条例第19条の規定による届出は、土砂等の量が5,000立方メートルまでごとに、土砂等搬入届

出書（第26号様式）により行うものとする。 
２ 条例第19条の当該発生場所から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規則で

定めるものは、次に掲げる書面（同条第１号又は第２号に規定する土砂等を使用する場合にあっては、

第２号に掲げる書面）とする。 
(1) 土砂等の発生場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書 
(2) 土砂等の発生場所の位置図 
(3) 地質検査の試料を採取した地点を明らかにした土砂等の発生場所の平面図 
(4) 土砂等の発生場所の土地利用図 
(5) 土砂等の発生場所の現場写真 

３ 条例第19条の当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定め

るものは、搬入しようとする土砂等に係る検査試料採取調書及び地質分析（濃度）結果証明書とする。 
４ 前項の搬入しようとする土砂等に係る地質分析（濃度）結果証明書を作成するために行う当該土砂

等の地質分析は、それぞれ別表第１に掲げる項目ごとに、告示別表測定方法の欄に掲げる方法により

行わなければならない。 
５ 条例第19条第２号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で規

則で定めるものは、当該採取場についてなされた法令等に基づく許認可等を証する書類及び土砂等売

渡・譲渡証明書（第27号様式）とする。 
（平24規則172・一部改正、平28規則107・旧第12条繰下・一部改正、平29規則76・令２規

則62・一部改正） 
（土砂等管理台帳） 

第19条 条例第20条第１項に規定する土砂等管理台帳は、土砂等管理台帳（第28号様式）（一時堆積事

業の場合にあっては、土砂等管理台帳（一時堆積事業用）（第29号様式））によるものとする。 
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２ 条例第20条第１項第５号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 
(1) 特定事業の許可を受けた者の氏名（法人の場合にあっては、その名称及び代表者の氏名） 
(2) 特定事業の許可年月日及び許可番号 
(3) 特定事業区域の位置及び面積 
(4) 特定事業の許可期間 
(5) 特定事業に使用する土砂等の量（一時堆積事業の場合にあっては、特定事業に使用する土砂等の

搬入量及び搬出量） 
(6) 現場責任者の氏名及び職名 
(7) 特定事業に使用される土砂等の発生場所並びに当該発生場所の事業者の氏名及び住所（法人であ

る場合にあっては、名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 
(8) 特定事業に使用される土砂等の発生又は採取に係る工事の内容及び当該工事の責任者の氏名 
(9) 特定事業に使用される土砂等の発生場所の事業者との間の契約における土砂等の搬入量及び搬

入期間並びに当該土砂等の運搬を委託した場合の受託者の氏名（法人の場合にあっては、その名称

及び代表者の氏名） 
３ 条例第20条第１項に規定する土砂等管理台帳は、毎月の末日までに、当該月中における同項各号に

規定する事項について、記載を終了していなければならない。 
（平28規則107・追加、平31規則16・一部改正） 

（土砂等の量等の報告） 
第20条 条例第20条第２項の規定による報告は、当該特定事業に着手した日から６月ごとに当該６月を

経過した日から10日以内（特定事業の休止をしようとするときは当該休止をしようとする期間の開始

の日から10日以内、特定事業を廃止し、又は完了したときは条例第23条第３項又は条例第24条第１

項の規定による届出を行う時。以下この条において同じ。）に、特定事業状況報告書（第30号様式）

に特定事業区域の状況が確認できる現況写真を添えて行うものとする。 
２ 特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、条例第20条第２項の規定による報告は、前項の規

定にかかわらず、特定事業に着手した日から３月ごとに当該３月を経過した日から10日以内に、特定

事業（一時堆積事業）状況報告書（第31号様式）に特定事業区域の状況が確認できる現況写真を添え

て行うものとする。 
（平28規則107・旧第13条繰下・一部改正） 

（地質検査） 
第21条 条例第21条第１項の規定による地質検査は、特定事業に着手した日から６月ごと（条例第23

条第３項又は第24条第１項の規定による届出を行った場合にあっては、市長が指定する期日）に、市

長の指定する職員の立会いの下、次に掲げる方法により行わなければならない。 
(1) 地質検査は、特定事業区域を3,000平方メートル以内の区域に等分して行うこと。この場合にお

いて、当該区域に搬入した土砂等の容積が3,000立方メートル以内となるようにしなければならな

い。 
(2) 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、原則として前号の規定により区分された区域の中

央地点及び当該中央地点を交点に直角に交わる２直線上の当該中央地点から５メートルから10メ
ートルまでの４地点（当該地点がない場合にあっては、中央地点を交点に直角に交わる２直線上の

当該中央地点と当該区域の境界との中間の４地点）の土壌について行うこと。 
(3) 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれの採取地点において等量とし、採取後、第１号の

規定により区分された区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに１試料とすること。ただし、市長

が承認した場合にあっては、市長が定めるところにより、第１号の規定により区分された複数の区

域から採取された土砂等を混合し、１試料とすることができる。 
(4) 地質調査は、前号の規定により作成された試料について、それぞれ別表第１に掲げる項目ごとに、

告示別表測定方法の欄に掲げる方法により行うこと。 
２ 特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、条例第21条第１項の規定による地質検査は、前項

の規定にかかわらず、特定事業に着手した日から３月ごと（条例第23条第３項又は第24条第１項の規

定による届出（表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される構造である場合の当該特定事業に係

る完了の届出を除く。）を行った場合にあっては、市長の指定する職員の立会いの下、市長が指定す

る期日）に、前項各号に掲げる方法により行わなければならない。 
３ 次に掲げる場合にあっては、地質検査を省略することができる。 
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(1) 特定事業に着手した日から６月（一時堆積事業である場合にあっては、３月。以下この項におい

て同じ。）を経過するごとの期間に土砂等の搬入がないと市長が認める場合 
(2) 条例第23条第３項の規定による届出をする日から６月前までに土砂等の搬入がないと市長が認

める場合 
(3) 条例第24条第１項の規定による届出（特定事業区域の表土と特定事業に使用される土砂等が遮

断される構造を有する特定事業区域において行われた一時堆積事業である場合を除く。）をする日

から６月前までに土砂等の搬入がないと市長が認める場合 
４ 市長は、第１項又は第２項の規定による地質検査の立会いを行う場合には、特定事業検査実施通知

書（第31号様式の２）により、条例第９条の許可を受けた者に通知するものとする。 
（平24規則172・一部改正、平28規則107・旧第14条繰下・一部改正、令２規則62・一部改正） 

（水質検査） 
第22条 条例第21条第１項の規定による水質検査は、特定事業に着手した日から６月ごと（条例第23

条第３項又は第24条第１項の規定による届出を行った場合にあっては、市長が指定する期日）に、市

長の指定する職員の立会いの下、試料を採取し、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定

める排水基準に係る検定方法（昭和49年環境庁告示第64号）に定める測定方法により行わなければな

らない。 
２ 特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、条例第21条第１項の規定による水質検査は、前項

の規定にかかわらず、特定事業に着手した日から３月ごと（条例第23条第３項又は第24条第１項の規

定による届出を行った場合にあっては、市長の指定する職員の立会いの下、市長が指定する期日）に

試料を採取し、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法に定

める測定方法により行わなければならない。 
３ 前条第４項の規定は、前２項の規定による水質検査の立会いを行う場合について準用する。 

（平28規則107・旧第15条繰下・一部改正、平31規則16・令２規則62・一部改正） 
（地質検査等の報告） 

第23条 条例第21条第１項の規定による報告は、特定事業に着手した日から６月ごとに当該６月を経過

した日から10日以内（条例第23条第３項又は第24条第１項の規定による届出を行った場合にあって

は、市長が指定する期日まで）に、特定事業地質等検査報告書（第32号様式）に次に掲げる書類及び

図面を添付して行わなければならない。 
(1) 検査に使用した土砂等及び排水を採取した地点の位置図及び現場写真 
(2) 第21条の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び地質分析（濃度）結果証明書 
(3) 前条の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び水質測定（濃度）結果証明書（第33号

様式。環境計量士の発行したものに限る。） 
２ 特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、条例第21条第１項の規定による報告は、前項の規

定にかかわらず、特定事業に着手した日から３月ごとに当該３月を経過した日から10日以内（条例第

23条第３項又は第24条第１項の規定による届出を行った場合にあっては、市長が指定する日まで）に、

特定事業地質等検査報告書に前項各号に掲げる書類及び図面を添付して行わなければならない。 
３ 市長は、前２項の報告を受けた場合には、報告のあった内容を審査し、その結果について特定事業

検査結果通知書（第33号様式の２）により、条例第９条の許可を受けた者に通知するものとする。 
（平28規則107・旧第16条繰下・一部改正、令２規則62・一部改正） 

（特定事業の廃止等の届出） 
第24条 条例第23条第１項の規定による届出は、特定事業廃止（休止）計画届出書（第34号様式）に特

定事業区域の状況が確認できる現況写真を添えて行わなければならない。 
２ 条例第23条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 特定事業の許可年月日及びその許可番号 
(2) 特定事業区域の位置 
(3) 特定事業の許可期間 
(4) 特定事業の廃止をしようとする年月日又は休止をしようとする期間 
(5) 特定事業を廃止し、又は休止した場合の特定事業区域の構造 
(6) 特定事業を廃止し、又は休止した場合の特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用された

土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置 
(7) 特定事業を廃止し、又は休止するまでの工程 
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(8) 廃止し、又は休止しようとする特定事業が一時堆積事業である場合にあっては、一時堆積事業の

特定事業区域のうち土砂等が堆積されている面積 
３ 市長は、条例第23条第２項の確認を行ったときは、その旨を特定事業廃止（休止）事前確認結果通

知書（第35号様式）により、当該届出をした者に通知する。 
４ 条例第23条第３項の規定による届出は、特定事業廃止届出書（第36号様式）に特定事業区域の状況

が確認できる現況写真を添えて行うものとする。 
５ 市長は、条例第23条第５項の確認を行ったときは、その旨を特定事業廃止状況確認結果通知書（第

36号様式の２）により、同条第３項の規定による届出をした者に通知する。 
６ 条例第９条の許可を受けた者は、条例第23条第１項の規定による届出をして休止した特定事業を再

開しようとするときは、特定事業再開届出書（第36号様式の３）を市長に提出しなければならない。 
（平28規則107・旧第18条繰下・一部改正、令２規則62・一部改正） 

（特定事業の完了の届出） 
第25条 条例第24条第１項の規定による届出は、特定事業完了届出書（第37号様式）に特定事業区域の

状況が確認できる現況写真を添えて行うものとする。 
２ 条例第24条第２項の規定による通知は、特定事業完了確認結果通知書（第38号様式）により行うも

のとする。 
（平28規則107・旧第19条繰下・一部改正、令２規則62・一部改正） 

（譲受けの許可の申請） 
第26条 条例第25条第２項に規定する申請書は、特定事業譲受許可申請書（第39号様式）とする。 
２ 条例第25条第２項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 

(1) 住民票の写し（申請者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書） 
(2) 申請者の印鑑登録証明書（法人である場合にあっては、印鑑証明書） 
(3) 誓約書 
(4) 申請者が未成年である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人であ

る場合にあっては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し） 
(5) 申請者が法人である場合にあっては、その役員の住民票の写し 
(6) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の５以上の株式を有する株主又は出

資の額の100分の５以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の住

民票の写し 
(7) 申請者に第９条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し 
(8) 特定事業場の土地の登記事項証明書及び公図の写し 
(9) 特定事業区域内土地使用同意書（一時堆積事業である場合にあっては、特定事業（一時堆積事業）

区域内土地使用同意書）及び同意をした者の印鑑登録証明書（法人である場合にあっては、印鑑証

明書） 
(10) 現場責任者選任証書 
(11) 事業履行誓約書 
(12) 特定事業場の位置図及び付近の見取図 
(13) 譲受けすることを証する書類 
(14) その他市長が必要があると認める書類 

３ 条例第25条第２項第４号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 
(1) 譲り受けようとする特定事業の許可年月日及び許可番号 
(2) 譲り受けようとする特定事業の許可期間 
(3) 特定事業区域の位置 
(4) 申請者が未成年者である場合でその法定代理人が法人であるときにあっては、その役員の氏名 
(5) 申請者が法人である場合にあっては、その役員の氏名 
(6) 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の５以上の株式を有する株主又は出

資の額の100分の５以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の氏

名（これらの者が法人である場合にあっては、その名称及び代表者の氏名）及び住所並びに当該株

主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の額 
(7) 申請者に第９条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の氏名 
(8) 現場責任者の氏名及び職名 
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(9) 譲受けの理由 
４ 市長は、条例25条第２項の譲受けの許可の申請があったときは、その内容を審査し、許可又は不許

可の決定をし、その旨を特定事業譲受許可（不許可）決定通知書（第40号様式）により、当該申請を

した者に通知する。 
５ 条例第25条第５項の規定による通知は、特定事業譲受・相続等通知書（第41号様式）により行うも

のとする。 
（平28規則107・追加） 

（相続等の届出） 
第27条 条例第26条第２項の規定による届出は、特定事業相続等届出書（第42号様式）に次に掲げる書

面を添えて行うものとする。 
(1) 住民票の写し（届出者が法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書） 
(2) 誓約書 
(3) 届出者が未成年である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し（法定代理人が法人であ

る場合にあっては、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し） 
(4) 届出者が法人である場合にあっては、その役員の住民票の写し 
(5) 届出者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の５以上の株式を有する株主又は出

資の額の100分の５以上の額に相当する出資をしている者があるときにあっては、これらの者の住

民票の写し 
(6) 届出者に第９条に規定する使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し 
(7) 相続、合併又は分割の事実を証する書類及び書類に押印された印を証する印鑑登録証明書（法人

である場合にあっては、印鑑証明書） 
(8) その他市長が必要があると認める書類 

２ 前条第５項の規定は、条例第26条第２項の規定による通知について準用する。 
（平28規則107・旧第20条繰下・一部改正） 

（身分を示す証明書） 
第28条 条例第34条第２項に規定する証明書は、第43号様式とする。 

（平28規則107・旧第21条繰下・一部改正） 
（書類等の提出部数） 

第29条 この規則の規定により市長に提出する書類及び図面（条例第11条の規定による協議に係る書類

及び図面を除く。）の部数は、正本１部副本１部とする。 
２ 条例第11条の規定による協議に係る書類及び図面を市長に提出する部数は、別に定める。 

（平28規則107・旧第22条繰下・一部改正） 
（公表） 

第30条 条例第38条の規定による公表は、インターネットを利用する方法により行うものとする。 
（平28規則107・追加） 

（補則） 
第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

（平28規則107・旧第23条繰下） 
附 則 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 
附 則（平成16年６月30日規則第85号） 

この規則は、平成16年７月１日から施行する。 
附 則（平成17年３月28日規則第４号）抄 

（施行期日） 
１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成17年３月31日規則第51号） 
（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第７号様式及び第９号様式の改正規定は、平成17年
４月１日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 
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附 則（平成17年９月30日規則第78号） 
この規則は、平成17年10月１日から施行する。 

附 則（平成19年10月30日規則第77号）抄 
（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（平成24年12月13日規則第172号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（平成26年３月５日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 
附 則（平成27年７月30日規則第83号） 

この規則は、平成27年８月１日から施行する。 
附 則（平成28年３月31日規則第107号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。ただし、第３条第１項第１号の改正規定（「独立行政

法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林総合研究所」に改める部分に限る。）、第７条及び第

８条第４項の改正規定（「を受理した」を「があった」に改める部分に限る。）、第13条第２項、第14
条第２項、第15条第２項及び第16条第２項の改正規定（「一時たい積事業」を「一時堆積事業」に改め

る部分に限る。）、別表第２第４項の改正規定（「のり面」を「法面」に、「こう配」を「勾配」に改

める部分に限る。）並びに同表第６項、第８項及び第９項並びに別表第３第２項及び第３項の改正規定

は、公布の日から施行する。 
附 則（平成29年３月13日規則第10号） 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 
附 則（平成29年８月31日規則第76号） 

（施行期日） 
１ この規則は、平成29年９月１日から施行する。ただし、第３条第１項第１号の改正規定（「国立研

究開発法人森林総合研究所」を「国立研究開発法人森林研究・整備機構」に改める部分に限る。）は、

公布の日から施行する。 
（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 
附 則（平成31年３月29日規則第16号） 

（施行期日） 
１ この規則は、平成31年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の別表第１及び第14号様式の規定にかかわらず、平成31年４月１日前に採取された土砂等に

係る船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則に規定

する地質検査及び地質分析については、なお従前の例による。 
附 則（令和２年３月31日規則第62号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
附 則（令和３年３月18日規則第８号） 

（施行期日） 
１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 改正後の別表第１及び第14号様式の規定にかかわらず、令和３年４月１日前に採取された土砂等に

係る船橋市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則に規定

する地質検査及び地質分析については、なお従前の例による。 
３ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 
別表第1 

（平24規則172・全改、平27規則83・平29規則10・平31規則16・令３規則８・一部改正） 
項目 基準値 

カドミウム 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。 
全シアン 検液中に検出されないこと。 
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有機燐
りん

 
検液中に検出されないこと。 

鉛 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 
六価クロム 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下であること。 

砒
ひ

素 
検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であり、かつ、農用

地（田に限る。）においては、土壌1キログラムにつき15ミリ

グラム未満であること。 
総水銀 検液1リットルにつき0.0005ミリグラム以下であること。 
アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 
PCB 検液中に検出されないこと。 
銅 農用地（田に限る。）において、土壌1キログラムにつき125ミ

リグラム未満であること。 
ジクロロメタン 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。 
四塩化炭素 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 
クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩

化ビニルモノマー） 
検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 

1，2―ジクロロエタン 検液1リットルにつき0.004ミリグラム以下であること。 
1，1―ジクロロエチレン 検液1リットルにつき0.1ミリグラム以下であること。 
1，2―ジクロロエチレン 検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下であること。 
1，1，1―トリクロロエタン 検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。 
1，1，2―トリクロロエタン 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。 
トリクロロエチレン 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 
テトラクロロエチレン 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 
1，3―ジクロロプロペン 検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下であること。 
チウラム 検液1リットルにつき0.006ミリグラム以下であること。 
シマジン 検液1リットルにつき0.003ミリグラム以下であること。 
チオベンカルブ 検液1リットルにつき0.02ミリグラム以下であること。 
ベンゼン 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 
セレン 検液1リットルにつき0.01ミリグラム以下であること。 
ふっ素 検液1リットルにつき0.8ミリグラム以下であること。 
ほう素 検液1リットルにつき1ミリグラム以下であること。 
1，4―ジオキサン 検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下であること。 

備考 
１ 検液は、告示別表の付表に定める方法により作成するものとする。 
２ カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る基準値の欄の

うち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状におい

て当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水１リットルにつき0.003ミリグラム、

0.01ミリグラム、0.05ミリグラム、0.01ミリグラム、0.0005ミリグラム、0.01ミリグラム、0.8
ミリグラム及び１ミリグラムを超えていない場合には、それぞれ検液１リットルにつき0.009ミ
リグラム、0.03ミリグラム、0.15ミリグラム、0.03ミリグラム、0.0015ミリグラム、0.03ミリグ

ラム、2.4ミリグラム及び３ミリグラムとする。 
３ 「検液中に検出されないこと」とは、告示別表測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合

において、その結果が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 
４ 有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNをいう。 

別表第2 
（平28規則107・一部改正） 

１ 特定事業区域の地盤にすべりやすい土質の層があるときは、その地盤にすべりが生じないように

杭打ち、土の置換えその他の措置が講じられていること。 
２ 著しく傾斜をしている土地において特定事業を施工する場合にあっては、特定事業を施工する前

の地盤と特定事業に使用された土砂等との接する面がすべり面とならないように当該地盤の斜面
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に段切り等の措置が講じられていること。 

３ 埋立て等の高さ（特定事業により生じる法
のり

面の最下部（擁壁を設置する場合にあっては、当該擁

壁の上端）と法面の最上部との高低差をいう。）は、原則として10メートル以内であること。ただ

し、土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合は、当該安定計算により安全であ

ることが確認された高さとすることができる。 
４ 埋立て等の法面（擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁部分を除く。以下同じ。）の勾配は、

垂直１メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配であること。ただし、土質試験等に基

づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合は、当該安定計算により安全であることが確認された

勾配とすることができる。 
５ 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和37年政令第

16号）第８条から第12条までの規定に適合すること。 
６ 法面の高さ（法面の最下部（擁壁を用いる場合にあっては、当該擁壁の上端）と最上部の高低差

をいう。以下同じ。）が傾斜地等で５メートル以上になる場合にあっては、法面の高さが５メート

ルごとに幅が１メートル以上の小段を設け、必要に応じ、当該小段及び法面には雨水等による法面

の崩壊を防止するための排水溝が設置されていること。 
７ 特定事業の完了後の地盤にゆるみ、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じら

れていること。 
８ 法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によって風化その他の浸食に対して保護する措置

が講じられていること。 
９ 特定事業区域（法面を除く。）は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他土砂

等の飛散防止のための措置が講じられていること。 
10 特定事業場の隣接地と特定事業区域との間には、災害時に備え、十分な保安地帯が設けられてい

ること。 
11 排水施設については、特定事業区域とその周辺の土地の地形、地盤、地質、土地利用計画等を勘

案して集水区域を定め、必要に応じ設置すること。 
12 特定事業により特定事業場の隣接地に雨水等が滞水するおそれのある場合は、これを防止するた

め雨水等を支障なく流下させる措置が講じられていること。 
別表第3 

（平28規則107・一部改正） 
１ 特定事業場の隣接地と特定事業区域との間には、次の表の左欄に掲げる特定事業区域の面積の区

分に応じ、当該右欄に定める幅員の保安地帯が設置されていること。 
0.3ヘクタール未満 2メートル以上 
0.3ヘクタール以上0.5ヘクタール未満 4メートル以上 
0.5ヘクタール以上1ヘクタール未満 6メートル以上 
1ヘクタール以上3ヘクタール未満 10メートル以上 
3ヘクタール以上5ヘクタール未満 14メートル以上 
5ヘクタール以上10ヘクタール未満 18メートル以上 
10ヘクタール以上15ヘクタール未満 24メートル以上 
15ヘクタール以上20ヘクタール未満 27メートル以上 
20ヘクタール以上 30メートル以上 

２ 土砂等の堆積の高さ（法面の最下部と最上部の高低差をいう。）が2.5メートル以下であること。 
３ 土砂等の堆積の法面の勾配は、垂直１メートルに対する水平距離が1.8メートル以上の勾配であ

ること。 
４ 土砂等が飛散するおそれのあるものについては、散水等必要な措置が講じられていること。 

別表第4 
（平17規則51・平24規則172・平31規則16・令5規則75・一部改正） 

１ 土地改良法に基づく土地改良事業 
２ 火薬類取締法（昭和25年法律第149号）第３条、第10条第１項及び第12条第１項の規定による許

可（同法第10条第２項及び第12条第２項の適用を受ける場合を含む。）を要する行為 
３ 港湾法（昭和25年法律第218号）第37条第１項の規定による港湾区域内及び港湾隣接地域内にお
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ける許可を要する行為 
４ 森林法（昭和26年法律第249号）第10条の２の規定による許可を要する開発行為並びに同法第34

条第２項及び第44条において準用する同法第34条第２項の規定による保安林及び保安施設地区に

おける許可を要する行為 
５ 道路法（昭和27年法律第180号）第24条の規定による道路管理者以外の者が行う工事についての

承認を要する行為並びに同法第32条第１項の規定による道路の占用の許可及び同法第91条第１項

の規定による道路予定区域における許可を要する行為 
６ 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業及び同法第76条第１項の規定による施行地区内にお

ける許可を要する行為 
７ 都市公園法（昭和31年法律第79号）第６条第１項の規定による都市公園内における占用の許可を

要する行為 
８ 海岸法（昭和31年法律第101号）第７条第１項及び第８条第１項の規定による海岸保全区域内に

おける許可を要する行為 
９ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和36年法律第191号）第12条第１項の規定による宅地造成等

工事規制区域内における許可を要する行為 
10 河川法（昭和39年法律第167号）第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可を要する行

為並びに同法第27条第１項、第55条第１項、第57条第１項及び第58条の４第１項の規定による河

川区域内の土地、河川保全区域内、河川予定地及び河川保全立体区域内における許可を要する行為 
11 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項及び第２項の規定による許可を要する開発行

為 
12 都市再開発法（昭和44年法律第38号）に基づく市街地再開発事業及び同法第66条第１項の規定

による施行地区内における許可を要する行為 
13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第７条第１項の規定に

よる急傾斜地崩壊危険区域内における許可を要する行為 
14 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第15条の２第１項の規定による農用

地区域内における許可を要する開発行為 
15 都市緑地法（昭和48年法律第72号）第14条第１項の規定による特別緑地保全地区内における許

可を要する行為 
16 生産緑地法（昭和49年法律第68号）第８条第１項の規定による生産緑地地区内における許可を

要する行為 
17 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和50年法律第67号）

に基づく住宅街区整備事業並びに同法第７条第１項及び第67条第１項の規定による土地区画整理

促進区域内及び施行地区内における許可を要する行為 
18 千葉県立自然公園条例（昭和35年千葉県条例第15号）第19条第１項の規定による特別地域内に

おける許可を要する行為 
19 千葉県港湾管理条例（昭和51年千葉県条例第45号）第４条第１項及び第５条第１項の規定によ

る港湾施設の使用の許可を要する行為 
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○船橋市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例 

平成16年３月31日 

条例第20号 

改正 平成23年３月31日条例第８号 

平成29年10月10日条例第34号 

令和7年3月28日条例第1号 

船橋市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例 

目次 

第1章 総則（第１条―第４条） 

第2章 産業廃棄物の不適正な処理への対策（第５条―第７条） 

第3章 産業廃棄物の適正な処理 

第1節 産業廃棄物を自ら処理する事業者の講ずべき措置（第８条―第10条） 

第2節 削除 

第3節 小規模産業廃棄物処理施設（第12条―第23条） 

第4節 不法投棄等の防止（第24条―第26条） 

第4章 雑則（第27条―第30条） 

第5章 罰則（第31条―第35条） 

附則 

第1章 総則 

（目的） 

第1条 この条例は、産業廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」

という。）第２条第４項に規定する産業廃棄物をいい、法第12条第５項に規定する中間処理産業廃棄

物を含むものとする。以下同じ。）の不適正な処理の防止を図るため、事業者、市民及び市の責務を

明らかにするとともに、必要な規制等を行うことにより、産業廃棄物の不適正な処理による環境への

負荷を低減し、もって良好な生活環境の保全に資することを目的とする。 

（平23条例８・一部改正） 

（事業者の責務） 

第2条 事業者は、物の製造、加工、販売その他の事業活動を行うに当たり、産業廃棄物の発生をなく

すこと、その量を相当程度少なくすること等を行い、産業廃棄物の発生を抑制するとともに、再生資

源を利用することによる産業廃棄物の再生利用に努めなければならない。 

２ 事業者は、自らの事業活動に伴い排出した産業廃棄物を処理する場合にあっては、当該産業廃棄物

の適正な処理に要する費用を負担し、及び当該産業廃棄物の発生から最終処分（埋立処分、海洋投入

処分又は再生をいう。以下同じ。）までの過程を適正に管理するよう努めなければならない。 

３ 事業者は、市が実施する産業廃棄物の不適正な処理の防止及び適正な処理の促進に関する施策に協

力しなければならない。 

（市民の責務） 

第3条 市民は、市が実施する産業廃棄物の不適正な処理の防止及び適正な処理の促進に関する施策に

協力しなければならない。 

（市の責務） 

第4条 市は、産業廃棄物の不適正な処理の防止を図るため、事業者、市民、市のすべてが一体となっ

た取組を推進し、これらに関する基本的かつ総合的な施策の策定及び実施に努めるものとする。 

２ 市は、事業者及び市民に対し、産業廃棄物の不適正な処理の防止を図るために必要な情報の提供、

啓発及び指導、産業廃棄物の減量及び資源の有効利用のための技術開発その他の必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

第2章 産業廃棄物の不適正な処理への対策 

（体制の整備等） 

第5条 市は、産業廃棄物の不適正な処理の防止に関し監視体制その他の必要な体制を整備するととも

に、産業廃棄物の不適正な処理の防止に関し必要な対策を講ずるものとする。 

（監視等） 

第6条 市は、産業廃棄物の不適正な処理を防止するための必要な監視に努めるとともに、産業廃棄物

の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかに当該不適正な処理を行った者その他の関係
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者に対して、当該産業廃棄物の撤去を要請する等産業廃棄物の適正な処理のために必要な措置を講じ

なければならない。 

２ 市民及び事業者は、それぞれ産業廃棄物の不適正な処理を防止するために必要な監視を行うよう努

めるとともに、産業廃棄物の不適正な処理が行われたことを知ったときは、速やかにその旨を関係機

関に通報しなければならない。 

（土地所有者等の責任） 

第7条 市内の土地を所有し、占有し、又は管理する者（以下この条及び第26条において「土地所有者

等」という。）は、当該土地において産業廃棄物の不適正な処理が行われないよう当該土地の利用目

的に沿った適正な管理に努めなければならない。 

２ 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地において産業廃棄物の不適正な処理が行

われたことを知ったときは、速やかにその旨を関係機関に通報しなければならない。 

３ 産業廃棄物の不適正な処理が行われた土地の土地所有者等は、当該土地に係る生活環境の保全上の

支障の除去又は発生の防止のために、その権限により容易に対処することができると認められる措置

を講ずるよう努めなければならない。 

４ 土地所有者等は、産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する市が講ずる措置に協力しなければなら

ない。 

第3章 産業廃棄物の適正な処理 

第1節 産業廃棄物を自ら処理する事業者の講ずべき措置 

（廃棄物処理票） 

第8条 産業廃棄物を排出する事業者は、当該事業者の事業活動を行う事業場以外の場所において業者

に委託しないで当該産業廃棄物を自ら処理する場合は、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物

の種類及び数量、排出する事業場及び処理する場所の位置及び名称その他規則で定める事項を記載し

た処理票（以下「廃棄物処理票」という。）を作成し、これによる処理を行うことにより当該産業廃

棄物の排出から最終処分までの過程を明確にしなければならない。 

（廃棄物処理票による処理） 

第9条 前条の規定により廃棄物処理票による産業廃棄物の処理を行う場合においては、産業廃棄物を

排出する事業場の管理者は、廃棄物処理票に規則で定める事項を記載して、当該産業廃棄物の引渡し

とともに、これを次の処理過程への運搬の業務に従事する者に交付しなければならない。この場合に

おいて、当該管理者は、当該廃棄物処理票の写しを作成し、当該産業廃棄物の処理を終了した日から

３年間、当該事業場（当該事業場において保存することが困難である場合にあっては、当該事業者の

最寄りの事務所）に保存しなければならない。 

２ 産業廃棄物の運搬の業務に従事する者（当該産業廃棄物の処理を委託された業者である者を除く。

次項において同じ。）は、当該産業廃棄物の運搬中において、当該産業廃棄物に係る廃棄物処理票を

常に携行しなければならない。 

３ 廃棄物処理票の交付を受け、産業廃棄物の運搬の業務に従事する者は、当該運搬が終了した場合は、

規則で定めるところにより、当該廃棄物処理票に規則で定める事項を記載して、当該産業廃棄物の引

渡しとともに、これを運搬先の管理者に交付しなければならない。 

４ 廃棄物処理票の交付を受け、産業廃棄物の積替え又は保管の業務に従事する者（当該産業廃棄物の

処理を委託された業者である者を除く。）は、当該廃棄物処理票に記載された事項を遵守して当該産

業廃棄物を処理し、規則で定めるところにより、当該廃棄物処理票に規則で定める事項を記載して、

当該産業廃棄物の引渡しとともに、これを次の処理過程への運搬の業務に従事する者に交付しなけれ

ばならない。 

５ 廃棄物処理票の交付を受け、産業廃棄物の中間処理（産業廃棄物の発生から最終処分が終了するま

での一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分することをいう。）又は最終処分を行う施設

の管理者は、当該廃棄物処理票とともに引渡しを受けた産業廃棄物が当該廃棄物処理票に記載された

事項と相違がないことを確認するとともに、当該廃棄物処理票に規則で定める事項を記載して、当該

産業廃棄物の処理を終了した日から３年間、これを当該中間処理又は最終処分を行う施設（当該施設

において保存することが困難である場合にあっては、当該施設の管理者の最寄りの事務所）に保存し

なければならない。 

（搬入搬出時間の制限等） 

第10条 産業廃棄物を排出する事業者が当該事業活動を行う事業場以外の場所において業者に委託し
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ないで自ら当該産業廃棄物の積替え若しくは保管、中間処理又は最終処分を行う場合にあっては、当

該事業者は、午後10時から翌日の午前６時までの間においては、当該産業廃棄物を当該場所へ搬入し、

又は当該場所から搬出してはならない。ただし、当該産業廃棄物の適正な処理が行われており、周辺

地域における生活環境の保全及び災害の発生の防止に関し必要な措置が講じられている場合その他

の規則で定める場合は、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定に違反して産業廃棄物の搬入若しくは搬出をし、又はそのおそれがあると認め

るときは、当該搬入若しくは搬出をし、若しくはしようとする者又は当該産業廃棄物を排出する事業

者に対し、産業廃棄物の搬入若しくは搬出の中止を命じ、又は同項の規定に違反しないよう業務の改

善その他の必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

第2節 削除 

（平29条例34） 

第11条 削除 

（平29条例34） 

第3節 小規模産業廃棄物処理施設 

（許可） 

第12条 次に掲げる施設（以下「小規模産業廃棄物処理施設」という。）を設置しようとする者は、市

長の許可を受けなければならない。ただし、産業廃棄物を排出する事業活動を行う者が自ら当該事業

活動を行う事業場に当該産業廃棄物に係る小規模産業廃棄物処理施設を設置しようとする場合は、こ

の限りでない。 

(1) 法の許可を要する産業廃棄物の焼却施設以外の産業廃棄物の焼却施設であって次のいずれかに

該当するもの 

ア １時間当たりの処理能力が50キログラム以上のもの 

イ 火格子面積又は火床面積が0.5平方メートル以上のもの 

ウ 燃焼室の容積が0.7立方メートル以上のもの 

(2) 廃プラスチック類、木くず又はがれき類（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンク

リートの破片その他これに類する不要物をいう。）である産業廃棄物の破砕施設であって１日当た

りの処理能力が５トン以下のもの 

(3) 事業者が自ら排出した産業廃棄物の積替保管場（廃棄物の積替え又は保管を行う場合における

当該積替え又は保管の場所をいう。以下同じ。）であって、当該産業廃棄物の積替え又は保管の用

に供する面積（次項及び次条において「供用面積」という。）が100平方メートル以上のもの 

２ 同一事業場内において２以上の産業廃棄物の焼却施設又は積替保管場を設置しようとする者に係

る前項の規定の適用については、産業廃棄物の焼却施設にあっては当該２以上の産業廃棄物の焼却施

設の焼却能力、積替保管場にあっては当該２以上の積替保管場の供用面積をそれぞれ合算して適用す

る。 

（許可の申請） 

第13条 前条第１項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載

した申請書を提出しなければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 小規模産業廃棄物処理施設の設置の場所 

(3) 小規模産業廃棄物処理施設の種類 

(4) 小規模産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類 

(5) 小規模産業廃棄物処理施設の処理能力（積替保管場である場合にあっては、供用面積） 

(6) 小規模産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画 

(7) 小規模産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 

(8) その他規則で定める事項 

（許可の基準等） 

第14条 市長は、第12条第１項の許可の申請について、当該申請に係る小規模産業廃棄物処理施設の設

置に関する計画が規則で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可を

してはならない。 

２ 第12条第１項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。 

３ 第12条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る小規模産業廃棄物処理施設について市長の検査
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を受け、当該小規模産業廃棄物処理施設が当該許可に係る前条の申請書に記載した設置に関する計画

に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。 

（変更の許可等） 

第15条 第12条第１項の許可を受けた者は、当該許可に係る第13条第４号から第７号までに掲げる事項

の変更をしようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。た

だし、その変更が規則で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。 

２ 前２条の規定は、前項の許可について準用する。 

３ 第12条第１項の許可を受けた者は、第１項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたとき、又は第

13条第１号に掲げる事項その他規則で定める事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を市長に

届け出なければならない。 

（維持管理） 

第16条 第12条第１項又は前条第１項の許可を受けた者（以下この節において「許可施設設置者」とい

う。）は、規則で定める技術上の基準及び当該許可を受けた小規模産業廃棄物処理施設に係る第13条

の申請書に記載した維持管理に関する計画（当該計画について前条第１項の許可を受けたときは、変

更後のもの）に従い、当該小規模産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。 

（排出基準） 

第17条 第12条第１項第１号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設の許可施設設置者は、当該小規模産業

廃棄物処理施設の排出口において規則で定める排出基準に適合しないばいじん及び塩化水素を排出

してはならない。 

（関係書類の閲覧等） 

第18条 許可施設設置者は、規則で定めるところにより、第12条第１項又は第15条第１項の許可に係る

小規模産業廃棄物処理施設（以下この節において「許可施設」という。）の維持管理に関し規則で定

める事項を記録し、これを当該許可施設（当該許可施設に備え置くことが困難である場合にあっては、

当該許可施設設置者の最寄りの事務所）に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係

を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。 

２ 許可施設設置者は、規則で定めるところにより、許可施設がある事業所の公衆の見やすい場所にお

いて、当該許可施設の種類、処理する産業廃棄物の種類、処理能力その他規則で定める事項を記載し

た標識を掲げなければならない。 

（廃止等の届出） 

第19条 許可施設設置者は、許可施設を廃止したとき、又は許可施設を休止し、若しくは当該許可施設

を再開したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。 

（譲受け等） 

第20条 許可施設設置者から許可施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、規則で定めるところ

により、市長の許可を受けなければならない。 

２ 第14条第１項の規定は、前項の許可について準用する。 

３ 第１項の許可を受けて許可施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該許可施設に係る許可施設設

置者の地位を承継する。 

（相続等） 

第21条 許可施設設置者について相続、合併又は分割（当該許可施設設置者の許可施設の全部を承継さ

せるものに限る。）があったときは、当該許可施設の相続人（相続人が２人以上ある場合において、

その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者）、合併後存続する法人若しくは

合併により設立した法人又は分割により当該許可施設の全部を承継した法人は、当該許可施設設置者

のこの条例による地位を承継する。 

２ 前項の規定により許可施設設置者の地位を承継した相続人又は法人は、当該相続又は当該承継の日

から30日以内に、その事実を証する書面を添付して、その旨を市長に届け出なければならない。 

（許可の取消し等） 

第22条 市長は、許可施設設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可施設設置者に係る

第12条第１項の許可を取り消し、又は当該許可施設設置者に対し期限を定めて当該許可施設につき必

要な改善を命じ、若しくは期間を定めて当該許可施設の使用の停止を命ずることができる。 

(1) 許可施設の構造又はその維持管理が第14条、第16条若しくは第17条に規定する技術上の基準又

は当該許可施設の許可に係る第13条の申請書に記載した設置に関する計画若しくは維持管理に関

－152－



 

 

する計画（これらの計画について第15条第１項の許可を受けたときは、変更後のもの）に適合して

いないと認めるとき。 

(2) 許可施設設置者が第14条第２項（第15条第２項において準用する場合を含む。）の規定により

許可に付した条件に違反したとき。 

（帳簿の作成及び保存） 

第23条 許可施設設置者は、帳簿を備え、許可施設に係る産業廃棄物の処理について規則で定める事項

を記載しなければならない。 

２ 前項の帳簿は、１年ごとに閉鎖し、閉鎖後３年間当該許可施設ごとに保存しなければならない。 

第4節 不法投棄等の防止 

（不法投棄行為者等の公表） 

第24条 市長は、産業廃棄物の不適正な処分（法第12条第１項に規定する産業廃棄物処理基準、同条第

２項に規定する産業廃棄物保管基準、法第12条の２第１項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準又

は同条第２項に規定する特別管理産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の処分をいう。第26条

において同じ。）が行われた場合において、当該処分により生活環境の保全上支障が生じ、又は生ず

るおそれがあると認められるときは、当該処分を行った者の氏名又は名称及び住所、当該処分に係る

法又はこの条例に違反した事実その他規則で定める事項を公表することができる。 

（廃止施設等に対する措置等） 

第25条 法第14条第１項若しくは第14条の４第１項の規定により産業廃棄物処理業若しくは特別管理

産業廃棄物処理業の許可を受けた者で積替保管場を有するもの、法第15条第１項の規定による産業廃

棄物処理施設の許可を受けた者又は第12条第１項の許可を受けた者は、これらの許可に係る積替保管

場、産業廃棄物処理施設又は小規模産業廃棄物処理施設（以下この条、第27条及び第28条において「許

可施設等」という。）を廃止した場合又は当該許可施設等に係る許可を取り消された場合は、当該許

可施設等に残存する産業廃棄物が飛散し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な

措置を講じなければならない。ただし、法第15条の２の６第３項において準用する法第９条第５項の

規定による産業廃棄物最終処分場の廃止の確認を受けた場合は、この限りでない。 

２ 市長は、前項の規定に違反する者に対し、当該許可施設等に残存する産業廃棄物が飛散し、流出し、

及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を執るべきことを命ずることができる。 

（平23条例８・一部改正） 

（不法投棄関係土地所有者等の義務） 

第26条 産業廃棄物の不適正な処分が行われ、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある

土地について、当該土地の土地所有者等又は市長その他の者がその支障の除去又は発生の防止のため

に必要な措置を講じた場合は、当該土地所有者等は、当該土地について産業廃棄物の不適正な処分の

再発の防止に関し必要な措置を講じなければならない。ただし、当該土地所有者等が当該措置に係る

産業廃棄物の不適正な処分が行われたことについてその責めに帰すべき事由がないと認められる場

合は、この限りでない。 

２ 前項の土地について市長がその支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じた場合にお

いては、当該土地の土地所有者等は、当該土地の利用計画について、市長の確認を受けなければ、当

該土地を引き続いて利用してはならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 

第4章 雑則 

（報告の徴収） 

第27条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは

処分に使用する車両の運転者、産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者又は許可施設等の

設置者に対し、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は許可施設等の構造若しくは維持管理に関

し、必要な報告を求めることができる。 

（立入検査） 

第28条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、廃棄物の保管、収集、運搬若し

くは処分に使用する車両を停車させ、当該車両に立ち入り、又は事業者若しくは産業廃棄物の収集、

運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場若しくは許可施設等のある土地若しくは建

物に立ち入り、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は許可施設等の構造若しくは維持管理に関

し、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは無償で収去させ、又は関係人に質問させることがで

きる。 
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２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（手数料） 

第29条 次の各号に掲げる者は、申請の際、当該各号に定めるところにより、手数料を納付しなければ

ならない。 

(1) 第12条第１項の許可を受けようとする者 １件につき70,000円 

(2) 第15条第１項の許可を受けようとする者 １件につき50,000円 

(3) 第20条第１項の許可を受けようとする者 １件につき50,000円 

２ 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。 

（委任） 

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

第5章 罰則 

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。 

(1) 第12条第1項の規定に違反して、小規模産業廃棄物処理施設を設置した者 

(2) 第15条第1項の規定に違反して、第13条第4号から第7号までに掲げる事項を変更した者 

(3) 第20条第1項の規定に違反して、小規模産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者 

(4) 第22条又は第25条第2項の規定による命令に違反した者 

(令7条例1・一部改正) 

第32条 第14条第3項(第15条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、小規模産業廃棄

物処理施設を使用した者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。 

(令7条例1・一部改正) 

第33条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 

(1) 第８条の規定に違反して、廃棄物処理票を作成せず、又は同条に規定する事項を記載せず、若

しくは虚偽の記載をした者 

(2) 第９条第１項前段、第３項又は第４項の規定に違反して、廃棄物処理票を交付せず、又はこれ

らの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして廃棄物処理票を交付した者 

(3) 第９条第１項後段の規定に違反して、廃棄物処理票の写しを保存しなかった者 

(4) 第９条第２項の規定に違反して、廃棄物処理票を携行しなかった者 

(5) 第９条第５項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、

又は廃棄物処理票を保存しなかった者 

(6) 第10条第２項の規定による命令に違反した者 

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 

(1) 第15条第３項、第19条又は第21条第２項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

(2) 第18条第１項の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かな

かった者 

(3) 第18条第２項の規定による標識を掲げない者 

(4) 第23条第１項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、

又は同条第２項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者 

(5) 第27条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

(6) 第28条第１項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定

による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

（平29条例34・一部改正） 

（両罰規定） 

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

に関し、第31条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し

ても、各本条の罰金刑を科する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成16年７月１日から施行する。ただし、附則第４項の規定（船橋市証紙条例（昭和

39年船橋市条例第９号）第２条第１号の改正規定に限る。）は公布の日から、第１章及び第２章の規
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定は平成16年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例（平成14年千葉県条例第３

号）の規定によりなされた小規模産業廃棄物処理施設の許可を有する小規模産業廃棄物処理施設を設

置している者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）に、第12条第１項の許可を受けた

ものとみなす。この場合において、当該小規模産業廃棄物処理施設を設置している者は、施行日から

３月以内に、規則に定めるところにより、市長に届け出なければならない。 

３ 第８条及び第９条の規定は、施行日以後に発生した産業廃棄物の処理について適用し、施行日前に

発生した産業廃棄物の処理については、なお従前の例による。 

（船橋市証紙条例の一部改正） 

４ 船橋市証紙条例の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成23年３月31日条例第８号） 

この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年10月10日条例第34号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和７年３月28日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年６月１日から施行する。 

（罰則の適用等に関する経過措置） 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、な

お効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を

適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律（令和４年法律第67号。

以下「刑法等一部改正法」という。）第２条の規定による改正前の刑法（明治40年法律第45号。以下

この項において「旧刑法」という。）第12条に規定する懲役（以下「懲役」という。）（有期のもの

に限る。以下この項において同じ。）、旧刑法第13条に規定する禁錮（以下「禁錮」という。）（有

期のものに限る。以下この項において同じ。）又は旧刑法第16条に規定する拘留（以下「旧拘留」と

いう。）が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくす

る有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

（人の資格に関する経過措置） 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお

効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格

に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有

期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期

を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 
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○船橋市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例施行規則 

平成16年６月14日 

規則第81号 

改正 平成17年３月28日規則第４号 

平成17年３月31日規則第52号 

平成21年３月10日規則第４号 

平成23年３月31日規則第28号 

平成28年３月31日規則第71号 

平成29年10月10日規則第82号 

令和5年11月29日規則第90号 

船橋市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例施行規則 

目次 

第1章 総則（第１条） 

第2章 産業廃棄物の適正な処理 

第1節 産業廃棄物を自ら処理する事業者の講ずべき措置（第２条―第11条） 

第2節 削除 

第3節 小規模産業廃棄物処理施設（第14条―第33条） 

第4節 不法投棄等の防止（第34条―第36条） 

第3章 雑則（第37条―第40条） 

附則 

第1章 総則 

（趣旨） 

第1条 この規則は、船橋市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例（平成16年船橋市条例第20

号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

第2章 産業廃棄物の適正な処理 

第1節 産業廃棄物を自ら処理する事業者の講ずべき措置 

（廃棄物処理票の作成を要する事業者） 

第2条 産業廃棄物を排出する事業者（市外の事業場において産業廃棄物を排出する事業者を含むもの

とする。）が、当該事業者の事業活動を行う事業場以外の市内の場所（産業廃棄物の積替え又は保管

を行う場所を含むものとする。）に当該産業廃棄物を自ら搬入する場合にあっては、条例第８条の規

定により廃棄物処理票を作成しなければならない。 

（廃棄物処理票の作成） 

第3条 条例第８条の規定による廃棄物処理票の作成は、次に掲げるところにより行うものとする。 

(1) 当該産業廃棄物の種類ごとに作成すること。 

(2) 当該産業廃棄物の運搬先が２以上である場合にあっては、運搬先ごとに作成すること。 

(3) 当該産業廃棄物の運搬の用に供する車両が２以上である場合にあっては、車両ごとに作成する

こと。 

（廃棄物処理票の記載事項） 

第4条 条例第８条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 廃棄物処理票に係る産業廃棄物を排出する事業者（以下「排出事業者」という。）の氏名又は

名称及び住所 

(2) 排出事業者が中間処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下

「法」という。）第12条第５項の中間処理業者のうち、法第14条第６項の規定による産業廃棄物処

分業の許可を受けた者及び法第14条の４第６項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可を

受けた者をいう。）である場合にあっては、廃棄物処理票に係る産業廃棄物を排出する事業場（以

下「排出事業場」という。）に係る許可をした行政庁の名称及び許可番号 

(3) 排出事業者が建設業者（建設業法（昭和24年法律第100号）第３条第１項の規定による許可を受

けて建設業を営む者をいう。第14条第４項第２号において同じ。）である場合にあっては、当該許

可をした行政庁の名称及び許可番号 

(4) 排出事業者が解体工事業者（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第

104号。以下「建設リサイクル法」という。）第21条第１項の規定による登録を受けて解体工事業
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を営む者をいう。第14条第４項第３号において同じ。）である場合にあっては、排出事業場に係る

登録をした行政庁の名称及び登録番号 

(5) 排出事業場が建設工事現場（建設業法第２条第１項の建設工事が行われている場所をいう。）

である場合にあっては、当該建設工事現場に係る建設工事の発注者の氏名又は名称及び住所又は事

務所の所在地 

(6) 排出事業場が建設リサイクル法第10条第１項の規定による届出が必要な事業場である場合にあ

っては、当該届出をした行政庁の名称 

(7) 産業廃棄物の荷姿 

(8) 産業廃棄物の運搬の用に供する車両の登録番号 

(9) 産業廃棄物の運搬の業務に従事する者の氏名 

(10) 産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合における当該積替え又は保管を行う場所が条例第12

条第１項第３号の規定による許可を受けた小規模産業廃棄物処理施設である場合にあっては、当該

施設に係る許可番号 

(11) 産業廃棄物の中間処理又は最終処分を行う場所に法第15条第１項の規定による許可を受けた

産業廃棄物処理施設又は条例第12条第１項第１号若しくは第２号の規定による許可を受けた小規

模産業廃棄物処理施設がある場合にあっては、当該産業廃棄物処理施設又は小規模産業廃棄物処理

施設に係る許可番号 

２ 廃棄物処理票の様式は、第１号様式によるものとする。 

（平23規則28・一部改正） 

（排出事業場の管理者の記載事項） 

第5条 条例第９条第１項の規則で定める事項は、条例第８条に規定する事項のほか、次に掲げる事項

とする。 

(1) 排出事業場の管理者の氏名（当該管理者の自署に限る。） 

(2) 廃棄物処理票に係る産業廃棄物の次の処理過程への運搬の業務に従事する者に交付した年月日

及び時刻 

（運搬の業務に従事する者の廃棄物処理票による処理） 

第6条 条例第９条第３項の規定により廃棄物処理票に係る産業廃棄物の運搬の業務に従事する者が当

該産業廃棄物の運搬を終了した場合において当該廃棄物処理票に係る産業廃棄物の次の処理過程に

係る処分を業者に委託するときにあっては、当該廃棄物処理票に次条に規定する事項を記載して、運

搬を終了した日から10日以内に当該廃棄物処理票に係る排出事業場の管理者に回付しなければなら

ない。当該廃棄物処理票に係る産業廃棄物の次の処理過程への運搬先が市外であって、当該運搬先に

運搬するときも、同様とする。 

２ 前項の規定により廃棄物処理票の回付を受けた排出事業場の管理者は、回付を受けた日から３年間、

これを当該排出事業場（当該排出事業場において保存することが困難である場合にあっては、当該排

出事業者の最寄りの事務所）に保存しなければならない。 

（運搬の業務に従事した者の記載事項） 

第7条 条例第９条第３項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 運搬の業務に従事した者の氏名（当該運搬の業務に従事した者の自署に限る。） 

(2) 運搬を終了した年月日及び時刻 

（積替え又は保管の業務に従事する者の廃棄物処理票による処理） 

第8条 条例第９条第４項の規定により廃棄物処理票に係る産業廃棄物の積替え又は保管の業務に従事

する者が当該産業廃棄物の積替え又は保管を終了した場合において当該廃棄物処理票に係るすべて

の産業廃棄物の次の処理過程に係る運搬を業者に委託するときにあっては、当該産業廃棄物の積替え

又は保管の業務に従事する者は、当該廃棄物処理票に次条に規定する事項を記載して、積替え又は保

管を終了した日から10日以内に当該廃棄物処理票に係る排出事業場の管理者に回付しなければなら

ない。 

２ 第６条第２項の規定は、前項の規定により廃棄物処理票の回付を受けた排出事業場の管理者につい

て準用する。 

（積替え又は保管の業務に従事した者の記載事項） 

第9条 条例第９条第４項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 積替え又は保管の業務に従事した者の氏名（当該積替え又は保管の業務に従事した者の自署に
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限る。） 

(2) 積替え又は保管を終了した年月日及び時刻 

(3) 積替え又は保管を行う場所において産業廃棄物に混入している物（有償で譲渡できるものに限

る。）の収集を行った場合にあっては、収集量 

(4) 廃棄物処理票に係る産業廃棄物の積替え又は保管後の次の処理過程に係る運搬を業者に委託す

る場合にあっては、当該委託した産業廃棄物の量 

(5) 積替え又は保管後の産業廃棄物の荷姿 

(6) 積替え又は保管後の産業廃棄物の運搬の用に供する車両の登録番号 

(7) 積替え又は保管後の産業廃棄物の運搬の業務に従事する者の氏名 

（産業廃棄物の中間処理又は最終処分を行う施設の管理者の記載事項） 

第10条 条例第９条第５項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 産業廃棄物の中間処理又は最終処分を行う施設の管理者の氏名（当該管理者の自署に限る。） 

(2) 産業廃棄物の中間処理又は最終処分を終了した年月日及び時刻 

（搬入搬出時間の制限をしない場合） 

第11条 条例第10条第１項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 

(1) 震災、風水害、火災その他の災害の予防（当該災害の発生の蓋然性が高い場合等緊急である場

合に限る。）、応急対策又は復旧のために必要な産業廃棄物の処理を行う場合 

(2) 道路、鉄道、電気、ガス、上下水道その他公共施設に関する工事により排出した産業廃棄物を

午後10時から翌日の午前６時までの時間帯に処理しないことにより、生活環境の保全上重大な支障

を生じる場合 

(3) その他市長が特に必要があると認める場合 

第2節 削除 

（平29規則82） 

第12条及び第13条 削除 

（平29規則82） 

第3節 小規模産業廃棄物処理施設 

（小規模産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請） 

第14条 条例第13条に規定する申請書は、小規模産業廃棄物処理施設設置許可申請書（第２号様式）と

する。 

２ 前項の申請書に条例第13条第６号の小規模産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画

に係る事項として記載すべきものは、次に掲げる事項とする。 

(1) 小規模産業廃棄物処理施設の位置 

(2) 小規模産業廃棄物処理施設の処理方式 

(3) 小規模産業廃棄物処理施設の構造及び設備（条例第12条第１項第３号に掲げる小規模産業廃棄

物処理施設にあっては、産業廃棄物を種類ごとに保管するための設備を含む。） 

(4) 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法（排出の方法（排出口の位置、排出先等を

含む。）を含む。） 

(5) 条例第12条第１項第１号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設にあっては、火格子面積又は火床

面積及び燃焼室容積 

(6) その他小規模産業廃棄物処理施設の構造等に関する事項 

３ 第１項の申請書に条例第13条第７号の小規模産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に係る

事項として記載すべきものは、次に掲げる事項とする。 

(1) 条例第12条第１項第１号及び第２号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設にあっては、産業廃棄

物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備において保管する産業廃棄物の種類及び数量 

(2) 条例第12条第１項第３号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設にあっては、当該小規模産業廃棄

物処理施設において積替え又は保管を行う産業廃棄物の種類及び数量 

(3) その他小規模産業廃棄物処理施設の維持管理に関する事項 

４ 条例第13条第８号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 申請者の行っている事業の業種 

(2) 申請者が建設業者である場合にあっては、当該許可をした行政庁の名称及び許可番号 

(3) 申請者が解体工事業者である場合にあっては、当該登録をした行政庁の名称及び登録番号 

－158－



 

 

(4) 条例第12条第１項第１号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設にあっては、焼却灰等の処分方法 

(5) 当該小規模産業廃棄物処理施設に係る産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法に関する事項 

(6) 着工予定年月日及び使用開始予定年月日 

５ 第１項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 

(1) 当該小規模産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 

(2) 当該小規模産業廃棄物処理施設の処理工程図 

(3) 当該小規模産業廃棄物処理施設の付近の見取図 

(4) 申請者が法人の場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

(5) 申請者が個人の場合にあっては、住民票の写し 

(6) その他市長が必要があると認める書類及び図面 

（平17規則４・一部改正） 

（小規模産業廃棄物処理施設の技術上の基準） 

第15条 条例第14条第１項の規則で定める技術上の基準は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 小規模産業廃棄物処理施設のある事業場の周囲には、みだりに人が当該事業場に立ち入ること

を防止するための囲い（保管する産業廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあっ

ては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。）を設け、かつ、当該囲いには当該事

業場の産業廃棄物の搬入路から当該事業場の内部を容易に見通すことができる部分を設けること。 

(2) 自重、積載荷重その他の荷重、地震力及び温度応力に対して構造耐力上安全であること。 

(3) 産業廃棄物、産業廃棄物の処理に伴い生ずる排ガス及び排水、小規模産業廃棄物処理施設にお

いて使用する薬剤等による腐食を防止するために必要な措置が講じられていること。 

(4) 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な構造のものであり、又は

必要な設備が設けられていること。 

(5) 著しい騒音及び振動を発生し、周囲の生活環境を損なわないものであること。 

(6) 小規模産業廃棄物処理施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生

じないものとするために必要な排水処理設備が設けられていること。 

第16条 条例第14条第１項の規則で定める技術上の基準は、前条各号に掲げるもののほか、この条の定

めるところによる。 

２ 条例第12条第１項第１号及び第２号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、産業廃

棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備が、当該小規模産業廃棄物処理施設の処理能力

に応じ、十分な容量を有し、かつ、条例第16条の規定による維持管理に支障がないものであることと

する。 

３ 条例第12条第１項第１号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、次に掲げるとおり

とする。 

(1) 外気と遮断された状態で、定量ずつ産業廃棄物を燃焼室に投入することができるものであるこ

と（ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却施設の場合を除く。）。 

(2) 次の要件を備えた燃焼室が設けられていること。 

ア 燃焼室において発生するガス（以下「燃焼ガス」という。）の温度が摂氏800度以上の状態で

産業廃棄物を焼却することができるものであること。 

イ 外気と遮断されたものであること。 

ウ 燃焼ガスの温度を速やかにアに掲げる温度以上にし、及びこれを保つために必要な助燃装置が

設けられていること。 

エ 燃焼に必要な量の空気を供給できる設備（供給空気量を調節する機能を有するものに限る。）

が設けられていること。 

(3) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置が設けられているこ

と。 

(4) 焼却施設の煙突から排出される排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること

ができる排ガス処理設備が設けられていること。 

(5) ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留することができる灰出し設備及び貯留設備が設けら

れていること。 

(6) 灰出し設備は、ばいじん又は焼却灰が飛散し、及び流出しない構造のものであること。 

(7) 排ガス処理設備の出口における排ガスの測定のために、測定口及び必要な足場が設けられてい
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ること。 

(8) その他市長が必要があると認める設備が設けられていること。 

４ 条例第12条第１項第２号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、破砕によって生ず

る粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な集じん器、散水装置等が設けられていることとする。 

５ 条例第12条第１項第３号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設の技術上の基準は、次に掲げるとおり

とする。 

(1) 産業廃棄物の積替え又は保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水によ

る公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、汚

水が地下に浸透しない構造とすること。 

(2) 産業廃棄物を種類ごとに保管するための設備が設けられていること。 

(3) 積替保管場は、積替え又は保管を行う産業廃棄物の数量に応じ、十分な容量を有し、かつ、条

例第16条の規定による維持管理に支障がないものであること。 

（小規模産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請） 

第17条 条例第14条第３項（条例第15条第２項において準用する場合を含む。）に規定する検査を受け

ようとする者は、次に掲げる事項を記載した小規模産業廃棄物処理施設使用前検査申請書（第３号様

式）を市長に提出しなければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 小規模産業廃棄物処理施設の設置の場所 

(3) 許可の年月日及び許可番号 

(4) しゅん工の年月日 

(5) 小規模産業廃棄物処理施設の使用開始予定年月日 

２ 前項の申請書には、しゅん工後の小規模産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、

断面図及び構造図その他参考となる書類又は図面を添付しなければならない。 

３ 市長は、小規模産業廃棄物処理施設使用前検査申請書の提出があったときは、速やかに検査を行い、

当該小規模産業廃棄物処理施設が当該許可に係る条例第13条の申請書に記載した設置に関する計画

に適合していると認められるときは、小規模産業廃棄物処理施設使用前検査済証（第４号様式）によ

り申請者に通知する。 

（平29規則82・一部改正） 

（小規模産業廃棄物処理施設の許可証） 

第18条 市長は、条例第12条第１項の規定により小規模産業廃棄物処理施設の設置の許可をしたとき、

又は条例第15条第１項の規定により当該施設の変更の許可をしたときは、小規模産業廃棄物処理施設

設置等許可証（第５号様式）を交付する。 

２ 前項の許可証を紛失し、毀損し、又は汚損したことにより許可証の再交付を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した小規模産業廃棄物処理施設許可証再交付申請書（第６号様式）を市長に提

出しなければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 小規模産業廃棄物処理施設の設置の場所 

(3) 小規模産業廃棄物処理施設の種類 

(4) 許可の年月日及び許可番号 

(5) 再交付申請の理由 

３ 第１項の許可証の毀損又は汚損により前項の申請書を提出する者は、当該申請書の提出とともに、

当該許可証を市長に返納しなければならない。 

４ 第２項の規定により許可証の再交付を受けた者が紛失した許可証を発見したときは、直ちに当該許

可証を市長に返納しなければならない。 

５ 第１項の許可証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該許可証の記載事項

に変更が生じた場合にあっては、市長は許可証を書き換えて当該者に交付するものとする。 

(1) 条例第15条第３項の規定により条例第13条第１号に掲げる事項の変更を届け出たとき。 

(2) 条例第20条第１項の規定による許可を受けて許可施設設置者の地位を承継したとき。 

(3) 条例第21条第２項の規定により許可施設設置者の地位の承継を届け出たとき。 

６ 第１項の許可証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときにあっては、当該許可証

を市長に返納しなければならない。 
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(1) 条例第19条の規定により廃止を届け出たとき。 

(2) 条例第22条の規定により許可が取り消されたとき。 

（許可を要しない小規模産業廃棄物処理施設の軽微な変更） 

第19条 条例第15条第１項ただし書の規則で定める軽微な変更は、次の各号のいずれにも該当しない変

更とする。 

(1) 条例第12条第１項第１号及び第２号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設にあっては、条例第13

条の申請書に記載した処理能力（当該処理能力について条例第15条第１項の許可を受けたときは、

変更後のもの。以下この号において同じ。）に係る変更であって、当該変更によって当該処理能力

が10パーセント以上増大するに至るもの 

(2) 条例第12条第１項第３号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設にあっては、条例第13条の申請書

に記載した供用面積の変更 

(3) 第14条第２項第２号に掲げる事項に係る変更 

(4) 第14条第２項第３号に掲げる事項に係る変更であって、次のア及びイに掲げる小規模産業廃棄

物処理施設の種類に応じ、それぞれ当該ア及びイに掲げる設備に係るもの 

ア 条例第12条第１項第１号に掲げる施設 燃焼室 

イ 条例第12条第１項第２号に掲げる施設 破砕機 

(5) 第14条第２項第４号に掲げる事項に係る変更（排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係

る変更に限る。） 

(6) 第14条第３項第２号に掲げる事項に係る変更 

（平23規則28・一部改正） 

（小規模産業廃棄物処理施設の変更の許可の申請） 

第20条 条例第15条第１項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した

小規模産業廃棄物処理施設変更許可申請書（第７号様式）を市長に提出しなければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 小規模産業廃棄物処理施設の設置の場所 

(3) 小規模産業廃棄物処理施設の種類 

(4) 許可の年月日及び許可番号 

(5) 変更の内容 

(6) 変更の理由 

(7) 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 

(1) 変更後の小規模産業廃棄物処理施設の構造を明らかにする設計計算書 

(2) 第14条第３項各号に掲げる事項に変更がある場合には、変更後の維持管理に関する計画を記載

した書類 

(3) 小規模産業廃棄物処理施設の処理工程に変更がある場合には、変更後の処理工程図 

（届出を要する小規模産業廃棄物処理施設の変更） 

第21条 条例第15条第３項の規則で定める事項は、第14条第４項第４号から第６号までに掲げる事項と

する。 

（小規模産業廃棄物処理施設に係る軽微な変更等の届出） 

第22条 条例第15条第３項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した小規模産業廃棄物処理施設

軽微変更等届出書（第８号様式）を市長に提出して行わなければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 小規模産業廃棄物処理施設の設置の場所 

(3) 小規模産業廃棄物処理施設の種類 

(4) 許可の年月日及び許可番号 

(5) 変更の内容 

２ 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 

(1) 条例第13条第１号に掲げる事項に変更があった場合には、個人にあっては住民票の写し、法人

にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

(2) 小規模産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画に変更があった場合には、変更

後の設置に関する計画を記載した書類及び変更後の当該小規模産業廃棄物処理施設の構造を明ら
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かにする設計計算書 

(3) 小規模産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に変更があった場合には、変更後の維持管

理に関する計画を記載した書類 

（平17規則４・一部改正） 

（小規模産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準） 

第23条 条例第16条の規則で定める技術上の基準は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 受け入れる産業廃棄物の種類及び数量が当該小規模産業廃棄物処理施設の処理能力に見合った

適正なものとなるよう、受け入れる際に、必要な当該産業廃棄物の性状の分析又は計量を行うこと。 

(2) 小規模産業廃棄物処理施設の正常な機能を維持するため、定期的に小規模産業廃棄物処理施設

の点検及び機能検査を行うこと。 

(3) 産業廃棄物の飛散及び流出並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 

(4) 蚊、はえ等の発生の防止に努め、清潔を保持すること。 

(5) 著しい騒音及び振動の発生により周囲の生活環境を損なわないように必要な措置を講ずること。 

(6) 第15条第１号に規定する小規模産業廃棄物処理施設に係る事業場の内部を容易に見通すことが

できる部分に産業廃棄物を堆積させる等により当該事業場の内部を容易に見通すことを妨げない

ようにすること。 

(7) 小規模産業廃棄物処理施設から排水を放流する場合は、その水質を生活環境保全上の支障が生

じないものとするとともに、定期的に放流水の水質検査を行うこと。 

(8) 小規模産業廃棄物処理施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、３年

間保存すること。 

第24条 条例第16条の規則で定める技術上の基準は、前条各号に掲げるもののほか、この条の定めると

ころによる。 

２ 条例第12条第１項第１号及び第２号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基

準は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 小規模産業廃棄物処理施設への産業廃棄物の投入は、当該小規模産業廃棄物処理施設の処理能

力を超えないように行うこと。 

(2) 産業廃棄物が小規模産業廃棄物処理施設から流出する等の異常な事態が生じたときは、直ちに

小規模産業廃棄物処理施設の運転を停止し、流出した産業廃棄物の回収その他の生活環境の保全上

必要な措置を講ずること。 

(3) 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備において保管する産業廃棄物の数

量は、第14条第３項第１号の規定による小規模産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に記載

した当該受入設備及び貯留設備において保管することとした産業廃棄物の数量を超えないように

すること。 

３ 条例第12条第１項第１号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、次に掲

げるとおりとする。 

(1) 燃焼中に産業廃棄物を燃焼室に投入する場合は、外気と遮断された状態で行うこと。 

(2) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏800度以上に保つこと。 

(3) 焼却灰の熱しゃく減量が10パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生活

環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあっては、この限りでない。 

(4) 運転を開始する場合にあっては、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させる

こと。 

(5) 運転を停止する場合にあっては、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、産業廃

棄物を燃焼し尽くすこと。 

(6) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 

(7) 排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去すること。 

(8) 煙突から排出される排ガス中のばいじん及び塩化水素の濃度を毎年１回以上測定し、かつ、記

録すること。 

(9) 排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。 

(10) 煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出に

より生活環境保全上の支障が生じないようにすること。 

(11) ばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。 
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(12) 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備える

こと。 

(13) その他市長が必要があると認める措置を講ずること。 

４ 条例第12条第１項第２号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、破砕に

よって生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずることとする。 

５ 条例第12条第１項第３号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、次に掲

げるとおりとする。 

(1) 産業廃棄物の積替え又は保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水によ

る公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講ずること。 

(2) 産業廃棄物を種類ごとに保管すること（複数の産業廃棄物が発生段階から一体不可分の状態で

混合している場合を除く。）。 

(3) 積替保管場において積替え又は保管を行う産業廃棄物の数量は、第14条第３項第２号の規定に

よる小規模産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画に記載した当該積替保管場において積替

え又は保管を行うこととした産業廃棄物の数量を超えないようにすること。 

（排出基準） 

第25条 条例第17条の規則で定める排出基準は、別表に掲げるとおりとする。 

（記録の閲覧等） 

第26条 条例第18条第１項の規定による記録は、次に掲げる区分に応じ当該各号に定める日までに備え

置かなければならない。 

(1) 次条第１号ア、第２号及び第３号に掲げる事項 翌月の末日 

(2) 次条第１号イに掲げる事項 当該測定の結果の得られた日の属する月の翌月の末日 

(3) 次条第１号ウに掲げる事項 当該除去を行った日の属する月の翌月の末日 

２ 前項の記録は、備え置いた日から起算して３年を経過する日までの間備え置き、閲覧させなければ

ならない。 

３ 前項の規定による閲覧は、正当な理由なしにこれを拒むことができない。 

（記録する事項） 

第27条 条例第18条第１項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定

める事項とする。 

(1) 条例第12条第１項第１号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設 次に掲げる事項 

ア 処分した産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 

イ 第24条第３項第６号及び第８号の規定による測定に関する次に掲げる事項 

(ア) 当該測定を行った位置 

(イ) 当該測定の結果の得られた年月日 

(ウ) 当該測定の結果 

ウ 第24条第３項第７号の規定によるばいじんの除去を行った年月日 

(2) 条例第12条第１項第２号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設 処分した産業廃棄物の各月ごと

の種類及び数量 

(3) 条例第12条第１項第３号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設 次に掲げる事項 

ア 積替え又は保管を行った産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 

イ 産業廃棄物に混入している物（有償で譲渡できるものに限る。）の各月ごとの拾集量 

（標識） 

第28条 条例第18条第２項の標識は、小規模産業廃棄物処理施設に関する標識（第９号様式）によるも

のとする。 

２ 前項の標識は、縦90センチメートル以上、横120センチメートル以上でなければならない。 

（標識の記載事項） 

第29条 条例第18条第２項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 許可施設設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 許可施設設置者の連絡先の電話番号 

(3) 許可施設の設置の場所 

(4) 許可の年月日及び許可番号 

(5) 許可施設の管理者の氏名 
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(6) 条例第12条第１項第３号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設にあっては、その積替え又は保管

の用に供する面積 

(7) 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備又は積替保管場において保管する

産業廃棄物の種類及び数量 

(8) 産業廃棄物の受入設備及び処理された産業廃棄物の貯留設備又は積替保管場において保管する

産業廃棄物の高さの上限 

（許可施設に係る廃止等の届出） 

第30条 条例第19条の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した許可施設廃止等届出書（第10号様

式）を市長に提出して行わなければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 許可施設の設置の場所 

(3) 許可施設の種類 

(4) 許可の年月日及び許可番号 

(5) 許可施設の廃止若しくは休止又は再開の理由 

(6) 許可施設の廃止若しくは休止又は再開の年月日 

（許可施設の譲受け等の許可の申請） 

第31条 条例第20条第１項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可施設譲受け等

許可申請書（第11号様式）を市長に提出しなければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 譲受け若しくは借受けの相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の

氏名 

(3) 許可施設の設置の場所 

(4) 許可施設の種類 

(5) 許可の年月日及び許可番号 

(6) 許可施設の位置、構造等の設置に関する計画 

２ 前項第６号に規定する許可施設の位置、構造等に関する計画に係る事項として記載すべきものは、

次に掲げる事項とする。 

(1) 許可施設の位置 

(2) 許可施設の処理方式 

(3) 許可施設の構造及び設備（条例第12条第１項第３号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設にあっ

ては、産業廃棄物を種類ごとに保管するための設備を含む。） 

(4) 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の量及び処理方法（排出の方法（排出口の位置、排出先等を

含む。）を含む。） 

(5) 条例第12条第１項第１号に掲げる小規模産業廃棄物処理施設にあっては、火格子面積又は火床

面積及び燃焼室容積 

(6) その他許可施設の構造等に関する事項 

３ 第１項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 

(1) 当該許可施設の構造を明らかにする設計計算書 

(2) 当該許可施設の処理工程図 

(3) 当該許可施設の付近の見取図 

(4) 申請者が法人の場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

(5) 申請者が個人の場合にあっては、住民票の写し 

(6) その他市長が必要があると認める書類及び図面 

（平17規則４・一部改正） 

（許可施設に係る相続等の届出） 

第32条 条例第21条第２項の規定による届出は、次の各号に掲げる承継の原因に応じ、当該各号に規定

する事項を記載した許可施設相続等届出書（第12号様式）を市長に提出して行わなければならない。 

(1) 相続 

ア 氏名及び住所並びに被相続人との続柄 

イ 被相続人の氏名及び死亡時の住所 

ウ 許可施設の設置の場所 
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エ 許可施設の種類 

オ 許可の年月日及び許可番号 

カ 相続の開始の日 

(2) 合併又は分割 

ア 名称及び住所並びに代表者の氏名 

イ 許可施設の設置の場所 

ウ 許可施設の種類 

エ 許可の年月日及び許可番号 

オ 合併により消滅する法人又は分割前の法人の名称及び住所並びに代表者の氏名 

カ 合併又は分割の方法及び条件 

キ 合併又は分割の理由 

ク 合併又は分割の時期 

２ 前項の届出書には、届出者が個人の場合にあっては住民票の写し、法人の場合にあっては定款又は

寄附行為及び登記事項証明書を添付するほか、次の各号に掲げる承継の原因に応じ、当該各号に掲げ

る書類を添付しなければならない。 

(1) 相続 相続人であることを証する書類 

(2) 合併 合併契約書の写し 

(3) 分割 分割契約書の写し 

（平17規則４・一部改正） 

（許可施設設置者の帳簿記載事項等） 

第33条 条例第23条第１項の規則で定める事項は、当該許可施設設置者が設置している許可施設におい

て処理される産業廃棄物の種類ごとに、次の表の左欄の区分に応じ同表の右欄に掲げる事項とする。 

運搬 1 運搬年月日 

2 運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 

3 積替え又は保管を行う場合にあっては、積替え又は保管を行う場所ごとの搬出量 

運搬の委託 1 委託年月日 

2 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 

3 運搬先ごとの委託量 

処分 1 処分年月日 

2 処分方法ごとの処分量 

3 処分後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量 

処分の委託 1 委託年月日 

2 受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 

3 受託者ごとの委託の内容及び委託量 

２ 条例第23条第１項の帳簿は、許可施設ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する

事項について、記載を終了していなければならない。 

第4節 不法投棄等の防止 

（不法投棄行為者等の公表） 

第34条 条例第24条の規定による公表は、市役所及び出張所の掲示場に掲示して行うものとする。 

（不法投棄行為者等の公表事項） 

第35条 条例第24条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

(1) 法第19条の５第１項第２号から第５号までに規定する者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名 

(2) 法第19条の６第１項に規定する排出事業者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、

その代表者の氏名 

(3) 産業廃棄物の不適正な処分に供された車両の登録番号 

(4) 産業廃棄物の不適正な処分が行われた場所の所在地 

（平23規則28・一部改正） 

（市長の確認） 

第36条 条例第26条第２項の規定による市長の確認は、次に掲げる事項を記載した土地利用計画書（第

13号様式）を市長に提出して行わなければならない。 
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(1) 当該土地の所在地 

(2) 当該土地に係る利用計画の内容 

(3) 当該土地に係る産業廃棄物の不適正な処分の再発の防止に関し講じた措置の内容 

(4) 当該土地を譲渡し、又は貸与する場合にあっては、譲渡し、又は貸与する相手方の氏名又は名

称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

２ 前項の計画書には、前項各号に掲げる事項を証する書類その他市長が必要があると認める書類及び

図面を添付しなければならない。 

第3章 雑則 

（身分を示す証明書） 

第37条 条例第28条第２項に規定する証明書は、身分証明書（第14号様式）とする。 

（手数料の減免基準等） 

第38条 条例第29条第２項の規定により特に必要があると認めるときとは、次に掲げるときとする。 

(1) 国又は地方公共団体が申請するとき。 

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。 

２ 手数料の減額又は免除を受けようとする者は、手数料減額（免除）申請書（第15号様式）により市

長に申請しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、

その旨を手数料減額（免除）可否決定通知書（第16号様式）により、当該申請をした者に通知する。 

（平29規則82・一部改正） 

（書類等の提出） 

第39条 この規則の規定に基づき市長に提出する申請書等並びにこれに添付する書類及び図面の提出

の部数は正副各１部ずつとする。 

（提出書類の特例） 

第40条 この規則の規定により同時に２以上の申請書等を提出する場合において、各申請書等に添付す

べき書類の内容が同一であるときは、一の申請書等にこれを添付し、他の申請書等にはその旨を記載

して、一の申請書等に添付した書類の添付を省略することができる。 

（令５規則90・追加） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成16年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 条例附則第２項後段の規定による届出は、小規模産業廃棄物処理施設使用届出書（第17号様式）に

よるものとする。 

附 則（平成17年３月28日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成17年３月31日規則第52号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。ただし、第２号様式、第３号様式、第６号様式から

第８号様式まで、第10号様式から第13号様式まで、第15号様式及び第17号様式の改正規定は、公布の

日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成21年３月10日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成23年３月31日規則第28号） 
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（施行期日） 

１ この規則は、平成23年４月１日から施行する。ただし、第２号様式（第３面）備考４及び第17号様

式（第３面）備考４の改正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第19条第１号の規定は、この規則の施行の日以後の船橋市産業廃棄物の不適正な処理の防

止に関する条例（平成16年船橋市条例第20号）第13条の申請書に記載した処理能力（当該処理能力に

ついて同条例第15条第１項の許可を受けたときは、変更後のもの。以下この項において同じ。）に係

る変更について適用し、同日前の処理能力に係る変更については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成28年３月31日規則第71号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年10月10日規則第82号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表 

１ ばいじんの排出基準 

項目 量（単位 グラム） 

ばいじん 0.15

備考 

１ ばいじんの量は、次の式により算出されたばいじんの量とする。 

C＝｛９÷（21－Os）｝・Cs 

この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。 

C ばいじんの量（単位 グラム） 

Os 排出ガス中の酸素の濃度（当該濃度が20パーセントを超える場合にあっては、20パー

セントとする。）（単位 百分率） 

Cs 規格Z8808に定める方法により測定されたばいじんの濃度を温度が零度であって圧力

が１気圧の状態における排出ガス１立方メートル中の量に換算したもの（単位 グラム） 

２ ばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合におい

て排出されるばいじん（１時間につき合計６分間を超えない時間内に排出されるものに限る。）

は含まれないものとする。 

３ ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。 

２ 塩化水素の排出基準 

項目 量（単位 ミリグラム） 

塩化水素 700

備考 

１ 塩化水素の量は、次の式により算出された塩化水素の量とする。 

C＝｛９÷（21－Os）｝・Cs 

この式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。 

C 塩化水素の量（単位 ミリグラム） 

Os 排出ガス中の酸素の濃度（単位 百分率） 

Cs 規格K0107に定める方法のうち硝酸銀法により測定された塩化水素の濃度を温度が零

度であって圧力が１気圧の状態における排出ガス１立方メートル中の量に換算したもの

（単位 ミリグラム） 

２ 塩化水素の量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。 
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○船橋市硫酸ピッチの生成の禁止に関する条例 

平成20年３月31日 

条例第15号 

 改正 令和7年3月28日条例第1号 

船橋市硫酸ピッチの生成の禁止に関する条例 

（目的） 

第1条 この条例は、硫酸ピッチが人の健康、生活環境及び自然環境に係る重大な被害を生ずるおそれ

のある性状を有する物質であること並びに財産上の不正な利益を図る目的で生成された硫酸ピッチ

が不適正に処理されている状況にあることにかんがみ、硫酸ピッチの生成を禁止することにより、良

好な生活環境及び自然環境の保全に資することを目的とする。 

（定義） 

第2条 この条例において「硫酸ピッチ」とは、硫酸と炭化水素油との混合物のうち、固形状又は液状

のものであって、著しい腐食性を有するものとして規則で定める基準に適合するものをいう。 

（生成の禁止） 

第3条 何人も、自己又は他人の財産上の不正な利益を図る目的で、硫酸ピッチを生成させてはならな

い。 

（中止命令） 

第4条 市長は、前条の規定に違反して硫酸ピッチを生成させている者又は生成させた者に対し、硫酸

ピッチの生成の中止を命ずることができる。 

（報告の徴収） 

第5条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、硫酸ピッチ又は硫酸ピッチであることの疑い

のある物（以下「硫酸ピッチ等」という。）を生成させている者又は生成させた者に対し、硫酸ピッ

チ等の生成に関し、必要な報告を求めることができる。 

（立入検査） 

第6条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、硫酸ピッチ等を生成させている

者又は生成させた者の事務所、事業場、倉庫その他の場所に立ち入り、硫酸ピッチ等の生成に関し、

帳簿書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験の用に供するのに必要な限度におい

て硫酸ピッチ等を無償で収去させることができる。 

２ 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しな

ければならない。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（倉庫等の管理者の努力義務） 

第7条 倉庫、資材置場その他の第３条の規定に違反した硫酸ピッチの生成のために使用されるおそれ

がある土地又は建物の管理者は、当該土地又は建物が当該硫酸ピッチの生成のために使用されないよ

う当該土地又は建物の適正な管理に努めなければならない。 

（委任） 

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第9条 第4条の規定による命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。 

(令7条例1・一部改正) 

第9条 第４条の規定による命令に違反した者は、２年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 

(1) 第５条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

(2) 第６条第１項の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の

規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

（両罰規定） 

第11条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務

に関し、前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条

の罰金刑を科する。 

附 則 

この条例は、平成20年７月１日から施行する。 
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附 則(令和7年3月28日条例第1号)抄 

(施行期日) 

１ この条例は、令和7年6月1日から施行する。 

(罰則の適用等に関する経過措置) 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、な

お効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適

用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下

「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項に

おいて「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下

この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。

以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれると

きは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘

留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

(人の資格に関する経過措置) 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお

効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に

関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期

拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を

同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 
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○船橋市硫酸ピッチの生成の禁止に関する条例施行規則 

平成20年３月31日 

規則第22号 

改正 令和元年６月26日規則第６号 

船橋市硫酸ピッチの生成の禁止に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第1条 この規則は、船橋市硫酸ピッチの生成の禁止に関する条例（平成20年船橋市条例第15号。以下

「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（条例第２条の規則で定める基準） 

第2条 条例第２条の規則で定める基準は、水素イオン濃度指数が2.0以下であることとする。 

２ 前項の基準は、日本産業規格K0102の12.1に定める方法により検定した場合における検出値による

ものとする。 

（令元規則６・一部改正） 

（身分を示す証明書） 

第3条 条例第６条第２項の身分を示す証明書は、身分証明書（別記様式）とする。 

附 則 

この規則は、平成20年７月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月26日規則第６号） 

この規則は、令和元年７月１日から施行する。 
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○浄化槽法施行細則 

昭和62年３月31日 

規則第34号 

改正 平成12年12月27日規則第101号 

平成15年３月18日規則第７号 

平成17年３月28日規則第４号 

平成18年３月31日規則第19号 

平成28年３月31日規則第71号 

令和２年３月31日規則第60号 

浄化槽法施行細則 

（平15規則７・改称） 

（趣旨） 

第1条 この規則は、浄化槽法（昭和58年法律第43号。以下「法」という。）、浄化槽法施行令（平成

13年政令第310号）、環境省関係浄化槽法施行規則（昭和59年厚生省令第17号）及び浄化槽工事の技

術上の基準並びに浄化槽の設置等の届出及び設置計画に関する省令（昭和60年厚生省・建設省令第１

号）の施行に関し、必要な事項を定める。 

（平12規則101・平15規則７・令２規則60・一部改正） 

（浄化槽の使用開始等の報告書） 

第2条 法第10条の２第１項に規定する報告書は、浄化槽使用開始報告書（第１号様式）とする。 

２ 法第10条の２第２項に規定する報告書は、技術管理者変更報告書（第２号様式）とする。 

３ 法第10条の２第３項に規定する報告書は、浄化槽管理者変更報告書（第３号様式）とする。 

（平15規則７・追加） 

（浄化槽の維持管理状況の報告） 

第3条 浄化槽管理者は、当該浄化槽の維持管理の状況を随時記録し、毎年１月から３月までの分を４

月10日までに、４月から６月までの分を７月10日までに、７月から９月までの分を10月10日までに、

10月から12月までの分を翌年の１月10日までに、浄化槽維持管理報告書（第４号様式）により市長に

報告しなければならない。ただし、当該浄化槽の処理対象人員が50人以下（既存単独処理浄化槽にあ

っては、500人以下）の場合にあっては、報告を要しないものとする。 

（平15規則７・追加） 

第4条 削除 

（令２規則60） 

（浄化槽清掃業の許可申請） 

第5条 法第35条第１項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、浄化槽清掃業許可申請書（第６号様式）を市長に提出しなければならない。 

（平15規則７・旧第２条繰下・一部改正） 

（許可又は不許可の通知） 

第6条 市長は、法第35条第４項に規定する許可又は不許可の処分をしたときは、浄化槽清掃業許可証

（第７号様式。以下「許可証」という。）を交付し、又は浄化槽清掃業不許可通知書（第８号様式）

により申請者に通知する。 

２ 許可証は、他人に譲渡し又は貸与してはならない。 

（平15規則７・旧第３条繰下・一部改正） 

（許可証の再交付） 

第7条 前条第１項の規定により許可証の交付を受けた申請者（以下「許可業者」という。）は、許可

証を破損し、又は亡失したときは、直ちに浄化槽清掃業許可証再交付申請書（第９号様式）を市長に

提出し、その再交付を受けなければならない。 

２ 許可証の再交付があったときは、再交付に伴う従前の許可証は、その効力を失うものとする。 

（平15規則７・旧第４条繰下・一部改正） 

（変更の届出） 

第8条 許可業者は、法第37条の規定による変更の届出をしようとするときは、浄化槽清掃業申請記載

事項変更届（第10号様式）を市長に提出しなければならない。 

（平15規則７・旧第５条繰下・一部改正） 

－171－



（廃業等の届出） 

第9条 許可業者は、法第38条の規定による廃業等の届出をしようとするときは、浄化槽清掃業廃業等

届（第11号様式）を市長に提出しなければならない。 

（平15規則７・旧第６条繰下・一部改正） 

（許可の取消し等） 

第10条 市長は、法第41条第２項の規定により許可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を

命ずるときは、浄化槽清掃業許可取消書（第12号様式）又は浄化槽清掃業停止命令書（第13号様式）

により行うものとする。 

（平15規則７・旧第７条繰下・一部改正、平18規則19・一部改正） 

（許可証の返還） 

第11条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければな

らない。 

(1) 許可の期間が満了したとき。 

(2) 許可を取り消されたとき。 

(3) 業務を廃止したとき。 

２ 許可業者は、法第41条第２項の規定により、業務の全部の停止を命ぜられた場合は、許可証を一時

市長に返還しなければならない。 

（平15規則７・旧第８条繰下・一部改正） 

（実績報告書の提出） 

第12条 許可業者は、法第53条第１項の規定により、浄化槽の清掃に関する業務の実績について、毎月、

浄化槽清掃業務実績報告書（第14号様式）を作成し、翌月の10日までに市長に報告しなければならな

い。 

（平15規則７・旧第９条繰下・一部改正） 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成12年12月27日規則第101号） 

この規則は、平成13年１月６日から施行する。 

附 則（平成15年３月18日規則第７号） 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月28日規則第４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成18年３月31日規則第19号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成28年３月31日規則第71号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日規則第60号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 令和２年４月１日前に使用を休止した浄化槽に係る改正前の第４条の規定による届出については、

なお従前の例による。 
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○船橋市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 

平成14年12月27日 

条例第59号 

改正 平成16年12月24日条例第36号 

 平成18年 3月31日条例第15号 

 平成24年 3月30日条例第19号 

 令和2年3月30日条例第15号 

 令和7年3月28日条例第1号 

船橋市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例 

（趣旨） 

第1条 この条例は、浄化槽法（昭和58年法律第43号。以下「法」という。）第48条第１項の規定によ

り、浄化槽保守点検業者の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法の例による。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。 

(2) 浄化槽保守点検業者 次条第１項又は第３項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をい

う。 

（登録） 

第3条 本市の区域内において浄化槽保守点検業を営もうとする者は、市長の登録を受けなければなら

ない。 

２ 前項の登録の有効期間は、５年とする。 

３ 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなけ

ればならない。 

４ 前項の更新の登録の申請があった場合において、第２項の有効期間の満了の日までにその申請に

対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後も

その処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 

５ 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効

期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

（平18条例15・一部改正） 

（登録の申請） 

第4条 前条第１項又は第３項の登録を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる

事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。 

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

(2) 本市の区域を営業区域とする営業所（以下「営業所」という。）の名称及び所在地 

(3) 法人にあっては、その役員（業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下

同じ。）の氏名 

(4) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付

番号 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 

(1) 申請者が第６条第１項第１号から第６号までに該当しないことを誓約する書面 

(2) 第９条第２項に規定する器具の明細を記載した書類 

(3) その他規則で定める書類及び図面 

（登録の実施等） 

第5条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第１項の規定により登録を拒否

する場合を除くほか、前条第１項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守

点検業者登録簿（以下「登録簿」という。）に登録しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なくその旨を当該申請者に通知しな

ければならない。 

３ 何人も、市長に対し、登録簿の閲覧又は謄本の交付を請求することができる。 

（登録の拒否） 
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第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくは添付書類

の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登

録を拒否しなければならない。 

(1) 法の規定若しくは法に基づく処分又はこの条例の規定若しくはこの条例に基づく処分に違反

し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から２

年を経過しない者 

(2) 第12条第１項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者 

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第12条第１項の規定により登録を取り消された場合に

おいて、その取消しの日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその取消しの

日から２年を経過していないもの 

(4) 第12条第１項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 

(5) 浄化槽保守点検業者に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定

代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの 

(6) 法人でその役員のうちに第１号から第４号までのいずれかに該当する者があるもの 

(7) 第９条第１項又は第２項に規定する要件を欠く者 

２ 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、遅滞なくその旨を申請者

に通知しなければならない。 

（平18条例15・平24条例19・一部改正） 

（変更の届出） 

第7条 浄化槽保守点検業者は、第４条第１項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定める

ところにより、変更の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。 

２ 第５条第１項及び第２項並びに前条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。 

（廃業等の届出及び登録の失効） 

第8条 浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号

に掲げる者は、30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。 

(1) 死亡した場合 その相続人 

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者 

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人 

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は法人の役員 

２ 浄化槽保守点検業者が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者に係る第３条第１

項又は第３項の登録は、その効力を失う。 

（平16条例36・一部改正） 

（浄化槽管理士の設置等） 

第9条 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに浄化槽管理士を置かなければならない。 

２ 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。 

３ 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しく

は実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督し

なければならない。 

４ 浄化槽保守点検業者は、第３条第１項又は第３項の登録の有効期間ごとに、第１項の規定により

置く浄化槽管理士に対し、規則で定める研修の機会を確保しなければならない。 

５ 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検を行うこと

とし、その結果当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかにその旨を当該

浄化槽の浄化槽管理者及びその者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあっては委託を受けて

いる浄化槽清掃業者に通知するものとする。 

（令２条例15・一部改正） 

（標識の掲示） 

第10条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとにその見やすい場所に、氏

名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 

（帳簿の備付け等） 

第11条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとにその業務に関する帳簿を

－174－



 

 

備え、規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 

（登録の取消し等） 

第12条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消

し、又は６月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

(1) 不正の手段により第３条第１項又は第３項の登録を受けたとき。 

(2) 第６条第１項第１号、第３号、第５号又は第６号のいずれかに該当することとなったとき。 

(3) 第７条第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

(4) 第９条第１項から第３項までの規定に違反したとき。 

(5) 法第12条第２項の命令に違反したとき。 

２ 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければなら

ない。 

３ 市長は、第１項の規定により処分をした場合においては、その理由を示して、遅滞なくその旨を

当該浄化槽保守点検業者に通知しなければならない。 

（登録の抹消） 

第13条 市長は、浄化槽保守点検業者の登録が効力を失ったときは、その登録を抹消しなければなら

ない。 

（報告徴収、立入検査等） 

第14条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守

点検業務に関し報告させることができる。 

２ 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、当該職員に浄化槽保守点検業

者の営業所その他の浄化槽保守点検業の用に供される施設に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を

検査させ、又は関係者に質問させることができる。 

３ 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求が

あるときは、これを提示しなければならない。 

４ 第２項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（手数料） 

第15条 次の各号に掲げる者は、申請又は請求の際、当該各号に定める額の手数料を納付しなければ

ならない。 

(1) 第３条第１項の規定により登録を受けようとする者 １件につき 30,000円 

(2) 第３条第３項の規定により登録を受けようとする者 １件につき 28,000円 

(3) 第５条第３項の規定により謄本の交付を請求しようとする者 １通につき 300円 

２ 既に納付した手数料は、還付しない。 

（委任） 

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（罰則） 

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。 

(1) 第3条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者 

(2) 不正な手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けた者 

(3) 第12条第1項の規定による命令に違反した者 

(令7条例1・一部改正) 

第18条 次の各号の一に該当する者は、５万円以下の罰金に処する。 

(1) 第９条第３項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者 

(2) 第11条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿

を保存しなかった者 

(3) 第14条第１項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 

(4) 第14条第２項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に

対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 

（両罰規定） 

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関して前２条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本

条の罰金刑を科する。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行前に千葉県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和60年千葉県条例第19

号）の規定によってなされた浄化槽保守点検業者（本市の区域を含む区域をその営業区域とする浄

化槽保守点検業者に限る。）に係る登録は、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。 

附 則（平成16年12月24日条例第36号） 

この条例は、平成17年１月１日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日条例第15号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年４月１日から施行する。ただし、第６条の改正規定は、公布の日から施行

する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の第３条第１項の登録（同条第３項の更新の登録を含む。）を受

けている者又はこの条例の施行前にした登録の申請に基づきこの条例の施行後に同条第１項の登録

を受けた者（更新の登録の場合にあっては、この条例の施行後に登録に係る同条第２項の有効期間

（以下「有効期間」という。）が満了する者を除く。）の当該登録に係る有効期間については、な

お従前の例による。 

附 則（平成24年３月30日条例第19号） 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月30日条例第15号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成29年４月１日までに改正前の第３条第１項又は第３項の登録を受けた者（同条第５項の規定

の適用を受ける者であって、その者の登録の有効期間の起算日が同月１日以前であるものを含

む。）であって、令和２年４月１日において引き続き当該登録に基づき浄化槽保守点検業を営んで

いるものについては、同日から当該登録の有効期間が満了するまでの間、改正後の第９条第４項の

規定は、適用しない。 

附 則(令和7年3月28日条例第1号)抄 

(施行期日) 

１ この条例は、令和7年6月1日から施行する。 

(罰則の適用等に関する経過措置) 

２ この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、

なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則

を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67

号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以

下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のもの

に限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期

のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」とい

う。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする

有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。 

(人の資格に関する経過措置) 

４ 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、な

お効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資

格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者

と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた

者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。 
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○船橋市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則 

平成15年２月20日 

規則第３号 

改正 平成17年３月28日規則第４号 

平成18年３月31日規則第41号 

平成24年３月30日規則第17号 

平成27年３月31日規則第31号 

令和２年３月31日規則第61号 

令和４年３月29日規則第12号 

船橋市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第1条 この規則は、船橋市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（平成14年船橋市条例第59号。以

下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（登録の申請） 

第2条 条例第４条第１項に規定する申請書は、浄化槽保守点検業者登録（更新登録）申請書（第１号

様式）とする。 

２ 条例第４条第２項第１号に規定する書面は、誓約書（第２号様式）とする。 

３ 条例第４条第２項第２号に規定する書類は、器具明細書（第３号様式）とする。 

４ 条例第４条第２項第３号の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 本市の区域を営業区域とする営業所（以下「営業所」という。）の位置を示す図面 

(2) 営業所ごとに置かれる浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し 

(3) 住民票の写し（法人にあっては、登記事項証明書） 

(4) 浄化槽の保守点検の業務に従事する者の名簿（第４号様式） 

（平17規則４・一部改正） 

（登録簿の閲覧又は謄本の交付の請求） 

第3条 条例第５条第３項の規定により浄化槽保守点検業者登録簿（以下「登録簿」という。）の閲覧

又は謄本の交付を請求しようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧（騰本交付）請求書（第５

号様式）を市長に提出しなければならない。 

（登録簿の閲覧） 

第4条 登録簿の閲覧場所は、船橋市環境部環境保全課内とする。 

２ 登録簿の閲覧日は、船橋市の休日を定める条例（平成元年船橋市条例第12号）第１条に規定する市

の休日を除く日とし、その閲覧時間は、午前９時から午後５時までとする。 

３ 市長は、前項の規定にかかわらず、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、閲覧日又は閲

覧時間を変更することができる。 

４ 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧場所以外の場所に移動させてはならない。 

５ 市長は、前条及び前項の規定に違反する者、職員の指示に従わない者又は書類を損傷するおそれが

あると認められる者に対しては、閲覧を拒否し、又は中止させることができる。 

（平27規則31・令４規則12・一部改正） 

（変更の届出） 

第5条 条例第７条第１項の規定により届出をしようとする者は、浄化槽保守点検業者変更届出書（第

６号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の浄化槽保守点検業者変更届出書には、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類及

び図面を添付しなければならない。 

(1) 条例第４条第１項第１号に掲げる事項に変更があった場合 第２条第４項第３号の書類 

(2) 条例第４条第１項第２号に掲げる事項（営業所の名称を除く。）に変更があった場合 同条第

２項第２号の書類並びに第２条第４項第１号、第２号及び第４号の書類及び図面 

(3) 条例第４条第１項第３号に掲げる事項に変更があった場合 登記事項証明書及び新たに役員と

なる者があるときは、その者が条例第６条第１項第１号から第４号までのいずれにも該当しないこ

とを誓約する誓約書（第７号様式） 

(4) 条例第４条第１項第４号に掲げる事項に変更があった場合 第２条第４項第２号及び第４号の

書類 
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（平17規則４・一部改正） 

（廃業等の届出） 

第6条 条例第８条第１項の規定により届出をしようとする者は、浄化槽保守点検業者廃業等届出書（第

８号様式）を市長に提出しなければならない。 

（営業所に備える器具） 

第7条 条例第９条第２項の規則で定める器具は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 水素イオン濃度指数測定器具 

(2) 汚泥沈殿試験器具 

(3) 透視度計 

(4) 亜硝酸性窒素測定器具 

(5) 塩素イオン濃度測定器具（し尿のみを処理する浄化槽の保守点検を行う浄化槽保守点検業者に

限る。） 

(6) 温度計 

(7) スカム測定器具 

(8) 汚泥厚測定器具 

(9) 残留塩素測定器具 

(10) 溶存酸素計 

(11) 混合液浮遊物質濃度計（し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽の保守点検を行う浄化槽保守点

検業者に限る。） 

(12) 顕微鏡 

（研修） 

第8条 条例第９条第４項の規則で定める研修は、浄化槽の維持管理に関する知識及び技能の向上を図

るための研修であって、次に掲げる事項を含むものとする。 

(1) 浄化槽行政の動向 

(2) 浄化槽の構造及び機能 

(3) 浄化槽の保守点検及び清掃 

(4) 千葉県内の浄化槽に関する普及の状況及び施策の展開の状況 

(5) 浄化槽法（昭和58年法律第43号。以下「法」という。）第７条第１項及び第11条第１項に規定

する水質に関する検査 

(6) その他浄化槽の保守点検に必要な事項 

２ 前項の研修は、次の各号に掲げる者のいずれかが実施するものとする。 

(1) 国、都道府県又は市町村 

(2) 法第57条第１項の規定による指定検査機関 

(3) 浄化槽に関する普及啓発又は適正な維持管理の推進に関する事業を行う法人であって営利を目

的としないもの 

(4) その他市長が定める法人 

（令２規則61・追加） 

（標識） 

第9条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 氏名又は名称 

(2) 登録番号 

(3) 登録の有効期間 

(4) 営業所に置かれている浄化槽管理士の氏名 

２ 条例第10条に規定する標識は、船橋市浄化槽保守点検業者登録票（第９号様式）とする。 

（令２規則61・旧第８条繰下） 

（帳簿の備付け） 

第10条 条例第11条の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 浄化槽管理者の氏名又は名称及び住所 

(2) 浄化槽の設置場所、処理対象人員及び処理方式 

(3) 浄化槽管理者から法第10条第３項の規定により浄化槽の保守点検の委託を受けた年月日（委託

契約に委託期間の定めがある場合にあっては、当該年月日及び委託期間） 
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(4) 浄化槽の保守点検を実施した年月日 

(5) 条例第９条第４項の研修を受講した浄化槽管理士の氏名並びにその研修の名称及び年月日 

２ 浄化槽保守点検業者は、条例第11条に規定する帳簿（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては確認することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処

理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を含む。）を次の各号に掲げる事項を記載した日から当

該各号に掲げる期間保存しなければならない。 

(1) 前項第１号から第４号までに掲げる事項 ３年間 

(2) 前項第５号に掲げる事項 ５年間 

３ 前項の規定により電磁的記録の保存を行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わな

ければならない。 

(1) 作成された電磁的記録を浄化槽保守点検業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又

は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録し

ておくことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもって調製するファイルにより保存

する方法 

(2) 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取っ

てできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディ

スク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

４ 浄化槽保守点検業者が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁

的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で浄化槽保守

点検業者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できなければならない。 

（平18規則41・一部改正、令２規則61・旧第９条繰下・一部改正） 

（身分を示す証明書） 

第11条 条例第14条第３項に規定する証明書は、身分証明書（第10号様式）とする。 

（令２規則61・旧第10条繰下） 

附 則 

この規則は、平成15年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月28日規則第４号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成18年３月31日規則第41号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第９条第１項に１号を加える改正規定は、平成18年４

月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月30日規則第17号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に調製されている用紙は、当分の間所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成27年３月31日規則第31号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日規則第61号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月29日規則第12号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。
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○あき地に係る雑草の除去に関する条例 

昭和46年12月28日 

条例第50号 

あき地に係る雑草の除去に関する条例 

（目的） 

第1条 この条例は、あき地に繁茂し、放置されている雑草を除去することにより、火災又は犯罪の発

生を予防し、かつ、清潔な生活環境を保持することを目的とする。 

（定義） 

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) あき地 宅地化された状態の土地で、現にその管理者が使用していない土地をいう。 

(2) あき地の管理者 あき地の管理について権原を有する者をいう。 

(3) 不良状態 雑草が繁茂し、放置され、周囲に迷惑を及ぼすような状態をいう。 

（あき地の管理者の責務） 

第3条 あき地の管理者は、当該あき地を適正に管理し、不良状態にならないように努めなければなら

ない。 

（除草の助言及び指導） 

第4条 市長は、あき地が不良状態になるおそれがあると認めるときは、当該あき地の管理者に対し、

雑草の除去について必要な助言及び指導をすることができる。 

（除草の命令等） 

第5条 市長は、あき地が不良状態にあると認めるときは、当該あき地の管理者に対し、雑草の除去を

命ずることができる。 

２ 市長は、あき地の管理者が前項の命令に従わないときは、当該あき地の雑草を除去するについて、

行政代執行法（昭和23年法律第43号）の定めるところによりこれを行うものとする。 

（立入調査） 

第6条 市長は、前２条の規定による助言及び指導又は命令等を行うため若しくはそれらの履行の状態

を調査するために必要があると認めるときは、必要な限度において、当該職員に、あき地に立ち入っ

て調査させ、又は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなけ

ればならない。 

（委任） 

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、昭和47年２月１日から施行する。 
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○あき地に係る雑草の除去に関する条例施行規則 

昭和47年２月１日 

規則第２号 

あき地に係る雑草の除去に関する条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、あき地に係る雑草の除去に関する条例（昭和46年船橋市条例第50号。以下「条例」

という。）の施行について、必要な事項を定める。 

（命令等） 

第２条 条例第５条第１項の規定による命令は、雑草除去命令書（第１号様式）により行うものとする。 

（証票） 

第３条 条例第６条第２項の規定による証票は、身分証明書（第２号様式）とする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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○船橋市霊園条例 

昭和39年３月30日 

条例第23号 

改正 昭和45年４月30日条例第21号 

昭和51年３月31日条例第14号 

昭和53年12月27日条例第54号 

昭和54年12月25日条例第44号 

昭和61年３月31日条例第13号 

平成３年12月26日条例第29号 

平成７年９月29日条例第26号 

平成10年３月31日条例第21号 

平成24年６月28日条例第36号 

平成26年３月28日条例第１号 

平成28年９月26日条例第54号 

平成31年３月29日条例第１号 

令和元年12月25日条例第25号 

船橋市霊園条例 

（趣旨） 

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）に基づく埋蔵の施設（以下「霊

園」という。）の設置及び管理に関し必要な事項を定める。 

（設置、名称及び位置） 

第2条 市は、霊園を設置する。 

２ 霊園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

船橋市馬込霊園 船橋市馬込町1,216番地 

船橋市習志野霊園 船橋市習志野2丁目5番9号 

（昭45条例21・昭53条例54・一部改正） 

（使用の許可） 

第3条 霊園を使用しようとする者は、この条例の定めるところにより、市長の許可を受けなければな

らない。 

２ 霊園の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）に対して、使用許可証（以下「許可証」と

いう。）を交付する。 

（使用の範囲） 

第4条 霊園は、埋葬の目的以外に使用することはできない。ただし、碑石形像類その他霊園の使用に

伴う設備の建設は、この限りでない。 

（使用者の範囲） 

第5条 霊園の使用者は、市内に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が、特別の理由が

あると認めたときは、市外居住者にも許可することができる。 

（使用制限） 

第6条 市長は、霊園の使用につき制限し、又は条件を付けることができる。 

（昭45条例21・全改） 

（使用場所の返還） 

第7条 使用場所の全部又は一部が不用になったときは、使用者は、その場所を原状に復し返還しなけ

ればならない。ただし、市長の承認を受けたときは、現状のまま返還することができる。 

２ 市長は、使用場所の一部の返還が、霊園の管理上支障があると認めたときは、これを拒むことがで

きる。 

（返還命令） 

第8条 霊園の経営又は事務執行上やむを得ないときは、市長は、使用場所の全部又は一部につき、変

更又は返還を命ずることができる。 

２ 前項の規定によって変更又は返還を命じたときは、換地及び移転補償料を交付し、又は既納の使用

料を還付することがある。 
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（使用の承継） 

第9条 霊園の使用は、祭祀を承継する者のほかは、承継することができない。ただし、承継する者が

ない場合において、親族からその理由を付して市長に願い出て、特に承認を受けたときは、この限り

でない。 

（使用権の消滅） 

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、霊園の使用権は、消滅する。 

(1) 使用者が死亡した日から２年を経過しても承継する者がないとき。 

(2) 使用者が住所不明となってから５年を経過したとき。 

（使用許可の取消し） 

第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、霊園の使用許可を取り消すことができる。 

(1) 使用者が許可を受けた目的以外に使用するとき。 

(2) 使用者が許可を受けた日から３年を経過しても使用又は設備をしないとき。 

(3) 使用者が納期限までに使用料を納めないとき。 

(4) 使用者が３年間管理料を納めないとき。 

(5) 使用者が使用権を他人に譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。 

(6) 虚偽の申請によって許可を受けたことが判明したとき。 

(7) この条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。 

２ 前項の規定により、使用許可を取り消されたときは、使用者は、直ちにその場所を原状に復し、市

長に返還しなければならない。 

３ 使用者が、前項の措置を行わなかったときは、市において原状に復し、その費用は、使用者から徴

収する。 

（昭45条例21・平７条例26・一部改正） 

（改葬及び無縁墳墓） 

第12条 市長は、前２条の規定により使用権が消滅し、又は使用許可を取り消したときは、その墳墓を

一定の場所に改葬することができる。 

２ 前項の規定による墳墓の改葬前にその場所を、従前の使用者の親族又は縁故者が使用しようとする

ときは、市長は、これを許可することができる。 

３ 親族又は縁故者から使用承継の願い出でがなく、改葬後20年を経過したときは、市長は、無縁とし

て処理することができる。 

（使用場所の制限） 

第13条 埋葬場所（碑石形像類の建設を含む。）の種別及び面積は、次の制限により市長が定める。た

だし、区画上これにより難いときは、この限りでない。 

(1) 船橋市馬込霊園 

普通墓地 

第一種 １箇所 16平方メートル 

第二種 １箇所 ９平方メートル 

第三種 １箇所 ６平方メートル 

第四種 １箇所 ４平方メートル 

芝生墓地 

第一種 １箇所 ４平方メートル 

第二種 １箇所 ３平方メートル 

(2) 船橋市習志野霊園 

１箇所 ４平方メートル 

２ 埋葬場所の使用は、使用者１人について１箇所とする。 

（昭45条例21・昭54条例44・平７条例26・一部改正） 

（使用料） 

第14条 使用料は、１平方メートルにつき27万円とし、許可の際全額を徴収する。ただし、市長が特別

の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。 

２ 第５条ただし書の規定により、市外居住者に特に使用を許可する場合は、前項の使用料の５割増と

する。 

（昭45条例21・昭54条例44・平７条例26・一部改正） 
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（霊園の一時使用） 

第15条 碑石形像類の建設を行うため霊園を一時使用しようとする者は、市長の許可を受けなければな

らない。 

２ 霊園の一時使用の期間は、20日以内とする。 

３ 霊園の一時使用の許可を受けた者が、許可を受けた目的に反して霊園を使用したときは、市長は、

その許可を取り消すことができる。 

（昭45条例21・追加、昭61条例13・平３条例29・平７条例26・一部改正） 

（管理料） 

第16条 市長は、霊園の維持管理に要する経費として霊園の使用者から次の各号に掲げる区分に応じ当

該各号に掲げる額で算定した額（10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）の管理料を徴

収する。 

(1) ４月１日に本市の住民基本台帳に記録されている者 １平方メートルにつき 年額1,220円 

(2) その他の者 １平方メートルにつき 年額1,830円 

２ 前項の規定にかかわらず、年度の中途において許可を受けた者のうち10月１日以降の使用者の当該

年度分の管理料については、同項第１号又は第２号に掲げる額で算定した額の半額（10円未満の端数

があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

３ 管理料は、毎年６月30日まで（年度の中途において許可を受けた者については許可の際）に徴収す

る。 

（昭45条例21・追加、昭51条例14・昭61条例13・平３条例29・平７条例26・平10条例21・平

24条例36・平26条例１・平31条例１・令元条例25・一部改正） 

（使用料及び管理料の減免） 

第17条 市長は、相当の理由があると認めたときは、使用料及び管理料を減免することができる。 

（昭45条例21・旧第15条繰下・一部改正） 

（使用料及び管理料の還付制限） 

第18条 第８条の規定による場合のほか、既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、市長が特別

の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。 

（昭45条例21・旧第16条繰下・一部改正、平７条例26・一部改正） 

（許可証の書換え又は再交付手数料） 

第19条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証の書換え又は再交付を受けな

ければならない。 

(1) 霊園の使用を承継しようとするとき。 

(2) 許可証を紛失又はき損したとき。 

(3) 使用者の本籍若しくは住所に異動を生じ、又は氏名を変更したとき。 

２ 前項の規定により許可証の書換え又は再交付を受けようとする者から、次の手数料を徴収する。 

(1) 書換え １件につき 300円 

(2) 再交付 １件につき 300円 

（昭45条例21・旧第17条繰下、昭61条例13・平28条例54・一部改正） 

（委任） 

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

（昭45条例21・旧第18条繰下） 

付 則 

１ この条例は、昭和39年４月１日から施行する。 

２ 船橋市霊園使用条例（昭和26年船橋市条例第65号。以下「旧条例」という。）は、廃止する。 

３ この条例施行の際、旧条例第１条の規定により、霊園の使用許可を受けている者は、この条例第３

条の規定による許可を受けたものとみなす。 

附 則（昭和45年４月30日条例第21号） 

１ この条例は、昭和45年５月１日から施行する。 

２ この条例施行の際、現に許可を受けて使用料を納めている者については、改正後の船橋市霊園条例

第14条に規定する使用料を納めたものとみなす。 

附 則（昭和51年３月31日条例第14号） 

この条例は、昭和51年４月１日から施行する。 
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附 則（昭和53年12月27日条例第54号） 

この条例は、昭和54年２月１日から施行する。 

附 則（昭和54年12月25日条例第44号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和55年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例施行の際、現に使用許可を受けて使用料を納めている者については、改正後の船橋市霊園

条例第14条に規定する使用料を納めたものとみなす。 

附 則（昭和61年３月31日条例第13号） 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和61年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、この条例による改正前の船橋市霊園条例の規定により、既に一時使用の許可

を受けている者の一時使用料については、なお従前の例による。 

附 則（平成３年12月26日条例第29号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用等に係る使用料等であって、施行日前

に納付されたものの額については、なお従前の例による。 

附 則（平成７年９月29日条例第26号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成７年10月１日から施行する。ただし、第16条第１項の改正規定は、平成８年４月

１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用の許可に係

る使用料について適用し、施行日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に許可を受けている一時使用に係る一時使用料については、なお従前の例に

よる。 

４ 改正後の第18条の規定は、施行日前に返還された使用場所に係る使用料については、適用しない。 

附 則（平成10年３月31日条例第21号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成10年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第16条の規定は、この条例の施行の日以後の調定に係る管理料について適用する。 

附 則（平成24年６月28日条例第36号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年７月９日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。 

(1)及び(2) 略 

(3) 第１条中船橋市霊園条例第16条第１項の改正規定（同項第１号中「又は外国人登録原票に登録

され」を「に記録され」に改める部分を除く。）及び同条第２項の改正規定 平成25年４月１日 

（船橋市霊園条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ 平成25年３月31日までの間における第１条の規定による改正後の船橋市霊園条例第16条第１項及

び第２項の規定の適用については、同条第１項第１号中「住民基本台帳に記録されている者」とある

のは、「住民基本台帳に記録されている者又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に

基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成21年

法律第79号）第４条の規定による廃止前の外国人登録法（昭和27年法律第125号）第４条第１項に規

定する外国人登録原票に登録されていた者」とする。 

附 則（平成26年３月28日条例第１号）抄 

（施行期日） 
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１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年９月26日条例第54号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の船橋市手数料条例、第２条の規定による改正後の船橋市霊園条例及び

第３条の規定による改正後の船橋市霊堂条例の規定は、平成29年４月１日以後の申請等に係る手数料

について適用し、同日前の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。 

附 則（平成31年３月29日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。 

（船橋市霊園条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 第３条の規定による改正後の船橋市霊園条例の規定にかかわらず、施行日前に許可をした霊園の使

用に係る平成31年度以前の管理料については、なお従前の例による。 

附 則（令和元年12月25日条例第25号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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○船橋市霊園条例施行規則 

昭和55年６月30日 

規則第62号 

改正 昭和58年６月30日規則第56号 

昭和59年12月10日規則第72号 

平成３年２月27日規則第８号 

平成５年３月31日規則第43号 

平成７年９月29日規則第80号 

平成７年12月１日規則第88号 

平成９年３月31日規則第25号 

平成11年３月31日規則第25号 

平成12年３月31日規則第55号 

平成22年12月28日規則第104号 

平成24年７月５日規則第113号 

平成28年３月31日規則第71号 

船橋市霊園条例施行規則 

船橋市霊園条例施行規則（昭和39年船橋市規則第11号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は、船橋市霊園条例（昭和39年船橋市条例第23号。以下「条例」という。）の施行に

関し、必要な事項を定める。 

（公募） 

第２条 市長は、あらかじめ広報等市民の周知できる方法により、墓地の使用許可を受けようとする者

を公募する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、市長が特に必要があると認める

ときは、公募しないことができる。 

(1) 国、県又は市の公共事業のために本市にある墳墓を移転する場合 

(2) 前号に掲げるもののほか、市の公共事業（本市の霊園の整備事業の実施に不可欠なものに限る。）

のために本市にある土地を譲渡する場合 

（平22規則104・一部改正） 

（使用許可の申請） 

第３条 条例第３条の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

船橋市霊園墓地使用許可申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければな

らない。 

(1) 埋火葬許可証若しくは改葬許可証又はこれらに代わる書類 

(2) 戸籍謄本又はこれに代わる書類及び住民票の写し 

(3) その他市長が必要があると認める書類 

（平11規則25・平24規則113・一部改正） 

（墓地の使用区画の決定） 

第４条 市長は、墓地の申請者数が募集数に満たないときは、あらかじめ各種別ごとに定めた区画番号

順により墓地の使用区画を決定する。 

２ 市長は、墓地の申請者数が募集数を超えるときは、公開抽せんにより墓地の使用区画を決定する。 

３ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、公開抽せんの方法によらないで

墓地の使用区画を決定することができる。 

（公開抽せん） 

第５条 市長は、公開抽せんを行うときは、その日時、場所をあらかじめ申請者に通知するものとする。 

２ 公開抽せんは、申請者の立会いのもとで行う。この場合において立会うべき申請者がいないときは、

市長が指定する職員２人以上をこれに立会わせる。 

３ 市長は、公開抽せんの結果を船橋市霊園墓地公開抽せん結果通知書（第２号様式）により申請者に

通知する。 

（使用許可証） 

第６条 条例第３条第２項に規定する使用許可証とは、船橋市霊園墓地使用許可証（第３号様式。以下

「使用許可証」という。）とする。 
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（使用許可証の提示等） 

第７条 墓地の使用許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、墓地に係る申請又は届出をすると

きは、そのつど使用許可証を提示しなければならない。 

２ 使用者は、埋蔵又は改葬をするときは、使用許可証を市長に提出し、必要事項の記入を受けなけれ

ばならない。 

（使用者の範囲の特例） 

第８条 条例第５条に規定する市長が特別の理由があると認めたときとは、本市にある墳墓を国、県又

は市の公共事業のため移転するときをいう。 

（使用制限） 

第９条 条例第６条に規定する制限又は条件とは、次に掲げるとおりとする。 

(1) 本市に１年以上居住していること。 

(2) 住民基本台帳に記録されていること。 

(3) 祭祀を主宰すること。 

(4) 改葬（国外死亡等に係る改葬、船橋市馬込霊堂及び船橋市習志野霊堂からの改葬その他市長が

特に必要があると認める改葬を除く。）又は分骨のために使用するものでないこと。 

（平７規則80・平12規則55・平24規則113・一部改正） 

（囲障） 

第10条 普通墓地の使用者は、使用許可証の交付を受けたときは、使用区画を明確にするため、速やか

に囲障を設けなければならない。ただし、芝生墓地にあっては、囲障を設けてはならない。 

（墓地の設置基準） 

第11条 普通墓地の碑石その他の設置は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。ただし、第

１号及び第２号の規定は、本市にある墳墓を国、県又は市の公共事業のため市の霊園に移転する場合

については、適用しない。 

(1) 碑石の建立は、１区画１基とする。 

(2) 碑石（台石のある場合は台石を含む。）の高さは、盛土面より次のとおりとする。 

ア １区画の面積が６平方メートル以内の墓地 200センチメートル以内 

イ その他の墓地 250センチメートル以内 

(3) 碑石及び台石は、墓地背割線と平行に設置しなければならない。 

(4) 盛土の高さは、前面通路より45センチメートル以内とし、囲障の高さは、盛土面より45センチ

メートル以内とする。 

(5) 樹木は、びゃくしん類（イブキ、タマイブキ、カイズカイブキ等）以外のものとし、他人の墓

地又は通路等に枝が出ないもので盛土面より150センチメートル以内の高さのものとする。 

２ 芝生墓地の碑石その他の設置は、次に掲げる基準によらなければならない。ただし、市長が別に定

める区画にあっては、この限りでない。 

(1) 碑石の建立は、１区画１基とし、あらかじめ市が設けた地下葬孔の周囲に補強枠を設け、その

上に碑石を設置しなければならない。 

(2) 補強枠の幅は92センチメートル以上100センチメートル以内とし、奥行きは96センチメートル以

上100センチメートル以内とし、高さは15センチメートル以内とし、厚みは12センチメートル以上

16センチメートル以内（後面は、４センチメートル以上８センチメートル以内）とする。 

(3) 碑石（台石のある場合は、台石を含む。）の幅は80センチメートル以内とし、奥行きは45セン

チメートル以内とし、高さは補強枠を含めて80センチメートル以内とする。 

(4) 塔婆立ての幅は70センチメートル以内とし、奥行きは10センチメートル以内とし、高さは80セ

ンチメートル以内とする。 

(5) 塔婆の高さは、90センチメートル以内とする。 

(6) 墓地に植樹する等原状を変更してはならない。 

（昭58規則56・昭59規則72・平３規則８・平７規則88・平９規則25・平11規則25・一部改正） 

（墓地の返還） 

第12条 条例第７条第１項の規定により、墓地を返還しようとする使用者は、船橋市霊園墓地返還届（第

４号様式）により、市長に届出るとともに、市長の指定した期間内に墓地を原状に復さなければなら

ない。 

（使用料の還付） 
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第13条 市長は、条例第８条第２項又は条例第18条の規定により、既納の使用料を還付することと決定

したときは、船橋市霊園墓地使用料還付決定通知書（第５号様式）により、使用者に通知する。 

２ 前項の規定による通知を受けた使用者は、船橋市霊園墓地使用料還付請求書（第６号様式）に印鑑

証明書及び住民票の写しを添えて、市長に既納の使用料を請求しなければならない。 

（平７規則80・平11規則25・平24規則113・一部改正） 

（使用承継） 

第14条 条例第９条の規定により使用承継の承認を受けようとする者は、船橋市霊園墓地使用承継承認

申請書（第７号様式）に、戸籍謄本又はこれに代わる書類及び住民票の写しその他市長が必要がある

と認める書類を添えて、市長に申請し、その認定を受けなければならない。 

（昭59規則72・平11規則25・平24規則113・一部改正） 

（使用許可の取消通知） 

第15条 市長は、条例第11条第１項の規定により、墓地の使用許可を取消したときは、その旨を船橋市

霊園墓地使用許可取消通知書（第９号様式）により、使用者に通知する。 

（一時使用許可の申請等） 

第16条 霊園の一時使用の許可を受けようとする使用者は、船橋市霊園一時使用許可申請書（第10号様

式）に使用許可証を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請を適当であると認めたときは、船橋市霊園一時使用許可証（第11号様

式。以下「一時使用許可証」という。）を当該使用者に交付する。 

（平７規則80・一部改正） 

（工事施工届及び工事完了届） 

第17条 墓地に碑石の建立その他設備を施工しようとする使用者は、船橋市霊園墓地工事施工届（第12

号様式）に、一時使用許可書、設計書及び図面を添えて、市長に届出なければならない。 

２ 使用者は、前項に規定する工事を完了したときは、船橋市霊園墓地工事完了届（第13号様式）によ

り市長に届出て、その承認を受けなければならない。 

（使用者の管理義務） 

第18条 使用者は、常に墓地を清掃し、墓地の碑石、樹木等が転倒その他により危険を生じ、又は他人

に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。 

（使用料及び管理料の減免申請） 

第19条 条例第17条の規定により、使用料及び管理料の減免を受けようとする者は、船橋市霊園墓地使

用料管理料減免申請書（第14号様式）により市長に申請し、その認定を受けなければならない。 

（使用許可証の記載事項の変更） 

第20条 使用者は、使用許可証の記載事項に変更を生じたときは、船橋市霊園墓地使用許可証記載事項

変更届（第15号様式）に使用許可証及び住民票の写しその他の変更を証明する書類を添えて、市長に

届け出なければならない。 

（昭59規則72・平11規則25・一部改正） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和55年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則施行の際、この規則による改正前の船橋市霊園条例施行規則第５条に規定する使用許可証

の交付を受けた者は、この規則第６条に規定する使用許可証の交付を受けたものとみなす。 

附 則（昭和58年６月30日規則第56号） 

この規則は、昭和58年７月１日から施行する。 

附 則（昭和59年12月10日規則第72号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の船橋市霊園条例施行規則第11条の規定は、この規則施行の際、現に霊園の

一時使用の許可を申請している者から適用する。 

附 則（平成３年２月27日規則第８号） 

（施行期日） 
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１ この規則は、平成３年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第11条第２項の規定は、この規則の施行の日において現に霊園の一時使用に係る申請書を

受理しているものから適用する。 

附 則（平成５年３月31日規則第43号） 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成７年９月29日規則第80号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成７年10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の第１号様式及び第11号様式の規定により調製した用紙は、当分の間所要の調整をして使用

することができる。 

附 則（平成７年12月１日規則第88号） 

この規則は、平成８年１月１日から施行する。 

附 則（平成９年３月31日規則第25号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の船橋市霊園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に霊園の一時使用に係る申請

書を受理したものから適用する。 

附 則（平成11年３月31日規則第25号） 

この規則は、平成11年４月１日から施行する。 

附 則（平成12年３月31日規則第55号） 

この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成22年12月28日規則第104号） 

この規則は、平成23年１月１日から施行する。 

ただし、第１号様式、第４号様式、第６号様式、第７号様式、第９号様式、第10号様式及び第12号様

式から第15号様式までの改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年７月５日規則第113号） 

この規則は、平成24年７月９日から施行する。 

ただし、第３条の改正規定（同条第２号中「又は外国人登録済証明書」を削る部分を除く。）及び第

14条の改正規定（「戸籍謄（抄）本」を「戸籍謄本又はこれに代わる書類」に改める部分に限る。）は、

公布の日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日規則第71号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 
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○船橋市霊堂条例 

平成５年３月31日 

条例第５号 

改正 平成６年３月31日条例第14号 

平成10年３月31日条例第22号 

平成24年６月28日条例第36号 

平成26年３月28日条例第１号 

平成28年９月26日条例第54号 

平成31年３月29日条例第１号 

令和元年12月25日条例第26号 

船橋市霊堂条例 

（趣旨） 

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号）第２条第６項に規定する納骨

堂の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（設置、名称及び位置） 

第2条 市は、納骨堂を設置する。 

２ 納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

船橋市馬込霊堂 船橋市馬込町1,202番地2 

船橋市習志野霊堂 船橋市習志野2丁目5番9号 

（平６条例14・一部改正） 

（使用の要件） 

第3条 船橋市馬込霊堂及び船橋市習志野霊堂（以下「霊堂」という。）を使用することができる者は、

次に掲げる要件を備えたものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りで

ない。 

(1) 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録された後１年を経過していること。 

(2) 祭祀
し

を主宰していること。 

(3) 改葬（国外死亡等に係る改葬を除く。）のために使用するものでないこと。 

（平６条例14・平24条例36・一部改正） 

（使用期間） 

第4条 霊堂を使用することができる期間は、次条第１項の許可を受けた日から２年を経過した日以後

最初に到来する３月31日までとする。ただし、これを更新することができる。 

（使用の許可等） 

第5条 霊堂を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。 

３ 市長は、第１項の許可をしたときは、許可証を交付する。 

４ 第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）は、本籍、住所又は氏名を変更したときは、

市長に届け出て、許可証の書換えを受けなければならない。 

５ 使用者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、速やかに再交付を受けなければならない。 

（使用権の承継等） 

第6条 使用者の死亡その他の理由により、祭祀
し

を主宰することとなった者は、霊堂の使用権を承継す

ることができる。 

２ 前項の規定により霊堂の使用権を承継しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。 

３ 前項の承認を受けた者は、許可証の書換えを受けなければならない。 

（使用の許可の取消し） 

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消すことができる。 

(1) 使用の目的に違反したとき。 

(2) 使用の許可を受けた日から１年を経過しても使用を開始しないとき。 

(3) 使用料を３年間納付しなかったとき。 

(4) 偽りその他不正の手段により、使用の許可を受けたとき。 
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(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（使用場所の返還） 

第8条 使用者は、霊堂を使用する必要がなくなったとき、又は前条の規定により使用の許可を取り消

されたときは、速やかに使用場所を原状に復して、市長に返還しなければならない。 

（収蔵位置の変更等） 

第9条 市長は、使用者が第７条の規定により使用の許可を取り消された場合において前条の規定によ

る返還をしないときは、焼骨を所定の場所へ移転し、保管することができる。 

２ 市長は、前項の規定による移転後相当の期間を経過したときは、焼骨を所定の場所に改葬すること

ができる。 

（焼骨の返還） 

第10条 市長は、使用者が霊堂に収蔵されている焼骨に係る改葬の許可を得た場合のほかは、焼骨を返

還してはならない。 

（使用料） 

第11条 使用者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額の使用料を納付しなければならな

い。 

(1) ４月１日に市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者 １箇所につき 年額

5,180円 

(2) その他の者 １箇所につき 年額7,770円 

２ 前項の規定にかかわらず、第５条第１項の許可を受けた日からその日以後最初に到来する３月31日

までの期間が６月を超えないときのその期間の使用料の額は、前項第１号又は第２号に掲げる額の半

額（10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

３ 使用料の納期限は、毎年６月30日とする。ただし、第５条第１項の許可を受けた日からその日以後

最初に到来する３月31日までの期間の使用料の納期は、許可の際とする。 

４ 第９条第１項の規定による保管に要する費用は、第８条の規定による返還をしない者が負担し、そ

の額は、使用料に準じて規則で定める。 

（平10条例22・平24条例36・平26条例１・平31条例１・令元条例26・一部改正） 

（使用料の減免） 

第12条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。 

（使用料の不還付） 

第13条 既に納入された使用料は、還付しない。 

（手数料） 

第14条 第５条第４項若しくは第５項又は第６条第３項の規定により許可証の書換え又は再交付を受

けようとする者は、１件につき300円の手数料を納付しなければならない。 

（平28条例54・一部改正） 

（損害賠償） 

第15条 使用者は、霊堂の施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を

賠償しなければならない。 

（委任） 

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成６年３月31日条例第14号） 

この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

附 則（平成10年３月31日条例第22号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成10年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第11条の規定は、この条例の施行の日以後の調定に係る使用料について適用する。 

附 則（平成24年６月28日条例第36号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成24年７月９日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
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る日から施行する。 

(1) 第３条中船橋市霊堂条例第11条第１項の改正規定（同項第１号中「、又は外国人登録原票に登

録され」を削る部分を除く。）及び同条第２項の改正規定 公布の日 

（船橋市霊堂条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）の前日において出入国管理及び難民認定法及び日

本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正す

る等の法律（平成21年法律第79号）第４条の規定による廃止前の外国人登録法（昭和27年法律第125

号）第４条第１項に規定する外国人登録原票に登録をされていた者であって施行日から第３条の規定

による改正後の船橋市霊堂条例（以下「改正後の霊堂条例」という。）第５条第１項の許可を受ける

までの間において住民基本台帳に記録されているものについては、当該登録をされていた期間を住民

基本台帳に記録されていた期間とみなして、改正後の霊堂条例第３条第１号の規定を適用する。 

４ 平成25年３月31日までの間における改正後の霊堂条例第11条第１項及び第２項の規定の適用につ

いては、同条第１項第１号中「住民基本台帳に記録されている者」とあるのは、「住民基本台帳に記

録されている者又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱

した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律（平成21年法律第79号）第４条の規

定による廃止前の外国人登録法（昭和27年法律第125号）第４条第１項に規定する外国人登録原票に

登録されていた者」とする。 

附 則（平成26年３月28日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年９月26日条例第54号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の船橋市手数料条例、第２条の規定による改正後の船橋市霊園条例及び

第３条の規定による改正後の船橋市霊堂条例の規定は、平成29年４月１日以後の申請等に係る手数料

について適用し、同日前の申請等に係る手数料については、なお従前の例による。 

附 則（平成31年３月29日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。 

（船橋市霊堂条例の一部改正に伴う経過措置） 

20 第20条の規定による改正後の船橋市霊堂条例の規定にかかわらず、施行日前に許可をした霊堂の使

用に係る平成31年度以前の使用料については、なお従前の例による。 

附 則（令和元年12月25日条例第26号） 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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○船橋市霊堂条例施行規則 

平成５年３月31日 

規則第42号 

改正 平成10年５月15日規則第61号 

平成12年３月31日規則第56号 

平成24年７月５日規則第114号 

平成26年３月31日規則第12号 

平成28年３月31日規則第71号 

令和５年３月14日規則第3号 

 

船橋市霊堂条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、船橋市霊堂条例（平成５年船橋市条例第５号。以下「条例」という。）の施行に

関し、必要な事項を定めるものとする。 

（使用の要件の特例） 

第２条 条例第３条ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次に掲げるときとす

る。 

(1) 市内の墳墓を国、県又は市の公共事業のため移転するとき。 

(2) 条例第５条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が市外に転出した場合であって、

引き続き船橋市馬込霊堂（以下「霊堂」という。）を使用するとき。 

（使用期間の更新） 

第３条 条例第４条ただし書の規定による更新は、使用者から更新しない旨の申出がない限り３年ごと

にこれを行う。 

（募集） 

第４条 市長は、広報への掲載その他の方法により、霊堂を使用しようとする者を募集する。 

（使用の申請） 

第５条 霊堂を使用しようとする者は、船橋市霊堂使用許可申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を

添えて、市長に申請しなければならない。 

(1) 埋火葬許可証又はこれに代わる書類 

(2) 戸籍謄本又はこれに代わる書類及び住民票の写し 

(3) その他市長が必要があると認める書類 

（平24規則114・一部改正） 

（公開抽選等） 

第６条 前条の規定による申請をした者で条例第３条に規定する要件を備えたもの（以下「申請者」と

いう。）の数が第４条の規定による募集の数を超えるときは、公開抽選により使用を許可する者を決

定する。 

２ 市長は、前項の公開抽選を行うときは、その日時及び場所をあらかじめ申請者に通知する。 

３ 公開抽選に立ち会うべき申請者がいないときは、市長が指定する職員２人以上をこれに立ち会わせ

る。 

４ 市長は、公開抽選の結果を船橋市霊堂公開抽選結果通知書（第２号様式）により、申請者に通知す

る。 

５ 第１項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、公開抽選の方法によらないで、

使用を許可する者を決定することができる。 

（霊堂使用許可証） 

第７条 条例第５条第３項の許可証は、船橋市霊堂使用許可証（第３号様式。以下「許可証」という。）

とする。 

（収蔵等の手続） 

第８条 使用者は、焼骨を収蔵し、又は分骨しようとするときは、許可証を市長に提出し、必要事項の
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記入を受けなければならない。 

（許可証の書換え及び再交付） 

第９条 使用者は、条例第５条第４項の規定により許可証の書換えを受けようとするときは、船橋市霊

堂使用許可証記載事項変更届（第４号様式）に許可証及び住民票の写しその他変更を証明する書類を

添えて、市長に届け出なければならない。 

２ 使用者は、条例第５条第５項の規定により許可証の再交付を受けようとするときは、船橋市霊堂使

用許可証再交付申請書（第５号様式）により、市長に申請しなければならない。 

（使用権の承継の申請等） 

第10条 条例第６条第２項の承認を受けようとする者は、船橋市霊堂使用承継承認申請書（第６号様式）

に許可証、戸籍謄本又はこれに代わる書類及び住民票の写しその他市長が必要があると認める書類を

添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、承認する旨又はしない旨の

決定をし、その旨を当該申請をした者に通知する。 

（平24規則114・一部改正） 

（使用の許可の取消し） 

第11条 市長は、条例第７条の規定により霊堂の使用の許可を取り消すときは、船橋市霊堂使用許可取

消通知書（第７号様式）により通知する。 

（使用場所の返還の届出） 

第12条 条例第８条の規定により霊堂の使用場所を返還しようとする者は、船橋市霊堂返還届（第８号

様式）に許可証及び改葬許可証を添えて、市長に届け出なければならない。 

（保管に係る焼骨の返還を受ける場合の申請） 

第13条 条例第９条第１項の規定による保管に係る焼骨の返還を受けようとする者は、船橋市霊堂焼骨

返還申請書（第９号様式）に改葬許可証を添えて、市長に申請しなければならない。 

（保管に要する費用） 

第14条 条例第11条第４項に規定する使用料に準じて規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ

当該各号に定める額とする。 

(1) ４月１日に市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている者 １焼骨６月につき 

2,160円 

(2) その他の者 １焼骨６月につき 3,240円 

（平10規則61・平24規則114・平26規則12・一部改正） 

（使用料の減免） 

第15条 条例第12条に規定する市長が特に必要があると認めるときは、次に掲げるときとする。 

(1) 生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定による保護を受けているとき。 

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。 

２ 使用料の減免を受けようとする者は、船橋市霊堂使用料減免申請書（第10号様式）により、市長に

申請しなければならない。 

（納骨簿） 

第16条 墓地、埋葬等に関する法律施行規則（昭和23年厚生省令第24号）第７条第２項の納骨簿は、納

骨台帳（第11号様式）とする。 

附 則 

この規則は、平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成10年５月15日規則第61号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成10年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第14条の規定は、この規則の施行の日以後に移転した焼骨に係る保管に要する費用につい

て適用する。 

附 則（平成12年３月31日規則第56号） 
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この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年７月５日規則第114号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成24年７月９日から施行する。ただし、第５条の改正規定（同条第２号中「又は外

国人登録済証明書」を削る部分を除く。）、第10条第１項の改正規定（「戸籍謄本」の次に「又はこ

れに代わる書類」を加える部分に限る。）及び第14条の改正規定（同条第１号中「、又は外国人登録

原票に登録され」を削る部分を除く。）並びに第１号様式及び第４号様式から第10号様式までの改正

規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成25年３月31日までの間における改正後の第14条第１号の規定の適用については、同号中「住民

基本台帳に記録されている者」とあるのは、「住民基本台帳に記録されている者又は出入国管理及び

難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

の一部を改正する等の法律（平成21年法律第79号）第４条の規定による廃止前の外国人登録法（昭和

27年法律第125号）第４条第１項に規定する外国人登録原票に登録されていた者」とする。 

附 則（平成26年３月31日規則第12号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の船橋市霊堂条例施行規則の規定は、平成26年４月１日以後に移転した焼骨に係る保管に要

する費用について適用する。 

附 則（平成28年３月31日規則第71号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

   附 則（令和５年３月14日規則第３号） 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。ただし、第２条第２号の改正規定は、公布の日から施

行する。 
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○船橋市環境基本条例 

平成9年3月31日 

条例第7号 

船橋市環境基本条例 

目次 

前文 

第1章 総則（第1条―第8条） 

第2章 環境の保全に関する基本的施策等（第9条―第23条） 

第3章 地球環境保全の推進（第24条） 

第4章 環境の保全の推進体制等（第25条・第26条） 

第5章 船橋市環境審議会（第27条） 

附則 

私たちの船橋は、温暖な気候と東京湾最奥部の穏やかな海や下総台地が織りなす恵み豊かな環境の下、

先人の英知と努力を受け継ぎながら豊かで住み良い国際都市を目指す中で、福祉と緑の都市を宣言し、

環境に配慮した都市づくりを進めてきた。 

しかし、人口の集中や産業の集積により、都市活動や生活に密着した公害や廃棄物の問題が顕在化す

るとともに、身近にあった豊かな自然も減少し、健全で恵み豊かな環境が損なわれつつある。 

今日の社会経済活動は、利便性の向上と物質的な豊かさをもたらした反面、資源やエネルギーを大量

に消費し、環境に対する影響力を増大させ、人類の生存基盤である地球環境にまで影響を及ぼすに至っ

ている。 

私たちは、環境が自然界の微妙な均衡と循環の下に成り立つものであることを認識した上で、これま

での社会経済システムのあり方や生活様式を見直し、環境への負荷の少ない持続的に発展することがで

きる社会の構築を目指した総合的かつ計画的な取組をする必要がある。 

もとより、健全で恵み豊かな環境は、健康で文化的な生活をする上で不可欠なものであり、このよう

な環境を保全し、及び創造し、将来の市民に引き継ぐことこそ現在に生きる私たちに課せられた使命で

ある。 

今こそ、市民、事業者及び市それぞれが自らの環境保全意識を高め、果たすべき役割を担い、人と自

然が共生する健全で恵み豊かな環境と文明を実現するため、市民の総意により、ここに、この条例を制

定する。 

第1章 総則 

（目的） 

第1条 この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を明ら

かにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関

する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的な生活の確保に寄

与することを目的とする。 

（定義） 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因と

なるおそれのあるものをいう。 

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野

生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境

の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するもの

をいう。 

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水

質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。）、土壌の汚染、

騒音、振動、地下水位の著しい低下、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除

く。以下同じ。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財産並

びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生ず

ることをいう。 

（基本理念） 

第3条 環境の保全は、現在及び将来の市民が健全で良好な環境の恵みを受けられ、その環境が将来に
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わたって維持されるよう適切に行われなければならない。 

２ 環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の

環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるように

なることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない持続的に発展するこ

とができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然

に防がれることを旨として、行われなければならない。 

３ 環境の保全は、環境の自然的構成要素が良好な状態に保持され、人と自然が共生できるよう多様な

自然環境が体系的に保全されることにより、地域の自然、文化、産業等の調和のとれた快適な環境を

実現していくよう行われなければならない。 

４ 地球環境保全は、すべての者が自らの課題であることを認識して、それぞれの事業活動及び日常生

活において積極的に推進されなければならない。 

（市の責務） 

第4条 市は、環境の保全を図るため、地域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実施する

責務を有する。 

（事業者の責務） 

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、環境への負

荷の低減に努め、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有する。 

２ 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行う

に当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られる

こととなるように必要な情報の提供その他の措置を講ずる責務を有する。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は

販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄

されることによる環境への負荷の低減に資するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その

事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように

努めなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全に自ら努めるとともに、

市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有する。 

（市民の責務） 

第6条 市民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活において、環境への負荷の低減に

配慮し、公害の防止及び環境の適正な保全に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を有し、

地域の環境保全活動に積極的に参加するように努めるものとする。 

（環境週間） 

第7条 事業者及び市民の間に広く環境の保全についての関心と理解を深めるとともに、積極的に環境

の保全に関する活動を行う意欲を高めるため、環境週間を設ける。 

２ 環境週間は、6月5日からの1週間とする。 

３ 市は、環境週間の趣旨にふさわしい事業を実施するように努めなければならない。 

（施策等の公表） 

第8条 市長は、毎年、環境の状況、環境の保全に関する施策の実施状況等を公表するものとする。 

第2章 環境の保全に関する基本的施策等 

（環境基本計画の策定） 

第9条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、船橋市環境基本計画

（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全に関する総合的かつ長期的な目標 

(2) 環境の保全に関する施策の方向 

(3) 前2号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要

な事項 

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ船橋市環境審議会の意見を聴かなければ

ならない。 

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 
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５ 前2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

（市の施策の策定等に当たっての配慮） 

第10条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保

全に十分に配慮しなければならない。 

（環境影響評価の措置） 

第11条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業について、事業者が環境への影響について

自ら適正に調査、予測又は評価を行い、その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推

進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

（環境の保全上の支障を防止するための規制） 

第12条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、次に掲げる必要な規制の措置を講ずるものとする。 

(1) 公害を防止するために必要な規制の措置 

(2) 自然環境の適正な保全に支障を及ぼすおそれがある行為に関し、その支障を防止するために必

要な規制の措置 

２ 前項に定めるもののほか、市は、人の健康又は生活環境に係る環境の保全上の支障を防止するため、

必要な規制の措置を講ずるように努めなければならない。 

（環境の保全に関する協定の締結） 

第13条 市は、環境の保全上の支障を防止するため、事業者等と環境の保全に関する必要な協定を締結

するように努めるものとする。 

（誘導的措置） 

第14条 市は、事業者又は市民が自ら環境への負荷を低減するための施設の整備その他の適切な措置を

とるように誘導することにより環境の保全上の支障を防止するため、特に必要があるときは、適正な

助成その他の措置を講ずるように努めるものとする。 

２ 市は、事業者又は市民が自ら環境への負荷の低減に努めるように誘導することにより環境の保全上

の支障を防止するため、適正な経済的負担を求める措置について調査及び研究を行い、その結果、そ

の措置が特に必要であるときは、市民の理解の下に、その措置を講ずるように努めるものとする。 

（環境の保全に関する施設の整備その他の事業の推進） 

第15条 市は、緩衝地帯その他の環境の保全上の支障を防止するための公共的施設の整備及び汚泥のし

ゅんせつ、貴重野生動植物の保護その他の環境の保全上の支障を防止するための事業を推進するため、

必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資する公共的施設

の整備を図るため、必要な措置を講ずるものとする。 

３ 市は、自然環境の健全な利用を図るため、公園、緑地その他の公共的施設の整備事業を推進するも

のとする。 

４ 前3項に定めるもののほか、市は、自然環境の適正な整備及び創出のための事業の推進に努めるも

のとする。 

（環境への負荷の低減に資する製品等の利用の促進等） 

第16条 市は、環境への負荷の低減を図るため、資源の循環的な利用、エネルギーの有効利用及び廃棄

物の減量が促進されるように努めるものとする。 

２ 市は、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、製品、役務等の利用が促進されるよ

うに努めるものとする。 

（市民の意見の反映） 

第17条 市は、環境の保全についての施策に市民の意見を反映させるため、環境の保全についての施策

のあり方等について市民から提言を受けるために必要な措置を講ずるものとする。 

（環境の保全に関する学習の推進） 

第18条 市は、市民及び事業者が環境の保全についての理解を深めるとともにこれらの者の環境の保全

に関する活動を行う意欲が増進されるようにするため、環境の保全に関する学習の機会の提供、広報

活動の充実その他必要な措置を講じ、環境の保全に関する学習の推進を図るものとする。 

（民間団体等の自発的な活動を促進するための措置） 

第19条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体（以下「民間団体等」という。）が

自発的に行う緑化活動、美化活動、生活排水浄化活動、再生資源に係る回収活動その他の環境の保全

に関する活動を促進するため、必要な支援措置を講ずるものとする。 
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（情報の提供） 

第20条 市は、環境の保全に関する学習の振興及び民間団体等が自発的に行う環境の保全に関する活動

の促進に資するため、環境の状況その他の環境の保全に関する必要な情報を適切に提供するように努

めるものとする。 

（調査の実施） 

第21条 市は、環境の状況の把握、今後の環境の変化の予測に関する調査その他の環境を保全するため

の施策の策定に必要な調査を実施するものとする。 

（監視等の体制の整備） 

第22条 市は、環境の状況を把握し、及び環境の保全に関する施策を適正に実施するために必要な監視、

測定、試験及び検査の体制の整備に努めるものとする。 

（科学技術の振興） 

第23条 市は、環境の保全に関する科学技術の振興に努めるものとする。 

第3章 地球環境保全の推進 

第24条 市は、地球環境保全に資する施策を積極的に推進するものとする。 

第4章 環境の保全の推進体制等 

（環境の保全の推進体制の整備） 

第25条 市は、事業者及び市民との協力により、環境の保全を推進するための体制を整備するものとす

る。 

（国及び他の地方公共団体との協力） 

第26条 市は、広域的な取組が必要とされる環境の保全に関する施策について、国及び他の地方公共団

体と協力して、その推進を図るものとする。 

第5章 船橋市環境審議会 

第27条 環境の保全に関する基本的事項を調査審議させる等のため、船橋市環境審議会（以下「審議会」

という。）を置く。 

２ 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 環境基本計画に関し、第9条第3項に規定する事項を処理すること。 

(2) 市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査審議すること。 

(3) 前2号に掲げるもののほか、他の条例の規定によりその権限に属させられた事務 

３ 審議会は、23人以内の委員をもって組織する。 

４ 委員は、環境の保全に関し学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。 

５ 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第27条及び次項の規定は、平成9年8月1日から施行

する。 

（船橋市公害対策審議会条例の廃止） 

２ 船橋市公害対策審議会条例（昭和38年船橋市条例第16号）は、廃止する。 
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２８．船橋市一般廃棄物の処理等に関する各種計画 

 

 以下に示す計画は、市ＨＰに掲載しているので参照のこと。 

 

 

（１）船橋市一般廃棄物処理基本計画（食品ロス削減推進計画を含む）（令和 4年 3 月） 

この計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6条第 1項の規定により、今後 10年

間の船橋市内の一般廃棄物の処理に関する計画を定めたものです。 

 

（２）船橋市一般廃棄物処理基本計画行動計画 

この計画は、船橋市一般廃棄物処理基本計画に基づき、各年度の事業について目標を設定

したものです。 

 

（３）船橋市食品ロス削減推進計画行動計画 

この計画は、船橋市食品ロス削減推進計画に基づき、各年度の事業について目標を設定し

たものです。 

 

（４）船橋市一般廃棄物処理実施計画 

この計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第 6 条第 1 項の規定により、船橋市一

般廃棄物処理基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定めている計画です。 

 

 

（５）船橋市分別収集計画（令和 4年 6月） 

この計画は、容器包装リサイクル法第 8 条第 1 項の規定により、今後 5 年間の船橋市内

の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画を 3年ごとに見直しながら定めている計画です。 
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